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第１節 総則 

 

１ 基本的考え方 

本計画は、最新の知見により、来るべき災害について一定の条件の想定のもとに策定してい

る。 

そのなかで被害を最小限とするための対応のあり方を検討しているが、当初の条件を越える

災害の発生に対しては、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、これまでの大規模災害

で経験したことのないような広域的な停電、断水の発生、防災拠点の被災、市及び防災関係機

関の機能の喪失、交通インフラの被災による応急対策活動への支障の発生、ガソリン等の燃料

を含む各種物資の著しい不足等を含め、事前の想定を超える事態が発生するおそれがあること

に十分留意しつつ、各々の職掌において柔軟に対応し、最善の応急策を講じる必要がある。 

 

２ 段階別及び分野別方針 

段階別方針：「正確かつ迅速な状況判断により命を守る応急活動体制の構築」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 「市内外からの総力を結集できる活動体制の構築」 

【分野：災害応急体制等（防災活動体制、自衛隊の災害派遣、相互応援、ボランティア

等）】 

ア 市は、防災関係機関と協力し、東松島市災害対策本部条例及び東松島市災害対策本部

運営要綱に基づき、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、その状況を

勘案し、災害応急対策を実施するため又は災害応急対策に備えるため、迅速かつ的確な

配備体制のもとに防災活動を行う。 

分野 分野別方針 

(1) 災害応急体制等（防災活動体制、自

衛隊の災害派遣、相互応援、ボランテ

ィア等） 

「市内外からの総力を結集できる

活動体制の構築」 

(2) 災害情報提供等（通信施設の確保、

災害広報等） 

「迅速かつ的確に必要な情報が伝

わる情報システムの運用」 

(3) 救助、医療、緊急輸送等（救急及び

救助、医療救護、緊急輸送活動等） 

「的確な救助等の実施」 

(4) 避難受入れ、避難生活等（避難受入

れ、応急住宅、食料、飲料水及び生活

必需品の調達、供給等） 

「迅速かつ確実な避難と生活再建

の拠点づくり」 

(5) 福祉、保健衛生、教育等（相談体

制、要配慮者支援対策、保健衛生活動

等） 

「風水害等発生時における市民生

活の早期安定」 

(6) 応急復旧活動（資機材及び人材の準

備、ライフラインの応急復旧活動等） 

「前に進むための応急復旧活動の

実施」 

全部 
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イ また、災害の規模及び内容に応じて、自衛隊、協定締結機関、ボランティア等との適

切な連携を図る。 

(2) 「迅速かつ的確に必要な情報が伝わる情報システムの運用」 

【分野：災害情報提供等（通信施設の確保、災害広報等）】 

ア 市は、災害情報及び被害報告を迅速かつ確実に収集し、防災関係機関に的確に通報及

び報告するために必要な事項を定め、応急対策に備える。 

イ また、通信施設が被災した場合に備え、施設の応急復旧又は代替機能の立ち上げにつ

いて、所要の措置を講じる。 

ウ さらに、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、社会秩序の維持及び

民心安定を図るため、災害情報、事前措置、市民の心構え等の広報活動について必要な

事項を定め、迅速かつ適切な災害広報を図る。 

(3) 「的確な救助等の実施」 

【分野：救助、医療、緊急輸送等（救急及び救助、医療救護、緊急輸送活動等）】 

ア 災害による負傷者を一刻も早く救助するため、市、防災関係機関、自主防災組織、事

業所及び市民のそれぞれが、必要に応じて密に連携しながら速やかな救急及び救助活動

並びに医療救護活動を実施する。 

イ また、市及び消防本部は、自主防災組織、事業所、市民等の協力も得ながら、他の消

防機関等との連携を図りつつ、全機能を挙げて被害を最小限に食い止めるため、出火防

止措置及び消火活動を行う。 

ウ さらに、市及び防災関係機関は、避難及び災害応急対策等の実施に必要な要員並びに

物資の輸送を迅速かつ的確に行うため、緊急輸送活動を行うとともに、そのために必要

な交通規制、障害物の除去等の活動を行う。 

(4) 「迅速かつ確実な避難と生活再建の拠点づくり」 

【分野：避難受入れ、避難生活等（避難受入れ、応急住宅、食料、飲料水及び生活必需

品の調達、供給等）】 

ア 市は、迅速かつ的確な避難活動を行うための可能な限りの措置を講じることにより、

市民の生命及び身体の安全の確保に努める。その際、要配慮者の避難対策について十分

考慮する。 

イ また、避難施設等での生活が長期間にわたる場合は、応急仮設住宅の建設をはじめ、

公営住宅の活用等を積極的に実施する。 

ウ さらに、災害発生時における市民の基本的な生活を確保するため、市は、被災者の食

料、飲料水及び生活必需品に対する要望、指定避難所で不足している物資等を的確に把

握し、関係団体等と連携を図りながら迅速かつ円滑な調達及び供給活動を行う。 

(5) 「災害時における市民生活の早期安定」 

【分野：福祉、保健衛生、教育等（相談体制、要配慮者支援対策、保健衛生活動等）】 
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ア 災害発生時における市民生活の早期安定を確保するため、被災者等からの相談に対応

する体制の整備、要配慮者支援対策、家庭動物の収容対策、防疫及び保健衛生活動、遺

体等の捜索、処理及び埋葬、社会秩序の維持活動並びに廃棄物の処理活動を実施する。 

イ また、教育委員会は、大規模災害時における学校等施設の被災並びに児童、生徒及び

幼児の被災により、通常の教育を行うことができない場合、教育施設の応急復旧、被災

児童、生徒及び幼児に対する学用品の支給等を行い、応急教育の体制を早期に確立する。 

(6) 「前に進むための応急復旧活動の実施」 

【分野：応急復旧活動（資機材及び人材の準備、ライフラインの応急復旧活動等）】 

ア 市は、災害発生後の応急復旧活動のために必要な資機材及び人材を調達できるよう、

あらかじめ措置を講じておく。 

イ また、道路等の交通基盤、河川等の公共土木施設及びライフラインは、市民の日常生

活及び社会経済活動はもとより、災害応急活動において重要な役割を果たすものである

ため、これらの施設については、それぞれ管理運営主体が応急復旧活動の体制を整備し、

二次災害の発生に注意しつつ迅速な対応を図る。 

ウ その他危険物施設の安全確保、農林水産業施設への被害を最小限に食い止めるための

対応、必要に応じた応急公用負担等の実施等に努める。
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第２節 防災気象情報の伝達 

 

気象、地象、水象等による被害を最小限にとどめるためには、これらの情報を一刻も早く市民、

旅行者等に伝達することが重要である。特に、要配慮者への伝達に万全を期する必要がある。 

また、円滑な応急対策活動を実施するため、防災関係機関との緊密な連携のもと、災害に関す

る情報を迅速かつ的確に把握する体制を整える。 

 

１ 実施責任 

(1) 市長は、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）及び本計画の定めるところにより、災害

に関する予報、警報等を関係機関、市民、関係団体等に伝達しなければならない。 

(2) 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長、消防

団長、消防職員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。 

２ 危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報とその利活用 

気象庁が危険度の高まりに応じて段階的に発表する防災気象情報は次のとおりとする。 

 

※気象庁ホームページより引用 

災対総務部 災対消防団 
災対消防部 
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３ 防災気象情報の伝達周知 

(1) 気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に基づき、仙台管区気象台が発表する防災気象情

報及びその活用 

種類 発表基準 

特 別 

警 報 

大雨特別警

報 

 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報には、大雨

特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報

（土砂災害，浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記され

る。 

災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っている

ため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル

５に相当。 

暴風特別警

報 

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

波浪特別警

報 

高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別

警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれ

が著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風による重

大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大

な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

大雪特別警

報 

大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく

大きいと予想されたときに発表される。 

高潮特別警

報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表され

る。 

危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

 

「特別警報」は警報の基準をはるかに超える状況で発表される。既に災害が発

生している場合もあり得るため、必要な措置は「特別警報」が発表される前に

すべて完了していることが基本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警 報 

大 雨 警 報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報

（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように特に警戒す

べき事項が明記される。 

大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が必

要とされる警戒レベル３に相当。 

洪 水 警 報 

河川の上流域で 降雨や融雪等により河川が増水による、重大な

災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。河

川の増水及び氾濫並びに堤防の損傷及び決壊による重大な災害が

対象としてあげられる。 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に

相当。 



 □2 〈２.応急〉第２節 防災気象情報の伝達  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-6 

暴 風 警 報 

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪

を伴うことによる視程障害（見通しが利かなくなること）等によ

る重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

大 雪 警 報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

波 浪 警 報 
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

高 潮 警 報 

台風、低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

注意報 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え、自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、災害が

発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え、自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。   

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことに

よる視程障害（見通しが利かなくなること）等による災害」のお

それについても注意を呼びかけられる。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

波浪注意報 
高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

高潮注意報 

台風、低気圧等による異常な海面の上昇が予想されたときに注意

を喚起するために発表される。 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、     

ハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は、

高齢者等は危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル３に相

当。 

雷 注 意 報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

また、発達した雷雲のもとで発生することの多い竜巻等の突風及

び「ひょう」による災害への注意喚起を付加することもある。急

な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられる。 
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融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

する。具体的には、浸水害、土砂災害等が発生するおそれがある

ときに発表される。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

具体的には、火災の危険が大きい気象条件が予想されたときに発

表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、低温による農作物等に著しい被害や、冬季

の水道管凍結及び破裂による著しい被害が発生するおそれがある

ときに発表される。 

霜 注 意 報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。具体的には、早霜又は晩霜により農作物への被害が発生す

るおそれのあるときに発表される。 

着 雪 （ 着

氷）注意報 

 

著しい着雪（着氷）により災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。具体的には、通信線、送電線、船体等へ

の被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の

危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で 

１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。２時間先ま

での雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更

新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表

されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認すること

ができる。 

（色が持つ意味） 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保す

る必要があるとされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とさ

れる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認

等、避難の備え、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２に相当。 

浸水キキクル（大雨

警報（浸水害）の危

険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で１km 四方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先

までの表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新してお

り、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっ

ている場所を面的に確認することができる。 

（色が持つ意味） 

同上 
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洪水キキクル（洪水

警報の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で河川流路を概ね１km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時

間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新して

おり、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場

所を面的に確認することができる。 

（色が持つ意味） 

同上 

流域雨量指数の予測

値 

河川の上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度

（大河川においては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内

水氾濫」の危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到

達状況に応じて危険度を色分けし時系列で示す情報。じて危険度

を色分けした時系列で示す情報。 流域内における雨量分布の実況

と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用い

て常時 10分ごとに更新している。 

早期注意情報（警報

級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で

発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予

報の対象地域と同じ発表単位（宮城県東部、宮城県西部）で、２

日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と

同じ発表単位（宮城県）で発表される。 

大雨、高潮に関して、［高］又は［中］が予想されている場合

は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１

である。 

宮 城 県 気 象 情 報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意 

・警戒を呼びかける場合や、特別警報・警報・注意報が発表され

た後の経過や予想、防災上の留意点を解説する場合等に発表され

る。大雨特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その

内容を補足する「記録的な大雨に関する宮城県気象情報」が発表

される。 

また、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、

線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いていると

きには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕

著な大雨に関する宮城県気象情報」が発表される。なお、大雨・

洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な

災害が差し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象

台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見出し文

のみの宮城県気象情報が発表される場合がある。 

土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ

発生してもおかしくない状況になったときに、市長の避難指示発

令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町

村を特定して警戒を呼びかける情報で、宮城県と仙台管区気象台

から共同で発表される。 

なお、市内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル

（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができ

る。 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 
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竜 巻 注 意 情 報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風

に対して注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生し

やすい気象状況になっている時に、天気予報と同じ発表表単位

「宮城県東部」「宮城県西部」で気象庁から発表される。なお、

実際に危険度が高まっている場所については、竜巻発生確度ナウ

キャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地

域を示して、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するお

それが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象

地域と同じ発表単位「宮城県東部」「宮城県西部」で発表され

る。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

記録的短時間大雨情

報 

大雨警報発表中に、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な

雨（１時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析

（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）され、か

つ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場

合に、気象庁から発表される。 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低い土地の浸水、中小

河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が

降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている

場所をキキクルで確認する必要がある。 

【発令基準】 

・雨量基準：１時間雨量 100mm 

（注１）地震など不測の事態により気象災害に係わる諸条件が変化し、通常の基準を適用

することが適切でなくなった状態が長期間継続すると考えられる場合には、特定の警

報・注意報について対象地域を必要な範囲に限定して暫定基準を設定し、通常より低

い基準で運用する。暫定基準による運用を開始する際は、その旨を宮城県、市町村及

び関係機関へ周知するとともに仙台管区気象台ホームページへ掲載する。 

（注２）特別警報とは、予想される現象が特に異常であるため、重大な災害が発生するお

それが著しく大きい場合にその旨を示して行う警報である。発表に当たっては、降水

量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速等について過去の災害事例に照らして算出し

た客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断される。警報とは、重

大な災害が発生するおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が

発生するおそれのある旨を注意して行う予報である。特別警報、警報及び注意報は、

気象要素が本表の基準に達すると予想される当該市町村等に対して発表される。 

（注３）大雨、洪水、大雪、波浪及び高潮の警報及び注意報、暴風警報、暴風雪警報、強

風注意報、風雪注意報並びに濃霧注意報には表中の欄で基準として用いる気象要素を

示す。 

また、記録的短時間大雨情報には表中の欄で基準を示す。 

（注４）大雨、洪水、大雪、波浪及び高潮の警報及び注意報、暴風警報、暴風雪警報、強

風注意報、風雪注意報並びに記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の

「以上」を省略した。 
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また、乾燥注意報及び濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略

した。 

なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていな

い。 

（注５）大雨警報については、表面雨量指数基準に到達することが予想される場合は「大

雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に到達すると予想される場合は「大雨警報

（土砂災害）」、両基準に到達すると予想される場合は「大雨警報（土砂災害、浸水

害）」として発表するため、大雨警報の欄中、（浸水害）は「大雨警報（浸水害）」、

（土砂災害）は「大雨警報（土砂災害）」の基準をそれぞれ示している。 

（注６）土壌雨量指数基準値は１km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等の域内

における基準値の最低値を示している。１km 四方毎の基準値については、気象庁ホ

ームページに掲載されている「大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値」を参照のこ

と。 

（注７）洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数30 以上｣を意味す

る。 

（注８）洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警

報においては「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測

点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表

する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発

表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

（注９）高潮警報及び注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準

面として東京湾平均海面（TP）を用いるが、島嶼部等の一部では国土地理院による高

さの基準面あるいは MSL（平均潮位）等を用いる。 

(2) 気象庁長官及び国土交通大臣又は知事が共同で発表する指定河川洪水予報 

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の２第２項、第３項及び水防法（昭和 24

年法律第 193 号）第 10 条第２項、第３項、水防法第 11 条第１項の規定により、河川の増

水、氾濫等に対する水防活動の判断及び市民の避難行動の参考となるように、気象庁長官

は、国土交通大臣又は知事と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて

水位又は流量を示した洪水の予報を行っており、これを「指定河川洪水予報」と呼んでい

る。 

指定河川洪水予報の種類、指定河川名及び区間等は下記のとおりとする。 

  



 □2 〈２.応急〉第２節 防災気象情報の伝達  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-11 

ア 指定河川洪水予報の種類 

洪水予報の標題（種類） 発表基準 市及び市民に求める行動 

○○川氾濫発生情報 

（洪水警報） 

氾濫の発生（レベル５※1） 

（氾濫水の予報※2） 

[市]新たに氾濫が及ぶ区域の

市民の避難誘導 

[市民]避難を完了 

新たに氾濫が及ぶ区域で

は避難を検討及び判断 

○○川氾濫危険情報 

（洪水警報） 

氾濫危険水位（レベル４）に

到達したとき、氾濫危険水位

を超える状況が継続している

とき、または急激な水位上昇

により間もなく氾濫危険水位

を超えさらに水位の上昇が見

込まれる場合 

[市]避難指示の発令 
[市民] 避難の実施 

○○川氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

氾濫危険水位（レベル４）に

到達が見込まれる場合又は避

難判断水位（レベル３）に到

達し、さらに水位の上昇が見

込まれる場合 

[市]高齢者等避難の発令 

避難指示の発令を判断

し、状況に応じて発令 

[市民]避難を判断 

○○川氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

氾濫注意水位（レベル２）に

到達し、さらに水位の上昇が

見込まれる場合 

[市]高齢者等避難の発令を判

断し、状況に応じて発令 

[市民]氾濫に関する情報に注

意 

※1： 水位危険度レベルの内容は以下の通り。 

水位危険度

レベル 
水 位 求める行動の段階 

レベル５ 氾濫の発生以降 氾濫水への警戒を求める段階 

レベル４ 
氾濫危険水位から氾濫発生

まで 

いつ氾濫してもおかしくない状態 

避難していない市民への対応を求める段階 

レベル３ 
避難判断水位から氾濫危険

水位まで 

避難の必要も含めて氾濫に対する警戒を求

める段階 

レベル２ 
氾濫注意水位から避難判断

水位まで 
氾濫の発生に対する注意を求める段階 

レベル１ 
水防団待機水位から氾濫注

意水位まで 
水防団が体制を整える段階 

※2： 平成 17 年の水防法（昭和 24 年法律第 193 号）及び気象業務法（昭和 27 年法

律第 165 号）の改正により、従来の洪水のおそれがあるときに発表する水位及び流

量の予報に加え、河川が氾濫した後においては浸水する区域及びその水深の予報を

行うことになった。 

イ 指定河川洪水予報を行う河川名とその区間（本市関係分のみ） 

本市において指定河川洪水予報を行う河川名とその区間は、以下の通りである。 
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なお、以下は全て「気象庁長官と国土交通大臣が共同して行う指定河川洪水予報」の対象河川で

あり、市内には「気象庁長官と知事が共同して行う指定河川洪水予報」の対象河川は存在しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 指定河川洪水予報の周知 

指定河川洪水予報が発せられた場合には、関係機関は、次に示す指定河川洪水予報伝

達系統図により、市民等に対し周知を行う。

河川名 区 間 

鳴瀬川 
左岸 宮城県大崎市古川引田字堀込道上 79番地先から海まで 

右岸 宮城県大崎市三本木斉田字桜舘１番１地先から海まで 

吉田川 
宮城県黒川郡大和町吉田字〆切２番地先（高田橋）から鳴瀬川への合流

点まで 

江合川 

左岸 宮城県大崎市古川桜の目字下川原 75 番 18 から旧北上川への合流

点まで 

右岸 宮城県大崎市古川小泉字内高畑１番１地先から旧北上川への合流

点まで 

旧北上川 左右岸北上川幹川分派点から海まで 
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指定河川洪水予報伝達系統図（気象庁長官と国土交通大臣が協働して行う指定河川洪水

予報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(※1)東日本電信電話株式会社宮城支店への指定河川洪水
情報の通知は、一般の利用に適合する洪水警報の通
知をもって代える場合がある（気象業務法第15条第
１項及び同施行令第７条第４号）。 

(※2)地下空間管理部局への通知は、名取川及び広瀬川の
みである。 

(※3)警察本部へは、防災情報提供センターから周知。 

（注）気象台からの通知 

 ：法律による通知 

 ：周知協力 

 ：報道機関を経由した周知 
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(3) 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づき、仙台管区気象台長が知事に対して行う通報

等 

ア 火災気象通報 

気象の状況が火災の予防上危険と認められるとき、具体的には次の条件に該当すると

予想される場合に、火災気象通報を実施する。 

(ア) 通報基準 

 仙台管区気象台が発表する乾燥注意報及び強風注意報の発表基準（１参照） 

  （イ） 地域区分 

 仙台市、大崎市、栗原市及び大和町は東部と西部に分割し、その他は市町村を単位

とする。（二次細分区域） 

  （ウ） 通報方法 

     仙台管区気象台は、午後５時に発表する天気予報に基づき、翌日朝９時までの気象

状況の概要を気象概況として毎日午後５時頃に通報する。なお、予想に変化があった

場合、定時と同様の形式で通報（臨時通報）する。 

火災気象通報の通報基準に該当又は該当するおそれがある場合は、見出しの冒頭に

通報区分として「火災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加する。 

火災気象通報の通報基準に該当する地域・時間帯で降水（降雪を含む）が予想され

る場合には、火災気象通報に該当しないと判断し、見出しの明示を行わないことがあ

る。 

   (エ)  通報区分 

     a 乾燥注意報→火災気象通報【乾燥】 

     b 強風注意報→火災気象通報【強風】 

     c 乾燥注意報及び強風注意報→火災気象通報【乾燥・強風】 

イ 火災警報 

市長は、前記の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認める

ときは、火災に関する警報を発する。 

(4) 警報及び注意報の細分区域 

（平成 28年 10 月 10 日現在） 

府県 

予報区 

一次細分

区域 

市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域（含まれる市町村等） 

宮城県 東部 

東部仙台 

仙台市東部（仙台市西部の区域を除く）、塩竈

市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理

町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町

東部（大和町西部の区域を除く）、大郷町 

石巻地域 石巻市、東松島市、女川町 

東部大崎 大崎市東部（大崎市西部の区域を除く）、涌谷

町、美里町 

気仙沼地域 気仙沼市、南三陸町 
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仙台市、大崎市、栗原市、大和町は、東部と西部に分割して発表する。 

※１:仙台市西部（泉区、青葉区宮城総合支所管内及び太白区秋保総合支所管内に限る） 

※２:大和町西部（小野、学苑、宮床、もみじケ丘、吉岡、吉岡東、吉岡南及び吉田に限

る） 

※３:大崎市西部（岩出山総合支所及び鳴子総合支所管内に限る） 

※４:栗原市西部（一迫、鶯沢、栗駒及び花山に限る） 

東部仙南 角田市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町 

登米・東部栗原 登米市、栗原市東部（栗原市西部の区域を除く） 

西部 

西部仙台 仙台市西部※１、大和町西部※２、大衡村 

西部仙南 白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町 

西部大崎 大崎市西部※３、色麻町、加美町 

西部栗原 栗原市西部※４ 
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警報・注意報の細分区域（宮城県） 
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３ 水防警報及び決壊等（被害情報）の通報 

国土交通大臣が指定した河川について、国土交通省北上川下流河川事務所長による水防警報

の発令があったときは、県土木部河川課長は、その警報事項を次図により、速やかに警報区域

の水防管理者等の関係機関に通知する。 

また、水防警報を受けた水防管理者及び関係機関は、警報段階に応じ速やかに準備出動の処

置をとる。 

水防警報伝達系統図（国土交通大臣が発令する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

東 北 地 方 
整 備 局 

県水防本部 
 

（河川課） 

報 道 機 関 

東 北 地 方 整 備 局 
河 川 ( 国 道 ) 事 務 所 

県 東 部 土 木 事 務 所 

県 防 災 推 進 課 

県 保 健 福 祉 総 務 課 

県 防 災 砂 防 課 

県 警 察 本 部 警 備 課 

自 衛 隊 

 

関 係 機 関 

石巻警察署 

関 係 機 関 

交 番 ・ 駐 在 所 

必
要
に
応
じ 

関係河川（国道）事務所 
関 係 ダ ム 管 理 所 
関 係 出 張 所 

県東部地方 

振興事務所 

水防管理団体 

（東松島市） 

消防本部 

(財)河川情報 
センター 

関係機関 

消防団 

住 民 
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４ 気象予警報等の伝達 

(1) 伝達の基本的考え方 

市は、特別警報の通知を受けた場合は、ただちに関係機関及び市民に通知しなければな

らない。 

また、その他の気象予警報については、必要と認める事項について、関係機関及び市民

への迅速かつ的確な通知に努める。 

(2) 気象予警報等の伝達系統 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 気象予警報等の受領及び伝達方法 

ア 関係機関から通報される気象予警報等は、勤務時間内は防災課長（防災課）が、勤務

時間外は警備員が受領する。 

イ 警備員が受領した場合は、直ちに防災課長に伝達する。 

ウ 気象予警報等を受領した防災課長は、市長に報告するとともに、その指示を得て関係

各部署長、関係機関及び市民に通報する。 

エ 防災課長は、市長の指示を受けた後、市防災行政無線、広報車等により市民へ伝達す

る。 

 

（市防災行政無線、 

広報車等） 

市
民
及
び
関
係
機
関 

（
学
校
、
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
等
） 

自主防災組織会長 

東 日 本 電 信 電 話 

株 式 会 社 
すべての警報 

県 防 災 推 進 課 
気 象 警 報 

等 の 伝 達 

県東部土木事務所 
水 防 活 動 用 

予 警 報 

石 巻 警 察 署

 

大 津 波 警 報 

津 波 警 報 
津 波 注 意 報 

石巻地区広域行政 

事務組合消防本部 

消 防 活 動 用 

予 警 報 

庁内各課 

東松島市災害対策本部 

（東松島市防災課） 

東松島消防署 

各 分 団 長

携帯電話事業者 緊急速報メール 
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第３節 情報の収集及び伝達 

 

市は、災害情報及び被害報告を迅速かつ確実に収集し、防災関係機関、市民等に通報及び報告

するために必要な事項を定め、応急対策の迅速を期する。 

収集に当たっては、特に市民の生命にかかわる情報の収集に重点を置く。 

 

１ 災害情報の収集 

(1) 災害情報等収集体制 

ア 市長は、災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合、災害情報の収集に万

全を期すため、市職員をもって状況把握にあたらせるとともに、自主防災組織、消防団

等の協力を得て、情報の収集に努める。 

イ 市は、勤務時間外の災害発生時は、非常招集で登庁してくる職員から登庁途中で確認

した被災状況も併せて収集する。（報告様式については、資料３－２参照） 

ウ 防災関係機関は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、相互に情報を交

換するとともに、被害状況等の把握に努める。 

(2) 収集すべき災害情報等の内容 

ア 人的被害（死傷者数、行方不明者数及び生き埋め者のいる可能性のある要救出現場箇

所数）及び安否不明者（行方不明者となる疑いがある者） 

イ 住家被害（全壊、半壊、床上浸水等） 

ウ 土砂災害（人的、住家又は公共施設被害を伴うもの） 

エ 出火件数又は出火状況 

オ 二次災害危険箇所（被災建築物及び宅地の応急危険度判定、土砂災害の危険判断、高

圧ガス漏洩事故等） 

カ 輸送関連施設被害（道路及び漁港） 

キ ライフライン施設被害（電気、電話、ガス、水道及び下水道施設被害） 

ク 避難状況及び救護所開設状況 

ケ 市災害対策本部設置等の状況 

コ 災害の状況及びその及ぼす社会的影響からみて報告する必要があると認められるもの 

２ 被害状況の調査 

市における被害状況の調査は、次のとおり各課等において分担し、関係機関及び関係団体の

協力を得て実施する。 

なお、被害写真等の撮影については、調査担当課等ごとに速やかに撮影し、被害写真を総務

課に提出する。 

  

全部 
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被害調査区分 調査担当責任者 協力団体名等 

被 害 状 況 総 括 防 災 課 長 

総 務 課 長 

消防団、自主防災組織 

民 生 関 係 被 害 福 祉 課 長 

子 育 て 支 援 課 長 

市 民 生 活 課 長 

健 康 推 進 課 長 

環境衛生推進員、保健推進員、社会福祉協

議会、民生委員・児童委員 

建 設 関 係 被 害 建 設 課 長 

建 築 住 宅 課 長 

土木委員 

市営住宅指定管理者 

農 林 水 産 関 係 被 害 農 林 水 産 課 長 

農業委員会事務局長 

農業協同組合、漁業協同組合、土地改良

区、農業委員会、農業共済組合、森林組合 

教 育 関 係 施 設 被 害 教 育 総 務 課 長 

生 涯 学 習 課 長 

各小中学校長、教育施設指定管理者 

市 民 協 働 施 設 被 害 市 民 協 働 課 長 市民センター指定管理者 

商 工 観 光 関 係 被 害 商 工 観 光 課 長 商工会、観光協会 

下 水 道 関 係 被 害 下 水 道 課 長 土木委員 

水 道 関 係 被 害 石巻広域水道企業団 

工事検査室工事検査監 

 

３ 情報の伝達 

(1) 市及び県の間においての情報伝達は、主として県防災行政無線及び衛星携帯電話を用い

る。 

(2) 市防災行政無線（同報系）、携帯電話、ワンセグ等を活用して市民に対し情報の伝達を

行う。 

また、市防災行政無線が使用できない場合は、非常通信ルート等を用いて対応する。 

(3)  市は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を、中央防災無線網等を活用し、官邸

及び非常本部等を含む防災関係機関へ提供し共有を図る。 

 

４ 災害情報等の交換 

(1) 災害情報の種類 

市、県及び防災関係機関等が、相互に交換する災害情報等の種類は、次のとおりとする。 

ア 災害に関連する気象、水象、地象の観測結果等の資料に関すること 

イ 災害時において、その所掌する災害応急対策の実施方針又は措置に関すること 

ウ 法令又は防災計画に定めるところにより、その所掌する被害状況の収集結果に関する

こと 

エ その他災害応急対策の総合的な推進のため必要と認められる事項 

(2) 災害情報等の相互交換体制 

ア 市、県及び防災関係機関等は、災害事態についての認識を一致させ、迅速な意思決定

を行うために、関係機関相互で連絡する手段及び体制を確保し、緊密に連絡をとること、

関係機関等で連絡調整のための職員を相互に派遺すること、各災害対策本部長の求めに
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応じて相互に情報の提供及び意見の表明を行うこと等により、情報共有を図るよう努め

る。 

イ 市は、県及び防災関係機関等との災害情報等の交換を円滑に実施するため必要な組織、

連絡窓口及び連絡責任者を定めておく。 

ウ 市は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況、応援の必要性等を県に連絡する。県

は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市に連絡する。 

エ 災害情報等の連絡系統は、次のフローのとおりである。 

 

災害情報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警察本部 県 災 害 対 策 本 部 

国（消防庁） 

自 衛 隊 指定地方行政
機 関 

指定公共機関 指定地方公共
機 関 

各 警 察 署 地方支所等 

県 災 害 対 策 本 部 
東 部 地 方 支 部 

地 方 支 局 等 地 方 支 局 

消 防 機 関 

東 松 島 市 
災 害 対 策 本 部 

交 番 ・ 
駐 在 所 等 

（県へ連絡できない場合） 

有線電話 
宮城県防災行政無線電話 
消防庁防災無線電話 
超短波無線電話 
警察有線電話 
各防災機関の無線電話 
市防災行政無線 

市 民 
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５ 災害情報等の報告 

市及び消防本部は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む）、建築物の被害状況及び火災、

土砂災害の発生状況等の情報を収集し、被害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲

から直ちに県へ報告するとともに、119 番通報の殺到状況についても併せて総務省消防庁及び

県に報告する。 

なお、県に情報伝達できない場合は、直接総務省消防庁に対し、被害情報を報告し、事後速

やかにその旨を県に報告する。 

(1) 報告担当及び連絡先 

災害発生後、直ちに被害調査を行うとともに、その結果を「被害状況報告書」を用い、

次の系統により報告する。 

なお、県に対する報告は、防災課が行う。 

ア 災害対策本部を設置しないとき 

 

 

 

 

イ 災害対策本部を設置したとき 

 

 

 

 

 

 

(2) 報告の種類及び報告要領 

ア 災害情報 

収集した災害情報は、逐次関係機関に通報し、相互に情報を交換する。 

イ 被害報告 

被害状況が判明した場合は、「市町村被害状況報告要領」（資料３－１参照）に基づ

き、県東部地方振興事務所を経由して県防災推進課に報告する。 

 (ア) 被害速報 

速報は、被害発生後、被害が判明した都度行う。 

(イ) 被害確定報告 

確定報告は、被害額の確定あるいは応急措置の完了後７日以内に県東部地方振興

事務所長を経由して知事あてに行う。（「被害状況報告書」については、資料３－

１参照） 

 

主 管 課 

防 災 課 防 災 関 係 機 関 

県東部地方振興事務所 

東松島市災害対策本部長 

防 災 関 係 機 関 

県東部地方振興事務所 

東松島市災害対策本部員 
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(3) 死者・行方不明者数 

人的被害のうち死者・行方不明者数については、県が一元的に集約、調整を行い、その

際、県は関係機関が把握している死者・行方不明者数について積極的に収集し、一方、関

係機関は県に連絡する。当該情報が得られた際には、県は関係機関との連携のもと、整

理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告する。 

(4) 行方不明者数 

行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であることから、市 

は、住民登録の有無にかかわらず、当該市の区域内で行方不明となった者について、県警

察等関係機関の協力に基づき正確な情報の把握に努める。 

また、行方不明として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明し

た場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民登録の対象外の者は外

務省）又は県に連絡する。 

(5) 孤立集落 

道路等の途絶によるいわゆる孤立集落については、早期解消の必要があることから、指

定地方公共機関、県及び市は、それぞれの所管する道路のほか、通信サービス、電気、ガ

ス、上下水道等のライフラインの途絶状況を把握するとともに、その復旧状況と併せて、

県及び市に連絡する。また、県及び市は、当該地域における備蓄の状況、医療的援助が必

要な者など要配慮者の有無の把握に努める。 

 (6) 安否不明者 

安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う。県は、要救

助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市町村

等と連携の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することによ

り、速やかな安否不明者の絞り込みに努める。 

６ 異常現象を発見した場合の通報 

防災関係機関及びそれ以外の者が異常現象を発見した場合は、遅滞なくその旨を市長又は警

察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 

通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を速やかに市長に通報しなければならない。 

また、市長が通報を受けた場合は、その旨を仙台管区気象台等の関係機関に通報しなければ

ならない。 

(1) 異常現象 

ア 地象に関する事項（異常音響及び地変） 

イ 水象に関する事項（異常潮） 

ウ その他災害が発生するおそれがある現象 
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(2) 通報要領 

 

 

 

 

 

 

異常現象発見者 

市 長 

警 察 官 
海 上 保 安 官 

仙台管区気象台 

県 
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第４節 通信及び放送施設の確保 

 

災害により通信施設が被災した場合、市及び防災関係機関の災害応急対策や市民の生活情報収

集に大きな影響が生じる。 

このため、市及び防災関係機関は、施設の応急復旧又は代替機能の立ち上げについて、所要の

措置を講じる。 

 

１ 市防災行政無線施設 

(1) 市は、災害発生後、直ちに情報通信手段の機能を確認し、支障が生じた施設の復旧を行

う。 

(2) 市及びライフライン事業者は、災害発生時における救急、救助、医療及び消火に係る情

報の収集、連絡等の重要性を考慮し、市防災行政無線の効果的な運用に努める。 

また、移動系無線の適正配置について検討し、実施する。  

２ 県防災行政無線施設 

県防災行政無線は、県をはじめ関係機関との重要な情報連絡手段であるため、市は、災害発

生後直ちに情報通信手段の機能を確認し、支障が生じた場合には、施設の復旧に努めるととも

に、代替通信経路を確保する。 

３ 通信連絡手段の確保 

災害時においては、通信の途絶やふく輳が想定されることから、各防災関係機関では、それ

ぞれの特性を考慮し、的確な通信手段の確保に努めるものとし、必要に応じて相互に連携をと

りながら通信手段の確保を図る。 

なお、各種通信手段の状況及び特徴は、次のとおりである。 

通信手段 特 徴 

一般加入電話 災害時に途絶やふく輳がある。 

災害時優先電話 防災関係機関と通信事業者が協議して、一般加入電話の中から指

定する回線で、発信規制がかけられても、一般加入電話に比べて

優先して使用できる。 

災害時優先携帯電話 防災関係機関と通信事業者が協議して、携帯電話の中から指定す

る回線で、発信規制がかけられても、携帯電話に比べて優先して

使用できる。 

携帯電話 

（スマートフォン） 

固定電話と別系統であり、無線回線を使用するので、移動して使

用できるが、災害発生時に途絶やふく輳もある。 

ＰＨＳ 使用範囲は限定されるが、携帯電話と同様の特徴がある。 

衛星携帯電話 衛星を利用して通信するため、通信可能地域が広く、災害発生時

に通信の途絶及びふく輳の可能性が低い。 

ＩＰ電話 災害時の有線施設の切断や停電による途絶がある。 

また、ふく輳時には通信制限がかかる。 

災対総務部 災対消防部 
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地域衛星通信ネットワ

ーク 

全国の自治体、消防機関及び防災関係機関を結ぶ衛星通信回線で

ある。 

消防用回線 

（消防無線） 

各消防機関が使用している回線で、県内共通波により県内各消防

機関、全国共通波で全国の消防機関相互の通信ができる。 

防災相互波 本周波数を所有している異なる免許人の間で通信できる。 

ＭＣＡ無線システム 一般財団法人移動無線センター東北センターが運営するシステム

で、業務用無線と同様に使用できる車載型、携帯型無線システム

で、中継所を経由するので広範囲のサービスエリアが確保でき

る。災害発生時には、同センター、メーカー又は総務省からの借

用も考えられる。 

非常通信 市及び防災関係機関は、災害発生時において、他に手段がない場

合等は、東北地方非常通信協議会の構成機関等の通信設備を利用

して、非常通信を行う。 

また、アマチュア無線を活用する場合は、ボランティアという性

格に配慮する。 

インターネット データ通信としてインターネットにより、各種データ、安否情報

等の提供ができる。 

市は、ホームページ及びツイッターにより、インターネットを通

じた情報発信を行っている。 

また、ふく輳を回避するための手段として、次の２つの情報提供が有効である。 

通信手段 特 徴 

災害用 伝言ダイヤ ル

（171）及び災害用伝言

板（web171） 

災害発生時、その規模により東日本電信電話株式会社が運用する

サービス。災害用伝言ダイヤル（171）は、一般加入電話、公衆電

話、携帯電話等から安否情報を確認するもの、災害用伝言板

（web171）は、パソコン又は携帯電話からインターネットを利用

して安否情報を確認するもので、提供開始及び提供条件について

東日本電信電話株式会社で決定しテレビ、ラジオ、ＮＴＴ東日本

公式ホームページ等で知らせる。 

災害用伝言板 大規模災害時、携帯電話及び事業者各社が提供するサービスで、

安否情報の登録及び確認ができる。 
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第５節 災害広報活動 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社会秩序の維持及び民心安定を図る

ため、災害情報、事前措置、市民の心構え等の広報活動について必要な事項を定め、迅速かつ適

切な災害広報を図る。 

また、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、帰宅困難者等の情報の入手

が困難な被災者に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

 なお、情報の提供に当たっては、要配慮者に十分配慮するよう努める。 

１ 社会的混乱の防止 

(1) 情報伝達及び広報の実施 

市は、流言飛語等による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災住民等

の適切な判断と行動を助け、市民等の安全を確保するため、正確かつ分かりやすい情報の

速やかな公表及び伝達並びに広報活動に努める。 

(2) 市民等への対応 

市及びライフライン事業者は、市民等から、問い合わせ、要望、意見等が数多く寄せら

れることを考慮し、適切な対応を行える体制を整備する。 

２ 実施責任者 

(1) 市長は、市民及び報道機関等に対し、被害状況等の災害情報を迅速かつ的確に周知する。 

(2) 防災関係機関は、それぞれの所掌により、市民等に対し、災害情報等の周知に努める。 

３ 広報担当 

市長が行う災害広報に関する担当は、次のとおりとする。 

区分 責 任 者 連絡方法 

市民 災対総務部長 防災行政無線、広報車等 

報 道 機 関 災対総務部長 有線電話、口頭、文書  

防災関係機関 災対総務部長 有線電話、無線電話 

庁 内 各 部 災対総務部長 庁内放送、庁内電話 

４ 災害広報の要領 

(1) 市長は、防災関係機関及び報道機関と密接な連携をとり、正確な情報の把握に努める。 

(2) 市の実施する広報は、すべての広報総括者である災対総務部長に連絡する。 

５ 広報事項 

市は、各防災関係機関が実施する広報を調整し、関係機関と連携して、被災者に役立つ、正

確かつきめ細かな情報を適切に提供する。 

災対総務部 
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なお、特に災害発生直後の広報については、気象予警報等、避難指示等を市民に周知し、迅

速かつ的確な避難行動に結びつけるよう、その伝達内容等についてあらかじめ検討し、その際、

要配慮者に配慮する。 

(1) 災害発生直後 

ア 市災害対策本部設置に関する事項 

イ 気象予警報等に関する情報 

ウ 安否情報 

エ 被害区域及び被害状況に関する情報 

オ 危険区域及び被害状況に関する情報 

カ 避難指示、指定緊急避難場所等に関する情報 

キ 医療救護所の開設等救急及び医療に関する情報 

ク 防疫に関する情報 

ケ 豪雨、危険物等による二次災害防止に関する情報 

コ ライフラインの被害状況に関する情報 

サ 生活支援（食料、飲料水等の供給）に関する情報 

シ 民心安定のための情報 

ス 緊急交通路確保及び避難誘導、救助活動のための交通規制等に関する情報 

セ 道路における危険防止及び交通の円滑化に関する情報 

ソ 道路の交通危険箇所、う回路等の道路情報 

タ 被災地域、指定避難所等における犯罪予防等民心安定のための情報 

チ 自主防災組織に対する活動実施要請 

(2) 生活再開時期 

ア 保健衛生、ライフライン、交通施設等の復旧に関する情報 

イ 相談窓口の設置に関する情報 

ウ 被災者に対する援助及び助成措置（特別融資、緊急融資、税の減免等）に関する情報 

６ 広報資料の作成 

被害状況の写真を含めた各種情報は、被害状況の確認、災害救助法等の救助活動の資料及び

記録の保存のため、きわめて重要であるので、広報担当者は、各部と緊密な連絡を図り資料作

成を行う。 

(1) 広報担当者の撮影した災害写真 

(2) 防災関係機関、市民等が取材した災害写真 

(3) 報道機関等による災害現場の航空写真 

(4) 災害応急対策活動を取材した写真等 

７ 広報実施方法 

あらゆる広報媒体を利用して有効かつ適切な広報を行う。 



 □2 〈２.応急〉第５節 災害広報活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-29 

(1) 防災行政無線による広報 

(2) 広報車による広報 

(3) テレビ、ラジオ、新聞等報道機関を通じての広報（後記９「緊急放送の利用」参照） 

(4) 市ホームページ及びツイッターへの掲載 

(5) 広報紙による広報 

(6) チラシ及びパンフレットによる広報 

(7) 指定避難所への広報班の派遣 

(8) 壁新聞、掲示板等による自主防災組織を通じての連絡 

(9) 市の電子メール配信サービスによる広報 

(10) 携帯電話による広報（携帯電話大手３社とのエリアメール提携、ワンセグ放送等） 

(11) Ｌアラート（災害情報共有システム）による広報 

市民に対する災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

８ 報道機関への発表 

災対総務部長は、次に掲げる事項等を広報資料として取りまとめ、本部員会議に諮ったうえ

で、本部長（市長）が報道機関に発表する。 

(1) 災害の種別（風水害等と同時又は連続して発生した災害を含む） 

(2) 災害発生の場所及び発生日時 

(3) 被害状況 

(4) 応急対策の状況 

(5) 市民に対する避難情報の状況 

(6) 市民及び被災者に対する協力及び注意事項 

報道機関 

テレビ、ラジオ、 

新聞等 

東松島市（災害対策本部） 

東松島消防署 東松島市消防団 

広報車 各 分 団 

市民 

防災関係機関 

（警察機関を含む｡） 

市ホームページ、

広報誌等 

市防災行政無線、 

広報車等 
自主防災組織 
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９ 緊急放送の利用 

市長は、災害に関する気象予警報及び予想される災害の事態並びにこれに対しとるべき措置

についての通知、要請及び警告のため緊急を要する場合で特に必要があると認めたときは、放

送局に緊急放送を要請することができる。 

(1) ＦＭ石巻に対する要請 

市長は、あらかじめ締結している協定に基づき、ＦＭ石巻に対し、緊急放送の要請を行

う。 

(2) 知事に対する要請 

市長は、(1)以外の放送局に緊急放送を要請するときは、原則として知事を通じて要請す

る。 

ア 放送要請事項 

(ア) 市の大半にわたる災害に関するもの 

(イ) その他広域にわたり周知を要する災害に関するもの 

イ 放送要請内容 

(ア) 放送を求める理由 

(イ) 放送内容 

(ウ) 放送範囲 

(エ) 放送希望時間 

(オ) その他必要な事項
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第６節 防災活動体制 

 

災害発生時には、市内の広い範囲で市民の生命及び財産に被害を及ぼすおそれがある。 

このため、市は、防災関係機関と協力し、東松島市災害対策本部条例及び東松島市災害対策本

部運営要綱に基づき、災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、その状況を勘案し、

災害応急対策を実施するため又は災害応急対策に備えるため、迅速かつ的確な配備体制のもとに

防災活動を行う。（資料１－４及び１－５参照） 

なお、災害応急段階においては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図る

よう十分配慮する。 

 

１ 初動対応の基本的考え方 

市は、発災後の 72 時間は、救命及び救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏

まえ、防災関係機関等と協力し、人命救助及びこのために必要な活動に人的及び物的資源を優

先的に配分する。 

２ 市災害対策本部の設置 

市長は、災害対策基本法第 23 条の２第１項の規定により、(1)の「設置基準」のいずれかに

該当する場合は、気象警報及び災害の状況を見極めたうえ、災害対策本部（以下「本部」とい

う。）を設置する。 

なお、災害応急対策に係る政策及び方針決定の過程における男女共同参画を推進するため、

本部の構成員及び事務局担当部署（防災課）の職員に、女性を配置するよう努める。 

(1) 設置及び廃止基準 

設置基準 ア 大規模な災害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 

イ 災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき。 

ウ 気象、地象及び水象についての情報又は警報を受け非常配備の必要がある

とき。 

廃止基準 ア 災害の発生するおそれが解消したと認めた場合 

イ 災害対策活動が完了したとき。 

(2) 公 表 

本部を設置したときは、速やかに県へ報告するとともに、本部員、関係機関及び市民に

対し、電話、文書等の方法で通知するとともに、本部の表示を本部設置場所に掲示する。 

なお、廃止した場合の公表については、設置の場合に準じる。 

(3) 設置等権限の代理者 

本部の設置又は廃止の決定権限は、市長にあるが、市長が不在の場合の職務代理順位者

は、次のとおりとする。 

職務権限順位 １ 副市長 ２ 教育長 ３ 総務部長 

全部 
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(4) 本部の設置場所 

本部は、市役所庁舎 202 会議室に設置する。ただし、庁舎の被災等により、本部として

機能できないと市長が判断したときは、次の順位により本部を移設する。 

第１順位 市役所南庁舎 

 
第２順位 市役所鳴瀬庁舎 

第３順位 その他市公共施設 

３ 本部の組織 

(1) 本部長（市長） 

本部長は、本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。 

(2) 副本部長（副市長及び教育長） 

副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(3) 本部員（部長職のうち本部長が指名する者、消防団長、石巻地方広域水道企業団工事検

査室工事検査監及び東松島消防署長） 

本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事するとともに、所属員等を指揮監督す

る。 

(4) 本部員会議 

災害対策に係る重要事項を協議決定し、その実施を推進するため、本部に本部員会議を

置く。 

ア 本部員会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

イ 本部員は、災害応急対策に関し、本部員会議に付議する必要があると認める場合は、

資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を求めることができる。 

ウ 本部員が本部員会議に出席する場合は、必要によりそれぞれの所掌事項に関する次に

掲げる災害対策資料を提出しなければならない。 

(ア) 災害及び被害の状況 

(イ) 応急活動及び措置内容 

(ウ) 市民、関係機関等に対する指導又は連絡調整事項 

(エ) 今後の応急対策及び復旧対策 

(オ) 前各号に掲げるもののほか、本部長が指示する事項 

エ 本部長及び本部員は、必要により各関係機関又は所属職員を本部員会議に出席させる

ことができる。 

オ 本部員会議は、次に掲げる事項を協議及び決定する。 

(ア) 本部の非常配備態勢及び解除の決定に関すること。 

(イ) 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること。 

(ウ) 避難情報の発令に関すること。 

(エ) 指定避難所の開設及び閉鎖に関すること。 

(オ) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること。 
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(カ) 他市町村間との相互応援及び自衛隊、公共団体等に対する応援要請に関すること。 

(キ) 現地災害対策本部に関すること。 

(ク) 市民の不安を除くために必要な広報に関すること。 

(ケ) 消防、水防等の応急措置に関すること。 

(コ) 被災者の救助、救護等の保護に関すること。 

(サ) 施設及び設備の応急復旧に関すること。 

(シ) 防疫等の保健衛生に関すること。 

(ス) 被災者に対する食料、飲料水及び生活物資の確保及び供給に関すること。 

(セ) 県災害対策本部への報告及び要請に関すること。 

(ソ) 自主防災組織との連携及び指導に関すること。 

(タ) 前各号に掲げるもののほか、災害対策に関すること。 

(5) 部の設置 

本部における部の組織及びそれぞれの所掌事務については、資料１－５に定めるところ

による。 

(6) 現地災害対策本部 

災害の状況により、市長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部を設

置し、災害応急対策活動の指揮を行う。 

ア 現地災害対策本部の開設 

(ア) 本部長は、前記(2)及び(3)の者のうちから現地災害対策本部長を、また本部職員

のうちから現地災害対策本部員を指名し、現地災害対策本部へ派遣する。 

(イ) 現地災害対策本部を開設したときは、その設置を示すため、立看板、のぼり等で

表示する。 

イ 現地災害対策本部の責務 

(ア) 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況を的確に把握し、市民の安全を確保し、

及び被害の拡大防止をする。 

(イ) 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括を図る。 

(ウ) 入手した情報を逐次本部へ報告する。 

(エ) 県による現地災害対策本部が設置された際には、連携を密にして円滑な応急対策

の推進を図ること。 

(7) 標識等 

ア 本部の標識 

本部が設置されたときは、その設置を示すため、標示板を庁舎正面玄関に表示する。 

イ 服装 

災害応急対策に従事する職員の服装は、活動衣とするが、状況により活動に適した服

装を着用することができる。 

ウ 腕章 

本部が設置されたときは、その職分を明確にするため、腕章を着用する。 
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４ 配備態勢及び配備要員 

(1) 配備態勢及び配備基準 

配備区分 配備基準 配備内容 

警戒配備１ 大雨、洪水、高潮等の警報が発表されたと

き 

主として情報連絡活動を行

うことのできる態勢 

警戒配備２ １ 内水対策が必要なとき 

２ 台風による災害が予想されるとき（小

規模） 

警戒配備３ １ 土砂災害警戒情報・水防団出動準備水   

 位 

２ 台風による災害が予想されるとき（中

規模） 

災
害
対
策
本
部
の
設
置 

第１号 

非常配備態勢 

１ 台風による災害が予想されるとき 

２ 大雨、洪水等の警報が発表され、広範

囲にわたる災害の発生が予想されるとき 

３ 河川氾濫注意水位（水防団巡視出動水

位）に達したとき 

４ その他特に市長が必要と認めたとき 

災害の拡大を防止するため

の措置に必要な準備を開始

するほか、主として情報連

絡活動を行うことのできる

態勢 

第２号 

非常配備態勢 

１ 局地的な災害が発生したとき 

２ 相当規模の災害の発生が予想されると

き 

３ その他特に市長が必要と認めたとき 

局地的災害に直ちに対処で

きる態勢 

第３号 

非常配備態勢 

１ 大雨、洪水等の特別警報が発表され、

広範囲にわたる災害の発生が予想される

とき 

２ 市の全域にわたって災害が発生し、又

は発生するおそれがあるとき 

３ 局地的な災害であっても被害が甚大で

あるとき 

４ その他特に市長が必要と認めたとき 

市の全力をもって災害に対

処する態勢 

(2) 各態勢の配備要員 

東松島市災害対策本部運営要綱に別に定める。 

５ 配備指令の伝達 

(1) 勤務時間内 

ア 総務部長は、気象情報、災害情報等を受理した場合、次のとおり配備態勢に関する報告、

決定等を行う。 

警戒配備１～３に該当する場合 ・自ら配備を決定 

・配備について、市長にその旨報告する 

第１～第３非常配備態勢に該当する

場合 

・市長に報告し、その指示を受ける 

イ 総務部長は、内線電話、使送、文書等により関係部長に配備指令を伝達するとともに、

庁内放送により周知する。 

ウ 総務部長は、電話、県防災行政無線等により配備態勢をとったことを関係機関に通知す

る。 
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(2) 勤務時間外 

ア 警備員は、気象情報、災害情報等を受理した場合、総務部長（不在のときは防災課長又

は課長補佐）に連絡する。 

イ 連絡を受けた総務部長は、勤務時間内と同様に配備態勢を決定する。 

ウ 総務部長は、電話等により関係部長に配備指令を伝達する。 

エ 総務部長は、配備態勢をとったことを関係機関に通知する。 

オ 総務部長は、指令の伝達漏れを防ぐため、必要に応じて市防災行政無線による放送を行

い、配備態勢をとったことを周知する。 

(3) 非常登庁 

配備要員に指定されている職員は、勤務時間外において、災害の発生又は災害の発生する

おそれがあることを知ったときは進んで所属長と連絡をとり、又は自らの判断により、登庁

する。 

６ 参集に際しての留意事項 

(1) 参集場所 

ア 本部要員は、原則として市役所庁舎202会議室を参集場所とする。 

ただし、道路又は交通の状況により参集できない場合は、最寄りの支所等へ参集すると

ともに所属先に参集場所を連絡する。 

イ 指定避難所担当職員は、直接あらかじめ指定されている指定避難所へ参集する。 

 

【勤務時間内の場合】 

 

 

 

 

 

 

【勤務時間外の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 参集時の服装、携行品 

参集時の服装は、活動衣、ヘルメット等の作業のできる服装とする。 

指定避難所担当職員 

災 害 発 生 

各指定避難所 災 害 対 策 本 部 

本部要員 

初動活動終了 

指定避難所担当職員 

災 害 発 生 

各指定避難所 災 害 対 策 本 部 

本部要員 

初動活動終了 

自 宅 
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また、職員証、飲料水及び食料、携帯ラジオ、懐中電灯等を可能な限り携行する。 

(3) 参集の方法等 

ア 災害の状況に応じ、自動車の利用は避け、徒歩、自転車等により参集する。 

イ 自ら又は家族が被災した職員は、その旨を所属長へ連絡するとともに、家族の避難、病

院への収容等の必要な措置をとった後に登庁する。 

(4) 参集途上の緊急措置 

職員は、参集途上において火災、人身事故等に遭遇したときは、最寄りの消防機関及び警

察機関等に連絡するとともに、付近住民と協力し、応急救護等の適切な処置をとる。 

(5) 参集途上の情報収集 

ア 参集時には、参集経路周辺の状況に目を配りながら参集する。 

イ 火災発生、要救出者の情報等、人命及び災害拡大に関わる緊急情報は、すぐに連絡する。 

○ 道路の状況………道路及び橋りょうの被害並びに渋滞の発生状況 

○ 建物被害状況……建物被害の集中している箇所 

○ 救助者……………救助を必要としている者の有無 

○ 火災の状況………火災の発生箇所 

７ 職員の配備に際しての留意事項 

(1) 本部機能の早期確立 

本部の機能を早期に確立する必要があるため、災害発生初期においては、参集してきた職

員は、災対総務部の応援に努める。 

(2) 職員の参集状況の記録及び報告 

職員の参集状況を定期的に記録し、その累計を災対総務部長に報告する。 

(3) 応援体制の確立 

被害状況、職員の参集状況等を考慮し、優先的な配備が必要な部へ応援人員を派遣するな

ど、職員の適正配備を図る。 

また、各部長は、災害対策活動を実施するにあたり、職員が不足し、他部の応援を必要と

するときは、災対総務部長に動員を要請する。 

なお、災害に係る活動について特定の任務を与えられていない職員又は与えられた任務を

終了した職員は、それぞれの所属する部の事務室で待機し、上司から出動命令のあったとき

は直ちに出動できる態勢を整えておく。 

(4) 参集しない職員の体制 

警報発表等を報道等で知った場合には、当該非常配備員でなくても、動員指令が出る場合

に備え、いつでも指令に応えることができるよう心がけること。 

８ 消防機関等の活動 

消防本部及び消防団は、それぞれの非常招集の規定等に基づき消防職員及び消防団員を招集

し、防災活動体制を確立する。その後、速やかに、被災者等の救出及び救助活動、被害情報の

収集活動等の所要の活動を行う。 
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洪水、津波又は高潮による水害が発生した被災市町村の水防管理者は、非常配備の規定等に

基づき水防団員を招集し、水防活動体制を確立する。その後、速やかに、水位や堤防決壊等の

通報、応急対策、被害情報の収集等所要の活動を行う。 

(1) 消防本部の活動 

消防本部は、災害に関する情報を迅速かつ正確に収集し、市災害対策本部及び警察署等の

関係機関と相互に連携をとり、効果的な活動を行う。 

(2) 消防団の活動 

消防団は、災害発生時には、原則として消防本部の消防長及び東松島消防署長の指揮下に

入り、常備消防と協力して出火警戒、消火、避難誘導、救急及び救助等の活動を行う。 

(3) 水防団の活動 

水防団は、水害が発生した場合、原則として設置主体である水防管理団体の管理者の指揮

下に入り、常備消防と協力して水閘門、陸閘門等の施設の操作、各種通報、非難誘導等の活

動を行う。 

９ 水道機関の活動 

石巻地方広域水道企業団は、非常招集の規定等に基づき水道職員を招集し、防災対策体制を確

立する。その後、応急給水活動及び応急復旧活動、被害情報の収集活動等の所要の活動を行う。 

災対水道部は、市内の水道施設に関する情報を迅速かつ正確に収集し、本部及び関係機関と相

互に連絡をとり、効果的な活動を行う。 

10 防災関係機関との連携 

(1) 県から市への職員等の派遣 

県は、大規模な災害が発生し、情報途絶市町村が発生した場合等は、「被災市町村に対す

る県職員の初動派遣等に関する要領」に基づき、初動時における被害状況及び救急対策の実

施状況等に関する情報（人命救助・人的・物的被害、指定避難所設置、必要な物資等に係る

市の現状及び要望等）を収集するため、あらかじめ指定した職員等を派遣する。 

(2) 県以外の防災関係機関との連携 

市は、さまざまな災害の様態に的確に対応するため、県以外の防災関係機関とも積極的に

連携をとるなど情報の共有化を図る。 

なお、ライフライン施設の速やかな応急復旧を図るため、調整会議等における対応方針

等に基づき、必要に応じて、現地のライフライン事業者の事業所等で実動部隊の詳細な調

整を行うため、現地作業調整会議を開催する。 

11 複合災害発生時の体制 

市は、複合災害発生時において、本部等が複数設置された場合は、重複する要員の所在調整、

情報の収集、連絡及び調整のための要員の相互派遺、合同会議の開催等に努める。 
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第７節 警戒活動 

 

風水害発生時は、河川の増水、斜面崩壊等のため、水防活動及び土砂災害等の防止対策を行う

事態が予想される。 

このため、市は、消防団（水防団）等を出動させ、危険箇所のパトロールを行うなど、必要に

応じて地域内外の協力及び応援を得て警戒活動を強化し、水防及び土砂災害防止対策を実施する。 

 

１ 警戒体制 

市は、雨量、河川等の水位、潮位等の気象情報を収集及び把握し、状況に応じた警戒体制を

とる。 

２ 水防活動 

(1) 市は、洪水、高潮等による災害が発生するおそれがある場合は、関係機関と連携して設定

したタイムラインに沿って、水防活動を実施する。（資料13－１参照） 

(2) 水防警報を受報したときは、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）や高潮の予想される

潮位等の警報段階に応じ、速やかに準備又は出動し、水防区域の監視、警戒等の活動を行う。 

(3) 消防団（水防団）及び消防本部は、出水時に土のう積みなど迅速な水防活動を実施する。

また、河川管理者、県及び市と連携し、現地における迅速な水防活動が行えるよう、洪水キ

キクル（洪水警報の危険度分布）で「紫（危険）」が出現するなど必要に応じ水防上緊急の

必要がある場所において警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対してその区域への立入

の禁止、その区域からの退去等を命じる。 

(4) 河川管理者、海岸管理者、農業用用排水施設管理者等は、洪水及び高潮の発生が予想され

る場合には、せき、水門等の適切な操作を行う。その操作にあたり、危害を防止する必要が

あると認めるときは、あらかじめ必要な事項を関係市及び警察署に通知するとともに、市民

に周知する。 

(5) 市は、水位観測所が設置されていない河川（堤川）では、水位に代わる情報として、水防

団からの報告等の現地情報とあわせ、洪水警報の危険度分布や流域雨量指数の予測値も活用

し、水位上昇のおそれを把握する。 

(6) 市は、必要に応じて 委託した民間事業者により水防活動を実施する。 

なお、市は、委託を受けた民間事業者が水防活動を円滑に実施できるよう、あらかじめ、

災害協定の締結に努める。 

３ 土砂災害警戒活動 

(1) 各機関の役割 

ア 国又は県は、土砂災害防止法に基づく土石流、地滑り又は河道閉塞による土砂災害の急

迫した危険が予想される場合は、緊急調査を実施し、土砂災害緊急情報を市長に通知し、

市民及び関係機関へ周知する。 

災対総務部 災対建設部 
災対消防部 災対消防団 
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イ 市長は、県及び仙台管区気象台から土砂災害警戒情報が発表された場合又は土砂災害の

発生のおそれがある場合には、地域防災計画に基づき土砂災害警戒情報に係る必要事項

を関係機関及び住民その他関係のある団体へ伝達するよう努める。また、土砂災害警戒

区域等の警戒活動を行うとともに、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

等の補足情報や渓流・斜面の状況等を総合的に判断し、住民に対し、避難情報を発令する

など必要な措置を講じる。 

(2) 警戒態勢 

ア 災害の発生するおそれがある場合においては、県及び仙台管区気象台と密接な連携をと

りながら雨量を把握し、概ね次の基準雨量に基づき、危険区域内の状況に異常が生じた場

合において、市長が必要と認めたときには、警戒態勢につく。 

イ 避難情報の発令に当たっては、土砂災害警戒情報が発表され、かつ「宮城県土砂災害警

戒情報システム」による当該メッシュの危険度指数１時間予測値が「土砂災害発生危険基

準線（ＣＬ）に到達した場合は、当該地域に存在する土砂災害警戒区域等全てに避難指示

を発令する。 

また、大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ記録的短時間大雨警報が発表された場

合、当警戒区域・土砂災害警戒区域等全てに避難指示を発令する。 

ウ 市は、土砂災害に係る避難情報については、それらの解除を行う際に、国又は県に必

要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとと

もに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。 

警戒態勢をとる場合の基準雨量例 

第１号非常配備態勢 「高齢者等避難」の基準 
・土砂災害警戒情報が発表され、かつ、「宮城県土砂災害

警戒情報システム」による当該メッシュの危険度指数（２

時間先予測値）が「土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）に到

達したとき 
・大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、「宮城県土砂

災害警戒情報システム」による当該メッシュの危険度指数

（３時間先予測値）が「土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）

に到達したとき 

第２号非常配備態勢 「避難指示」の基準 
・土砂災害警戒情報が発表され、かつ、「宮城県土砂災害

警戒情報システム」による当該メッシュの危険度指数（１

時間先予測値）が「土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）に到

達したとき 
・大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、記録的短時間

大雨警報が発表されたとき 
・土砂災害の前兆現象（湧き水、地下水の濁り、渓流の水

量変化等）が発見されたとき 

※ただし、降雪、融雪時は別途考慮する。 

ア 第１警戒配備態勢（第１号非常配備態勢）においては、危険区域の警戒巡視、周辺住民

に対する広報等を実施する。 
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イ 第２警戒配備態勢（第２号非常配備態勢）においては、危険区域周辺住民に対し避難準

備の広報を行うとともに、必要に応じ予想される災害及びとるべき措置についての周知及

び避難指示等の処置を実施する。 

(3) 気象予警報及び情報の収集及び伝達 

ア 仙台管区気象台の発表する気象予警報等の収集及び伝達は、本章第２節「防災気象情報

の伝達」により行うもののほか、危険区域の雨量等は、次により収集及び伝達する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 伝達方法 

防災行政無線、広報車等によるほか、緊急を要する場合はサイレン、警鐘等も活用す

る。 

(4) 降雨量の測定 

市長は、必要に応じ雨量及び仙台管区気象台の雨量情報並びに河川情報センターの情報を

把握しておく。 

ア 仙台管区気象台から大雨注意報が発表された時期又は市長が特に必要と認め、指示した

ときに観測を開始する。 

イ 測定及び情報の収集間隔は、警戒態勢に入ってからは60分ごととする。 

(5) 非常警戒巡視 

市は、気象予警報が発表され、また、警戒態勢がとられ、災害発生のおそれがあると認め

た場合は、消防団員等による危険区域の非常警戒巡視を実施し、危険区域に亀裂、竹木等の

傾倒、人家の損壊等の異常を発見した場合は、地表水の排除、土留め等の応急工事を速やか

に実施する。 

なお、住民は危険区域に異常を発見した場合は、直ちに市、石巻警察署又は東松島消防署

のいずれかに通報する。 

  

市 長 

（防災課長） 

庁 内 関 係 課 

警戒体制責任者 

危 険 区 域 住 民 

降 雨 測 定 者        

県（雨量観測所） 

気 象 台 

県東部地方振興事務所 

県東部土木事務所 

危 険 区 域 の        

異 常 発 見 者        

東松島消防署 

消 防 団 

石 巻 警 察 署          

交 番 及 び 駐 在 所  

行 政 区 長          

（自主防災組織会長） 



 □2 〈２.応急〉第７節 警戒活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-41 

(6) 応急工事 

ア 危険区域の状況に異常が発見され、がけ崩れ等の災害発生のおそれがある場合は、防止

対策として応急工事を実施する。 

応急工事の方法 施工材料等 施工担当者 

土俵積 麻袋、土砂及び杭 

災対建設部 柵 工 板及び杭 

シ ー ト 張        シート 

イ アのほか、災害の状況に応じ、災対建設部において、一般社団法人東松島市建設業協会

に依頼し実施する。 

４ ライフライン、交通等の警戒活動 

市及び関係機関は、豪雨、暴風、土砂災害等によって発生するライフライン、交通等の被害

に備えるため、気象情報の把握に努めるとともに、被災時の早期復旧のための応急保安要員等

の確保及び配備に努める。 

５ 流木防止活動 

市及び関係機関は、港湾及び河川において、高潮、洪水等によって生じる係留木材の流出事

故に備えるため、相互に連携を図りながら材木の流出防止に努める。
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第８節 相互応援活動 

 

大規模災害時においては、市単独での災害応急対策の実施が困難となる場合は、防災関係機関

等に応援要請し、連携を図りながら防災活動に万全を期する。 

 

１ 他の市町村、防災関係機関等に対する応援の要請 

(1) 他の市町村に対する応援の要請 

ア 他の市町村長に対する応援の要請 

市長が、応急対策を実施するために、必要と認めたときは、他の市町村長に対し応援

を求める。 

(ア) 応援要請発動の基準（目安） 

以下の基準を参考とし、応急対策が困難と判断した場合に、協定締結先に対して

応援要請を行う。 

ａ 本部において、その時点又は以降に応急対策の実施が困難と判断される場合 

ｂ 災対各部において、その時点又は以降に当該部署間の協定の対象となる業務の

実施が困難又は応援を受けることが災害対応により有効に機能すると判断される

場合 

ｃ 特別な技術、知識、経験等を有する職員が不足する場合 

ｄ その他本部長が応援要請の必要があると認める場合 

(イ) 個別相互応援協定（資料編の「６応援要請に関する資料」参照） 

あらかじめ締結している協定等に基づき、応援要請を行う。 

(ウ) 県内全市町村間の相互応援協定（資料６－４～６－５参照） 

一定広域圏に被害が集中し、県内市町村との個別の応援協定により応援を受ける

ことが困難である場合は、県内全市町村が参加する相互応援協定に基づき、応援要

請を行う。 

ただし、県と調整するいとまがないと応援市町村長が認められる場合は、活動実

施後に県に報告する。 

イ 県への情報伝達 

市は、応急対策を実施する際に、他の市町村からの応援を得ることになった場合には、

県に対しその旨連絡する。 

(2) 県に対する応援の要請 

ア 県知事への応援要請 

市長が、応急対策を実施するために、必要と認めたときは、知事に対し応援を求める。 

イ 応援要請及び指示 

知事は、「宮城県災害時広域受援計画」に基づき、他の都道府県に対して応援を求め

る。また、必要に応じて県内市町村に対して、他市町村を応援すべきことを指示する。 

災対総務部 災対消防部 
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ウ 職員派遣の要請 

県は、被災市町村の行財政運営が困難と見込まれる場合、短期の人材派遣について、

市のニーズを照会し、総務省の応急対策職員派遣制度等により職員派遣を要請する。 

また、派遣元自治体と派遣先自治体間の派遣受入れ調整及び関係内部部局との調整を

行うとともに、「プッシュ型」による人材の派遣も行う。 

エ 物資の供給 

知事は、壊滅的な被害を受けたことにより行政機能が低下し、支援要請を行う余力が

ないと推測される市町村に対しては、要請を待たずに、需要を推計のうえ、必要最低限

の飲料水、食料、生活必需品等を送り込む「プッシュ型」による物資の供給を行う。 

オ 県の職員が市に赴いた際には、災害対応の進捗状況等を的確に把握するとともに、そ

の状況に応じて、市から積極的に人的支援ニーズを把握し、関係省庁及び県との情報共

有を図り、必要な職員の応援が迅速に行われるよう努める。 

(3) 県内の他の消防機関に対する応援の要請 

大規模災害発生により、管内の消防力では災害防ぎょが困難な場合には、消防本部は、災

害の態様、動向等を的確に判断し、県内の他の消防機関に対して「宮城県広域消防相互応援

協定」等の相互応援協定に基づき応援要請を速やかに行うものとし、「宮城県広域消防相互

応援協定」に基づき応援要請を行う場合は、「宮城県広域消防応援基本計画」（平成16年４

月策定）の定めにより要請する。 

応援要請を行う場合は、他の消防機関の長に対し、必要な事項を明らかにして要請すると

ともに、連絡班を設けるなど受入れ体制を整備する。 

また、出動した消防機関は、迅速かつ適切な消火、救助活動等を実施する。 

具体的な要請方法、経費の分担方法等については「宮城県広域消防相互応援協定」（資料

６－２参照）及び「宮城県広域消防応援基本計画」（平成16年４月策定）の定めるところに

よる。 

(4) 緊急消防援助隊に対する応援の要請 

消防本部は、大規模災害時に県内の消防応援だけでは、十分な対応がとれないと判断した

ときは、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 45 条に規定する「緊急消防援助隊」の応

援を要請するものとし、応援要請を行う場合は、「宮城県緊急消防援助隊受援計画」の定め

により、知事に応援要請する。この場合において、知事と連絡がとれない場合は、直接、消

防庁長官に対して要請する。 

ア 消防庁への応援要請 

知事は、大規模災害時において、都道府県の区域を越える消防の広域応援の必要性が

ある場合には、直ちに消防庁長官に応援の要請を行う。 

なお、消防庁長官は、通信の途絶により被災地の知事との連絡をとることができない

など知事の要請を待ついとまがない場合は、要請を待たないで応援のための措置をとる

ことを求めることができ、特に、緊急を要し、広域的な応援出動等が必要な場合は、消
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防庁長官が応援側都道府県知事に直接応援出動等の措置をとることを求めることができ

る。 

イ 緊急消防援助隊の活動円滑化 

県は、県内における緊急消防援助隊の活動については「宮城県緊急消防援助隊受援計

画」に基づいて調整を行うが、被災の状況、入県する都道府県隊の消防力等を勘案し、

必要に応じ当該計画を適宜見直し、緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるように努め

る。 

(5) 広域的な応援体制 

市長は、必要な場合、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関の長に対し、職員の派

遣を要請する。 

また、知事は、必要に応じて職員の派遣に係るあっせんを行う。 

 表 派遣依頼先、内容等及び法的根拠 

対策等 依頼先（内容等） 根拠法令等 

地方自治体等

への応援要請 

ア 知事（指定行政機関及び指定地方行

政機関の職員の派遣あっせん要請） 

災害基本法第 30 条の１及び第

68 条 

イ 知事（他の自治体職員の派遣あっせ

ん要請） 

災害基本法第 30 条の１及び第

68 条並びに地方自治法第 251

条の 17 

ウ 他の市町村長（応援の要求） 災害基本法第 67条 

エ 知事（応援の要求及び応援措置の実

施要請） 

災害基本法第 68 条 

オ 応援協定自治体の長（物資、資機材

及び車両提供、職員派遣等） 

自治体相互応援協定 

自衛隊への 

派遣要請等 

ア 知事（自衛隊の派遣要請） 災害基本法第 68条の２－１ 

イ 自衛隊（知事に派遣要請の要求がで

きない場合の通知） 

災害基本法第 68 条の２－２ 

消防に関する

応援要請 

ア 消防本部等（消防相互の応援等） 消防組織法第 39条 

イ 知事（消防庁長官に対する応援要

請） 

消防組織法第 44 条 

防災関係団体

等への応援要

請 

防災関係団体、民間団体（企業、ＮＰＯ

及びＮＧＯ）等（協定等に定める事項） 

各種応援協定等 

(6) 受入れ体制の確保 

市は、応援の内容、人員、到着日時、場所、活動日程等を確認し、防災拠点等において、

必要となる資機材、施設等を確保し、円滑かつ効果的な応援活動が実施できる受入れ体制を

整備する。 

また、県は、広域応援部隊に対し、ヘリコプター臨時離着陸場、広域防災活動拠点等に関

する情報を提供する。  
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２ 他の市町村等に対する応援の実施 

(1) 他の市町村に対する応援の実施 

ア 他の市町村に対する応援体制の確保 

他の市町村から応援を求められた場合は、災害応急対策のうち、消防、救助等の人命

に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置については、正当な理由がない限

り、応援を行う。 

災害応急対策の実施については、応援に従事する者は、被災市町村の指揮のもとに行

動する。 

なお、災害の発生時には、その規模等に応じて、他の市町村、防災関係機関等と連携

し、広域的な応援体制を迅速に構築する。 

さらに、市は、応援職員の派遣に当たっては、感染症対策のため派遣職員の健康管理

やマスク着用を徹底するものとする。 

(ア) 個別相互応援協定（資料編の「６応援要請に関する資料」参照） 

市は、県内で大規模災害の発生を覚知し、本市が被災しなかった場合又は遠方で

大規模災害の発生を覚知した場合においては、あらかじめ関係地方公共団体により

締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整える。 

(イ) 県内全市町村間の相互応援協定（資料６－４～６－５参照） 

県内で大規模災害の発生を覚知し、本市が被災しなかった場合においては、防災

関係機関等からの情報に留意し、県内全市町村が参加する相互応援協定に基づき、

速やかに応援体制を整える。 

イ 県への情報伝達 

市は、他の市町村への応援を行うこととなった場合には、県に対し、その旨連絡する。 

(2) 消防相互応援活動 

消防本部は、「宮城県広域消防相互応援協定」に基づく応援要請があった場合は、他の消

防機関と適切に連携を図りつつ出動し、迅速かつ適切な消火、救助活動等を実施する。 

具体的な活動方法、経費の分担方法等については「宮城県広域消防相互応援協定」の定め

るところによる。（資料６－２参照） 

(3) 緊急消防援助隊の応援活動 

消防本部は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第45条に規定する「緊急消防援助隊」

の出動指示があったときには、「宮城県緊急消防援助隊応援計画」の定めにより、応援活動

を実施する。
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第９節 災害救助法の適用 

 

市の被害が一定の基準以上、かつ応急的な復旧を必要とする場合、災害救助法を適用し、被災

者の保護及び社会秩序の保全を図る。災害救助法による救助は、県が実施する。 

ただし、市長は、知事から委任された救助事務については、知事の補助機関として実施する。 

 

１ 災害救助法適用の判定 

次の基準に基づき、災害救助法（昭和22年法律第118号、以下当節において「法」という。）

の適用に該当するか判定を行い、該当又は該当する見込みがあると認めた場合は次項２の手続

を行う。 

(1) 法適用は、市を単位とする。 

(2) 原則として同一の原因による災害によるものであること。 

(3) 被害が次のいずれかに該当するものであること。 

ア 市における住家の被害が、次の表に掲げる人口に応じた滅失世帯数（全壊、全焼、流

失等により住家の滅失した世帯数をいい、半壊、半焼にあっては、全壊、全焼、流失等

の１／２世帯、床上浸水にあっては１／３世帯として換算する。以下同じ。）に達した

とき。 

市 の 人 口 住宅滅失世帯数 

 5,000 人未満 

 5,000 人以上～ 15,000 人未満 

 15,000 人以上～ 30,000 人未満 

 30,000 人以上～ 50,000 人未満 

 50,000 人以上～100,000 人未満 

100,000 人以上～300,000 人未満 

300,000 人以上～  

 30 世帯以上 

 40 世帯以上 

 50 世帯以上 

 60 世帯以上 

 80 世帯以上 

100 世帯以上 

150 世帯以上 

イ 被害が相当広範囲にわたり、県内の滅失世帯数が 2,000 世帯以上あって、市の滅失世

帯数が前表の滅失世帯数の１／２に達したとき。 

ウ 被害が広範な地域にわたり、県内の滅失世帯数が 9,000 世帯以上であって、市区域内

の被害世帯数が多数であるとき。 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものであるなど災害にかかった者の救護を著しく困難

とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したとき。 

オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたとき。 

カ 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、その所管区域とな

り、当該区域内で被害を受けるおそれがあるとき。 

２ 災害救助法の適用手続 

(1) 法による救助は、適用基準に該当し、知事が事実上被災者に対し、法第４条に規定する

救助を実施するときに開始される。 

災対総務部 災対保健福祉部 
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原則 災害発生日 ＝ 救助の開始日 ＝ 公示日 

例外 ① 長雨等で被害が漸増し、一定日時を経て一定の被害程度に達し

た場合 

災害発生日 ＝ 被害の程度が適用基準に達し、救助が行

われた日 

② 被害状況及び救助を要する者の把握が困難なため遅延した場合 

 公 示 日 ＝ 被害等が判明した日 

(2) 市は、被害状況を迅速、かつ、的確に報告するとともに、法適用の必要性を速やかに検

討し、適用する場合、県にその旨要請する。 

(3) 県は、被害状況等を確認検討し、適用決定した際には、速やかに市に連絡する。 

また、速やかに法適用を公示するとともに、救助の実施を市長に委任する。 

３ 救助の種類（資料５－１参照） 

(1) 指定避難所の供与 

(2) 応急仮設住宅の供与 

(3) 炊き出し等による食品の給与 

(4) 飲料水の供給 

(5) 被服、寝具等の生活必需品の給与又は貸与 

(6) 医療及び助産 

(7) 被災者の救出 

(8) 生業に必要な資金の貸与 

(9) 被災した住宅の応急修理 

(10) 学用品の給与 

(11) 埋葬 

(12) 死体の捜索 

(13) 死体の処理 

(14) 障害物の除去 

(15) 応急救助のための輸送費及び人夫費 

（昭和 35年宮城県規則第 48号「災害救助法施行細則」） 

４ 救助の実施の委任 

知事は、災害救助法第 13 条の規定により、次の救助の実施を市長に委任することができる。

同法施行令第 17 条の規定により委任を通知した場合において、市長は、当該事務を行わなけ

ればならない。 

(1) 指定避難所の供与 

(2) 応急仮設住宅の供与 

(3) 炊き出し等による食品の給与 

(4) 飲料水の供給 

(5) 被服、寝具等の生活必需品の給与又は貸与 

(6) 医療及び助産 
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(7) 被災者の救出 

(8) 生業に必要な資金の貸与 

(9) 被災した住宅の応急修理 

(10) 学用品の給与 

(11) 埋葬 

(12) 死体の捜索 

(13) 死体の処理 

(14) 障害物の除去 

(15) 応急救助のための輸送費及び人夫費 

５ 救助の実施状況及び費用の報告 

市は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、災害救助法に規定する各種

救助の実施状況の記録及び実施した救助の費用に係る関係書類の整備保存を行い、これらを取

りまとめて県に報告する。
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第 10 節 自衛隊の災害派遣 

 

大規模災害が発生し、又は発生しようとしているとき、市民の生命、財産の保護のため必要な

応急対策の実施が関係機関のみでは困難であり、自衛隊の活動が必要かつ効果的であると認めら

れた場合、自衛隊法（昭和 29 年法律第 16 号）第 83 条の規定により知事に対し自衛隊の災害派

遣を要請し、もって効率的かつ迅速な応急活動の実施を期する。 

 

１ 航空自衛隊松島基地との情報交換 

市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、本避難情報の発令市に所

在する航空自衛隊松島基地と情報連絡を密にし、市域の被害状況等を通知するとともに、災害

の規模、広域的な状況等について情報収集を行う。 

２ 災害派遣要請の手続 

(1) 要請による派遣 

市長は、自衛隊の災害派遣を要請すべき事態の発生時には、知事に対して災害派遣要請

を依頼するよう求めることができる。この場合、市長は、その旨及び市に係る災害の状況

を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。 

また、市長は、速やかに知事にその旨を通知しなければならない。 

なお、通信の途絶等により知事への依頼ができない場合で緊急を要する場合には、防衛

大臣又はその指定する者に通知することができる。 

この場合、市長は、速やかに知事にその旨を通知しなければならない。 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、その事態が緊急性を有し、人命、身体及び財産

の救護を必要とする場合を原則とし、かつ他の機関では対応が不十分であると判断される

場合とする。 

(2) 自衛隊の自主派遣 

災害において、その救援が特に急を要し、知事の要請を待ついとまがない場合、自衛隊

指定部隊等の長は、要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等の派遣を行う。 

(3) 要請の手続 

ア 災害派遣要請系統図 

  

 

 

 

 

 

 

  

知事 

県防災推進課 

022-211-2375 

派遣要請（文書） 

電話又は県防災行政無線 

自衛隊 

指定部隊等の長 

市 長 

通報・通知（自主派遣の判断資料） 

要請依頼

地方協力本部 

災対総務部 
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イ 要請（連絡）先 

区分 
要請 

（連絡）先 

指定部隊

等の長 

連 絡 方 法 等 

担任地域等 平日 08：00～17：00 

（各部隊 防災担当） 

時間外の 

担当 

空 

第４航空団

防衛部（松

島基地） 

団司令 東松島市矢本字坂取 85 

TEL：0225-82-2111 

内 230～232 

基地当直 

TEL：0225- 

82-2111 

東松島市近傍及

び県全域（航空

及び応急救護） 

陸 

第22即応機

動連隊第３

科（多賀城

駐屯地） 

連隊長 多賀城市丸山 2-1-1 

防災無線：7-641-1 

TEL：022-365-2121 

内 235～237 

FAX：022-363-0491 

駐屯地当直 

TEL：022- 

365-2121 

宮城県北隊区 

陸 

機動戦闘車

隊 第 ３ 係

（大和駐屯

地） 

隊長 黒川郡大和町吉岡字西

原 21-9 

TEL：022-345-2191 

内 230～233 

駐屯地当直 

TEL：022- 

345-2191 

大和近傍状況に

より宮城北隊区 

ウ 要請 

(ア) 災害派遣を要請する場合は、次の事項を記載した文書（「自衛隊災害派遣要請様

式」（資料３－３参照））により、知事に対して依頼しなければならない。 

ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等の迅速な手段により行い、その後

速やかに文書を提出する。 

ａ 災害の状況及び派遣を要請する事由 

ｂ 派遣を希望する期間 

ｃ 派遣を希望する区域及び活動内容 

ｄ その他参考となるべき事項（宿泊及び給食の可能性、道路及び橋りょうの決壊

に伴うう回路、救援のため必要とする資機材、活動拠点、駐車適地及びヘリポー

ト適地の有無、物資搬送設備、派遣を要望する人員、車両及び航空機の概要等） 

(イ) 相当数の被害が出ていると認められ、かつ具体的被災状況が把握できない場合に

あっては、(ア)に関わらず、速やかな派遣要請に努める。 

この際、市は、被災状況を把握し次第速やかに要請内容を最速の手段をもって明

らかにしなければならない。 

３ 自衛隊との連絡調整 

(1) 自衛隊の連絡幹部等の派遣 

災害発生時、自衛隊は、防災関係機関との連絡調整等にあたるため、必要に応じ、本部

に連絡幹部等を派遣し、密接な連携を保持しつつ、協力体制を確保する。 

(2) 連絡調整員は、被害に関する情報交換、部隊の派遣等に関する連絡及び調整を実施する。 

４ 派遣部隊の活動内容 

(1) 一般の任務 

自衛隊の災害派遣部隊は、緊急性、公共性及び非代替性を基準として、関係機関と緊密

な連携のもとに救援活動等を実施する。 
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(2) 災害派遣時に実施する救援活動等 

災害派遣時に実施する救援活動の具体的内容は、災害の状況、他の救援機関等の活動状

況のほか、知事の要請内容、現地における部隊等の人員及び装備等によって異なるが、通

常次のとおりとする。 

被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行

い、被害状況を把握する。 

避難の援助 避難者の誘導、輸送等 

要救助等の捜索救助活動 要救助者、行方不明者、負傷者等の捜索、救出・救助活動 

水防活動 土のう作成、運搬、積込み等の水防活動 

消防活動 消防機関との協力による消火活動。（空中消火含む） 

道路の啓開 道路等の交通路上の障害物の排除 

応急医療、救護及び防疫 被災者に対する応急医療、救護及び防疫の活動 

人員及び物資の緊急輸送 緊急患者又は医師等の救援活動に必要な人員及び救援物資の輸

送 

給食及び給水 被災者に対する炊飯及び給水の実施 

入浴支援 被災者に対する入浴支援の実施 

援助物資の無償貸付又は譲

与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省

令」（昭和 33 年総理府令第１号）に基づく措置の実施 

危険物の保安及び除去 自衛隊の能力上可能なものについて火薬類、爆発物等の危険物

の保安及び除去 

その他 その他自衛隊の能力上可能な範囲での所要の救援 

(3) 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害時において、一部市長の職務を行うこと

ができる者（委任を受けた市の吏員又は警察官）がその場にいない場合に限り、次の権限

を行使することができる。この場合、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を市長に

通知する。 

なお、当該措置に伴う補償等については、法令に定めるところによる。 

ア 警戒区域を設定し、立入制限及び禁止並びに退去を命じること。 

イ 他人の土地、建物及び工作物を一時使用し、又は土石、竹木及び物件を使用若しくは

収用すること。 

ウ 現場の被災工作物及び物件で応急措置の実施の支障となるものの除去及びこれ以外の

必要な措置をとること。 

エ 住民又は現場にある者を応急措置の業務に従事させること。 

オ 通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行確保のための措置をとること。 

５ 派遣部隊の受入れ体制 

災害派遣が決定及び実行された場合、市長は、速やかに次の事項について処置し、派遣部隊

の受入れ体制を整備する。 
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(1) 連絡調整者の指定 

市長は、自衛隊の災害派遣の間、連絡調整のため適任の担当職員を指定し、業務遂行に

協力する。 

(2) 資機材の提供 

派遣部隊の救援活動（作業）に必要とする資機材を速やかに調達して提供する。 

(3) 宿舎等のあっせん 

派遣部隊等の宿舎等のあっせんを行う。この場合、学校、公民館等を宿営施設に充てる

ときは、あらかじめその管理者等の承諾を得ておく。 

また、公園等を宿営地に指定する場合についても同様とする。 

(4) 駐車地区の選定 

派遣部隊の車両の駐車場を確保する。 

(5)作業内容の調整 

自衛隊の活動が他の災害救助及び復旧機関と競合又は重複しないよう、重点的かつ効率

的な作業分担となるよう配慮する。 

また、状況に応じた的確な分野（救助、救急、応急医療、緊急輸送等）での派遣要請を

行うように努めるとともに、必要な資機材の準備及び施設の使用に際しての管理者との調

整を行う。 

(6) 臨時ヘリポートの設定 

ア 市は、航空自衛隊松島基地内のヘリポートを借用又は市内において基準を満たすヘリ

ポートを確保する。この際、土地の所有者又は管理者との調整を確実に実施するととも

に、被災者の指定緊急避難場所と競合しないよう留意する。（ヘリポートの位置につい

ては、本章第 13 節「交通及び輸送活動」参照） 

イ 着陸地点には、次の基準のＨ記号を風と平行方向に向けて表示するとともに、ヘリポ

ートの近くに上空から風向、風速が判定できる吹き流しを掲揚する。 

また、状況に応じ緊急発炎筒により着陸地点の識別を容易にする。 

(ア) 記号の基準 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ｍ 

以上 

２ｍ 

以上 

15㎝以上 

４ｍ以上 
 進入方向 

 進入方向 

石灰で標示、

積雪時は墨汁

絵具等で明瞭

に標示 

30㎝

以上
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(イ) 吹き流しの基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 危険予防の処置 

(ア) 離着陸地点及びその近傍において運航上の障害となるおそれのある範囲には立ち

入らせない。 

(イ) 表土が砂塵の発生しやすいところでは、航空機の進入方向に留意して散水等の措

置を講じる。 

(7) 艦艇等が使用できる岸壁の準備 

自衛隊の艦艇等が接岸可能な岸壁を可能な限り確保する。 

(8) 情報等の提供 

派遣部隊に対し、災害の状況、救援活動の内容、防災関係機関による応急措置の実施状

況等、速やかに情報の提供を行う。 

(9) その他必要な事項 

６ 派遣部隊の撤収 

(1) 派遣の目的を完了し、又はその必要がなくなった場合、市長は、民心の安定、民生の復

興等を考慮し、派遣部隊等の長との協議に基づき、撤収について知事を通して要請する。 

(2) 撤収要請は、電話等により報告した後、速やかに文書をもって要請する。 

(3) 災害派遣部隊長は、知事等から撤収の要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと

認めた場合は、知事等と調整のうえ、派遣部隊を撤収する。 

７ 経費の負担 

災害派遣を要請し、災害派遣部隊が自衛隊以外の施設を利用した場合等、次の経費を原則と

して市が負担し、細部については、その都度市長と災害派遣部隊の長とが協議して定める。 

(1) 派遣部隊の連絡調整員等のための宿泊施設の借上料、電話等設置費及び通信料 

(2) 派遣部隊の宿泊による必要な土地、建物等の借上料 

(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水道費、汲取料、通信費、入浴料等 

(4) 派遣部隊の救援活動に提供する資機材等の購入、借上又は修理費 

(5) 無作為による損害の補償 

(6) その他協議により決定したもの

60㎝以上 

（赤） 

２ｍ以上 

（白） 
20㎝ 

以上 

生地は繊維 

型は円形帯 
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第 11 節 救急及び救助活動 

 

大規模災害時においては、市単独での災害応急対策の実施が困難となる場合は、防災関係機関

等に応援要請し、連携を図りながら防災活動に万全を期する。 

このため、市は、防災関係機関と連絡を密にしながら速やかな応急対策を実施する。 

また、被害が多方面に広がることが予想されることから、自主防災組織、事業所及び市民にお

いても、防災の基本理念に基づき、自ら活動等に従事する。 

 

１ 市の役割 

市は、要救助者の発生等、救助及び救急を必要とする状況の把握と消防、警察及び自衛隊災

害派遣部隊等、防災関係機関との情報共有に努めるとともに、防災関係機関と連携して救急及

び救助活動にあたる。 

２ 救助活動 

(1) 救助対象 

災害のため現に生命身体が危険な状態にある者又は行方不明の状態にある者とする。 

(2) 救助期間 

災害発生の日から３日以内（４日以降は遺体の捜索として扱う。）に完了する。 

ただし、特に必要があると認められる場合は、この限りでない。 

(3) 救助隊の編成 

ア 救助隊は、市職員、消防職団員、地区住民等により編成し、災害の規模、救助対象者

数、救助範囲等の事情に応じ要員を確保する。 

イ 救助隊は、県及び石巻警察署等との密接な連携のもとに救助活動を行い、負傷者につ

いては、医療機関に受け入れる。 

(4) 関係機関との協力 

ア 海難等による船舶の遭難発生時には、船舶等を動員し、救護にあたるとともに速やか

に宮城海上保安部に連絡し、その救助活動には全面的に協力し、万全を期する。 

イ 陸上における救助活動を実施する場合は、石巻警察署等の関係機関と直ちに連絡をと

り、関係機関の協力を得て万全を期する。 

ウ 救助に際しては、負傷者の救護等が円滑に行われるよう関係医療機関と緊密な連絡を

事前にとる。 

(5) 応援要請 

ア 自らの活動のみでは救助の実施が困難な場合には、相互応援協定に基づき、県、他の

市町村等に対し、応援を要請する。 

イ 市長は、状況に応じ、本章第 10 節「自衛隊の災害派遣」において定めるところにより、

知事に自衛隊の災害派遣要請を行う。 

 

災対総務部 災対保健福祉部 
災対消防団 災対消防部 
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(6) 費 用 

救助に要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準じ、その額を超え

ない範囲とする。 

３ 消防機関の活動 

大規模災害時においては、市単独での災害応急対策の実施が困難となる場合は、防災関係機関

等に応援要請し、連携を図りながら防災活動に万全を期する。 

 (1) 消防本部の活動 

救急及び救助活動を行うに当たって、被害状況、医療機関の被災状況等の情報をいかに

早く正確に掌握できるかが、救命率向上のキーポイントとなる。 

このため、関係機関等と情報交換を緊密に行いながら救急救助活動を行う。 

また、負傷者も軽傷者から救命処置を必要とする者までさまざまであり、緊急度に応じ

迅速かつ的確な判断及び応急処置が要求されるので、救急救命士及び高度救命処置用資機

材の有効活用を行うなど効率的な活動を行う。 

(2) 消防団の活動 

消防団は、消防本部による活動を補助し、救出及び救助並びに負傷者に対する応急処置

を行い、安全な場所への搬送を行う。 

４ 市民、自主防災組織等の活動 

(1) 緊急救助活動の実施 

市民、自主防災組織等は、在住地区及び担当地区において建物倒壊、火災等による救急

及び救助の必要性を確認したときには、自らに危険が及ばない範囲で緊急救助活動を実施

するとともに、速やかに消防本部等の関係機関に連絡する。 

(2) 人材、機材等の確保 

市民、自主防災組織等は、人員、機材等の面で対応が不十分と判断される場合、市等に

速やかに連絡し、必要な人員及び機材の確保に努める。 

(3) 救急及び救助活動への協力 

市民、自主防災組織等は、警察及び消防職団員の行う救急及び救助活動に積極的に協力

し、その他とるべき行動についても現地の警察及び消防職団員の指示を仰ぐ。 

５ 惨事ストレス対策 

捜索、救急・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

また、消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 

６ 感染症対策 

捜索、救助・救急活動を実施する救助機関は、感染症対のため、職員の健康管理やマスクの

着用等を徹底する。 

７ 救助・救急用資機材の整備 

市、国、県及び救助・救急関係機関は、当該機関に係る資機材の保有状況を把握するととも

に、平時から情報交換を行い、適切な救助・救急用資機材の整備に努めるものとする。 



 □2 〈２.応急〉第12節 医療救護活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-56 

第 12 節 医療救護活動 

 

大規模災害時には、同時に多数の負傷者等が発生し、迅速な医療救護が要求されるため、市及

び防災関係機関は、緊急的な対応策及び医療関係機関との連携を図りながら、迅速かつ的確に医

療救護活動を実施する。 

 

１ 医療救護活動の実施体制の確立 

(1) 医療救護担当部門の設置 

ア 市は、必要に応じて、本部内に医療救護を担当する部門を設ける。通信手段の状況を

把握し、可能な手段で医療機関等との連絡に努める。 

イ 医療機関の被災状況、傷病者の発生状況等の情報を収集し、宮城県医師会、宮城県歯

科医師会、日本赤十字社宮城県支部等に医療救護班の派遣を要請する。 

ウ 医療救護に関して、市のみでは十分な対応ができない場合には、速やかに隣接市町及

び県に協力を求める。 

エ 医療救護に関して、地域災害拠点病院内に合同救護本部が設置されている場合は、機

能を移譲し連携に努める。 

(2) 医療機関等との連絡及び連携体制 

ア 市は、あらかじめ定められた連絡体制により、消防本部、医療機関等との情報交換等

を実施する。 

イ 活動が長期となった場合は、この連絡体制を通じて支援要請及び交替の調整を行う。 

２ 医療救護の実施要領 

(1) 医療救護の対象者 

ア 医療の対象者は、応急的な医療を必要とする状態にあるにもかかわらず、災害のため、

医療の途を失った者 

イ 助産の対象者は、災害発生の日の前後７日以内の分べん者で、災害のため助産の途を

失った者 

(2) 医療救護の範囲 

ア 診療 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術並びにこれら以外の治療及び施術 

エ 病院又は診療所への受入れ 

オ 看護 

カ 助産（分べん支援等） 

災対保健福祉部 災対消防部 
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(3) 医療救護の期間 

ア 医療 

災害発生の日から原則として 14 日以内とする。 

イ 助産 

分べんした日から７日以内とする。 

３ 医療救護班による活動 

(1) 医療救護班の編成 

医療救護の実施は、市内医療機関、災害拠点病院、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ：

Disaster Medical Assistance Team）等の協力を得て、医療救護班（医師、看護師等に

より、１班あたり４名程度で編成）を編成し、現地で行う。 

(2) 活動内容 

医療救護班は、傷病者の救護にあたるため、次の活動を重点的に行う。 

ア 傷病者の傷病の程度判定（トリアージの実施） 

イ 重症者の応急手当及び中等症者に対する処置 

ウ 後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

エ 転送困難な傷病者及び指定避難所等における軽症者に対する医療 

オ 助産支援活動 

カ 遺体の検案 

キ 医療救護活動の記録及び本部への受入れ状況等の報告 

４ 災害発生時の後方医療体制 

医療機関又は救護所では対応できない重症患者及び特殊な医療を要する患者については、災

害拠点病院に搬送し、治療を行う。 

５ 救急患者等の搬送体制 

(1) 搬送者及び搬送先の選定 

救急患者等の搬送に当たっては、負傷の程度、患者の状況等を勘案し、搬送者及び搬送

先の適切な選定に留意して行う。 

多数の患者が同時多発的に発生し、しかも市内の医療機関の医療救護サービス供給能力

を著しく越えると判断される場合、次の基本方針に基づき搬送体制を整える。 

ア 救護所において、重傷者と判定されるものは、災害拠点病院へ搬送する。（第一次ト

リアージ及び第一次搬送） 

イ 災害拠点病院において、搬入された患者を診断し、必要な応急処置を施し、経過後 24

時間観察する。 

ただし、緊急を要すると判断される場合は、速やかに後方支援病院へ搬送する。（第

二次トリアージ） 

ウ 災害拠点病院において 24 時間経過後、入院が必要と判断される患者は、適切な後方支

援病院へ搬送する。この場合搬送途中での病変に対応するため、救急隊員等の搬送業務

を行う者に対し必要な指示を行う。 



 □2 〈２.応急〉第12節 医療救護活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-58 

また、必要により医師等を同乗させる。（第二次搬送） 

(2) 搬送の実施 

ア 医療機関は、災害時後方支援病院で治療する必要のある患者を搬送するときは、市又

は県に要請する。原則として、被災現場から医療施設又は救護所までの搬送は市が、医

療施設又は救護所から災害後方支援病院までの搬送については県及び市が対応する。 

イ 市は、これらの患者を搬送するため、必要な体制を確立する。（本章第 13 節「交通及

び輸送活動」及び第 14節「ヘリコプターの活用」による。） 

６ 救護所の設置 

救護班による継続的な医療救護を実施するときは、必要に応じ救護所を設置する。（資料７

－３参照） 

７ 医薬品等及び輸血用血液の供給体制 

(1) 医療施設の管理者及び救護所の責任者は、医薬品等に不足が生じた場合、市災害対策本

部等に調達を要請する。 

(2) 市災害対策本部は、医療施設又は救護所から医薬品等の要請を受けた場合、調達できる

医薬品等を供給する。市において調達できない場合は、県東部地域保健医療福祉調整本部

に要請する。 

８ 在宅要医療患者の医療救護体制 

(1) 市は、在宅要医療患者の安否確認を行うほか、状況に応じ避難誘導等を行う。 

(2) 市は、医療機関での治療継続が必要な場合は、市内の医療機関又は県保健医療福祉調整

本部へ調整を依頼する。 

(3) 県は、人工透析を実施する医療機関の被災に関し、市から支援要請を受けた際は、医療

機関と連携し、患者の受入れの調整、資機材の支援等により、透析医療の確保に努める。 

(4) 医療機関は、発災後は、医療依存度の高い在宅要医療患者の情報を、必要に応じて本部

に提供する。 

(5) 県は、市が行う専門的な医療を必要とする患者等に係る応急対策に関し、必要な指導、

助言等の支援を行う。 

９ 精神医療対策及び心のケアの実施体制 

(1) 精神医療救護体制の確立 

大規模災害時には、市は、市内医療機関、災害拠点病院、災害派遣医療チーム等と連携

し、被災した市民及び救援活動従事者への「心のケア対策」を行う。 

 (2) 児童、生徒及び幼児のメンタルヘルスケアの実施 

児童、生徒及び幼児のストレス反応、精神的不安定に対応するため、市は、県、医療機

関等と連携し、指定避難所、救護所又は住宅において心のケアを実施する。
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第 13 節 交通及び輸送活動 

 

緊急輸送の実施に当たっては、市民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを

原則とし、被災者の避難及び災害応急対策等の実施に必要な要員及び物資の輸送を応急復旧の各

段階に応じて迅速かつ的確に行うとともに、交通の確保のため、必要な交通規制、障害物の除去

等の活動を行う。 

 

１ 緊急輸送の実施体制及び輸送の優先順位 

大規模災害時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅速かつ

的確に実施するために、陸上交通網の確保はもちろん、航空機（ヘリコプター）の活用を含

む、総合的な輸送確保を行う。 

また、緊急輸送活動に当たっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人命の

安全 ②被害の拡大防止（二次災害の発生防止を含む） ③災害応急対策の円滑な実施に配慮

して推進し、原則として次の優先順位をもって実施する。 

第１段階 (1) 救助及び医療活動の従事者並びに医薬品等の物資 

(2) 消防、水防活動等災害の発生防止及び拡大防止のための人員及び物資 

(3) 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス及び

水道施設保安要員等の初動時の災害応急対策に必要な人員、物資等 

(4) 医療機関へ搬送する負傷者等 

(5) 緊急輸送に必要な輸送施設及び輸送拠点の応急復旧並びに交通規制等に必要

な人員及び物資 

第２段階 (1) 第１段階の続行 

(2) 食料、水等の生命の維持に必要な物資 

(3) 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

(4) 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

第３段階 (1) 第２段階の続行 

(2) 災害復旧に必要な人員及び物資 

(3) 生活必需品 

２ 緊急輸送体制の確立 

輸送施設及び交通施設の被害状況及び復旧状況、人員、機材及び燃料の確保状況、必要輸送

物資の量等を勘案し、状況に応じた緊急輸送体制を確立する。 

(1) 車両による輸送 

ア 輸送路の確保 

緊急輸送を実施するため、資料８－５の緊急輸送道路を確保する。 

イ 車両の確保 

(ア) 市所有車両等の確保 

車両の掌握及び管理は、災対総務部が行う。 

災対総務部 災対保健福祉部 
災対建設部 災対産業部 
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(イ) 市所有以外の輸送力の確保 

市所有車両、船舶等により応急措置の輸送力を確保できないときは、市所有以外

の輸送力確保に努める。（資料８－３参照） 

(2) 鉄道輸送力の確保 

道路の被害等により、自動車による輸送が不可能な場合等で鉄道輸送が適切な場合は、

鉄道機関（東日本旅客鉄道株式会社）に要請し、輸送力を確保する。 

(3) 船舶の確保 

災害による陸上輸送が困難な場合は、各救助機関の保有する船舶による輸送を依頼する

とともに、漁業協同組合等に対し、輸送の協力を依頼する（資料８－４参照）。 

(4) ヘリコプター輸送力の確保 

陸上の一般交通が途絶した場合等、緊急にヘリコプターによる輸送が必要となったとき

は、本章第 10 節「自衛隊の災害派遣」による自衛隊ヘリコプター及び第 14 節「ヘリコプ

ターの活用」により、ヘリコプター等の確保について知事に要請依頼する。 

なお、ヘリコプター発着場所については、資料８－１のとおりである。 

(5) 人力による輸送の確保 

人力による輸送に必要な労務の確保は、本章第 26 節「防災資機材及び労働力の確保」に

よる。 

(6) 県及び他の市町村への応援要請 

緊急輸送の応援が特に必要であるときは、次の事項を明示して、県又は他の市町村に対

し調達又はあっせんを要請する。 

ア 輸送区間及び借上げ期間 

イ 輸送人員又は輸送量 

ウ 車両等の種類及び台数 

エ 集結場所及び日時 

オ その他必要な事項 

(7) 協定等締結機関への応援要請 

市は、あらかじめ締結した協定等に基づき、運送事業者に対して、緊急輸送への協力を

要請する。 

３ 輸送力の配分 

(1) 災害応急対策の実施担当責任者は、必要な輸送力の目的、種類、数量等の必要な事項を

明らかにし、災対総務部長に輸送力供給の要請を行う。 

(2) 災対総務部長は、前項の要請に基づき、調達所要数を把握し、直ちに輸送力の確保措置

を講じ、配分計画を策定し、実施担当責任者に配分する。 

４ 災害救助法に基づく措置基準 

(1) 応急救助のための輸送費として適用されるものは、次の場合とする。 

ア 被災者を避難させるための輸送 

イ 医療及び助産のための輸送 
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ウ 被災者救出のための輸送 

エ 飲料水供給のための輸送 

オ 救援用物資のための輸送 

カ 遺体捜索のための輸送 

キ 遺体の処理（埋葬を除く）のための輸送 

(2) 適用される輸送費は、本市における通常の実費とする。 

(3) 応急救助のための輸送が認められる期間は、それぞれの救助の実施が認められる期間と

する。 

５ 災害発生時の自動車運転者のとるべき措置 

災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、通行禁止区域等（交通規制が行われ

ている区域又は道路の区間をいう。以下同じ。）における一般車両の通行は禁止又は制限され

ることから、同区域内等にある運転者は、次の措置をとる。 

(1) 速やかに、車両を次の場所に移動させる。 

ア 道路の区間を指定して交通規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以

外の場所 

イ 区域を指定して交通規制が行われたときは、道路外の場所 

(2) 速やかな移動が困難なときは、車両はできる限り道路の左側に沿って駐車するなど、緊

急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車する。 

(3) 通行禁止区域内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動

又は駐車する。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措

置をとることができないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、や

むを得ない限度において、車両等を破損することがある。 

６ 交通規制の実施 

市は、他の道路管理者との連携を図り、降雨予測等から通行規制範囲を広域的に想定して、

できるだけ早く通行規制予告を発表するものとする。その際、当該情報が入手しやすいよう多

様な広報媒体を活用し、日時、迂回経路等を示すものとし、降雨予測の変化に応じて予告内容

の見直しを行う。道路が被害を受けた場合は、通行を禁止又は制限しながら、う回道路等を的

確に指示し、関係機関との連絡を取りながら交通の安全確保に努める。 

交通の危険を防止し、円滑な運営を図るための交通規制等の措置は、道路管理者と石巻警察

署長が連携を保ち、行う。 

(1) 基本方針 

ア 被災地域内への流入抑制と車両の走行抑制 

(ア) 被災区域への流入車両を原則的に禁止し、被災区域内における一般車両の走行を

極力規制する。 

(イ) 被災区域内から被災区域外への流出する車両については、交通の混乱を生じさせ

ない限り規制しない。 
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イ 避難路への流入規制と緊急交通路への流入禁止 

区域に近接したインターチェンジにおいては、被災地への流出を規制する。 

また、同インターチェンジへの流入を制限する。 

ウ 被災地に通じる幹線道路に対する交通規制の実施 

緊急自動車及び緊急通行車両の通行路確保のための交通規制又はう回誘導を実施する

とともに、一般車両の走行は、原則禁止する。 

エ 他の道路管理者との緊密な連携による交通規制の適切な運用 

緊急交通路として選定を予定している道路及びその関連道路が早急かつ円滑に通行で

きるよう、道路管理者に対し、道路の啓開作業等の必要な措置を要請する。 

オ 危険箇所の把握 

(ア) 市は、災害の発生が予想され、又は発生したときは、他の道路管理者と連携を図

り道路交通環境の巡回調査を行い道路被害の把握に努めるとともに、応急復旧を講

じる。 

(イ) 市は、他の道路管理者と連携を図り、道路モニター制度の確立を図るとともに運

転者、地域住民に対し道路施設の被害を発見したときは、直ちに道路管理者に報告

するよう常に啓発しておく。 

(2) 緊急交通路確保のための措置 

ア 交通管制施設の活用 

効果的な交通規制を実施するため、信号機、交通情報板等の交通管制施設の機能回復

に努めるとともに、これらを活用する。 

イ 放置車両等の撤去 

緊急交通路を確保するために必要な場合には、放置車両等の撤去、警察車両による緊

急通行車両等の先導等を行う。 

ウ 運転者等に対する措置命令 

緊急車両の円滑な通行を確保するため、必要に応じて、運転者に対し車両の移動等の

措置命令を行う。 

エ 自衛官、消防吏員の措置 

警察官がその場にいない場合、災害派遣を命じられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、

前記イ及びウの措置をとることができる。 

オ 関係機関等との連携 

市は、交通規制に当たって、警察機関、その他の道路管理者、防災関係機関等と相互

に密接な連携を図る。 

また、交通規制を円滑に行うため、必要に応じ、警備業者等の協力を得て、交通誘導

の実施等を要請する。 

(3) 交通規制の方法 

交通規制については、原則的には標示等（災害対策基本法施行規則別記様式第２）を設

置して行い、緊急を要するため標示等を設置するいとまがないとき、又は標示等を設置し
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て行うことが困難であるときは、現場警察官の指示により必要に応じ、ロープ、柵等の物

理的な補助的手段を活用して行う。 

(4) 交通規制の見直し 

災害発生後における被災地の応急復旧を行うための人員及び資機材輸送等の必要性に加

え、作業の緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見直しを行う。 

(5) 交通安全施設の復旧 

緊急交通路等の信号機等を最優先とする交通安全施設の応急復旧措置を行う。 

(6) 交通規制の周知徹底 

交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間等の交通規

制の実施状況、避難時の自動車利用の自粛及び交通規制への協力について、市民、運転者

等へのマスコミ広報、交通情報板、現場広報等による周知徹底及び広報を図る。 

７ 緊急通行車両の確認等 

市長は、災害発生直後から災害応急対策が行えるようにするため、知事又は県公安委員会に

対し、緊急通行車両であることの確認手続を行い、緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を

受けておく。 

 (1) 申出事項 

緊急通行車両の運転者は、次の事項を申し出て確認を受ける。 

ア 番号標に標示されている番号 

イ 車両の用途 

ウ 活動地域 

エ 車両の使用者の住所及び氏名 

オ 緊急連絡先 

  (2) 必要書類 

   ア 緊急通行車両確認申出書 

   イ 添付書類 

    (ア) 車検証の写し 

    (イ) 防災計画書、契約書等の災害応急対策を実施するための車両として使用されるも

のであることを確かめるに足りる書類 

    (ウ) 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類 

    事前届出済証の交付を受けている車両については、事前届出済証の提示とアのみで足り

るものとする。 

８ 障害物の除去 

(1) 実施責任者 

ア 住居等の障害物の除去は、市長が行う。 

イ 市長から要求があったとき、又は緊急の必要があり現場に市職員がいないときは、警

察官又は海上保安官が行う。 

ウ 道路に堆積した障害物の除去は、道路管理者が行う。 
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(2) 障害物除去の基準 

ア 対象 

住家半壊又は床上浸水の被害を受け、居室、炊事場、玄関等に障害物が運び込まれて

いるため生活上支障を来し自力では除去することのできない者（選定基準は、本章第 16

節「応急仮設住宅等の確保」による）。 

イ 実施期間 

災害発生の日から 10 日以内とする。 

ウ 費用 

災害救助法が適用された場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 

(3) 障害物除去の実施 

市は、障害物除去の実施について、「災害時における応急措置の協力に関する協定書」

（資料６－15～６－16 参照）に基づき、東松島市建設業協会に対し、作業隊の編成による

活動を要請する。 

(4) 除去した障害物の処理 

市は、除去した障害物の集積場所等について、あらかじめ定めておく。（資料 10－２参

照） 

(5) 工作物等の保管 

除去した工作物等で、所有者等に返還する必要があると認められるものについては、必

要な手続をし、保管する。 

９ 海上交通の確保 

市は、宮城海上保安部、港湾及び漁港管理者等と連携し、海上交通の安全確保のための応急

措置に積極的に協力する。 

(1) 宮城海上保安部の措置 

ア 船舶交通のふく輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理及び指

導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

イ 海難の発生等の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれのあるときは、

必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

ウ 海難船舶又は漂流物、沈没物等の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそ

れのあるときは、速やかに必要な応急措置を講じるとともに、船舶所有者等に対し、こ

れらの除去等の船舶交通の危険を防止するための措置を講じることを命じ、又は勧告す

る。 

エ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾、漁港及び航路標識の状況、関係機

関との連絡手段等、船舶の安全な運行に必要と思われる情報について、無線等を通じ船

舶への情報提供を行う。 

オ 水路の水深に異状を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うとともに、

応急標識を設置するなどにより水路の安全を確保する。 
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カ 航路標識が損壊し、又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて

応急標識の設置に努める。 

(2) 港湾管理者の措置 

港湾管理者は、防波堤、航路及び岸壁等の被災状況について東北地方整備局・海上保安

部等の関係機関に連絡するとともに、障害物の除去及び水深の調査並びに被災施設の応急

復旧等を行い、緊急物資等の輸送に支障を生じさせないように努める。 

(3) 漁港管理者の措置 

漁港管理者は、漁港区域内の航路等について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険

と認められる場合には、国に報告するとともに、障害物除去等を行い、緊急輸送活動が迅

速かつ安全にできるよう努める。 

また、離島の漁港についても輸送の確保に努める。
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第 14 節 ヘリコプターの活用 

 

大規模災害時においては、道路の損壊に加え、建物、電柱等の損壊により道路の通行が困難と

なることが予想されることから、機動性に優れたヘリコプターを活用し、初動時における被害情

報収集及び伝達、救出及び救助活動、負傷者の搬送、緊急輸送物資の搬送等、広域的かつ機動的

な活動を行う。 

 

１ 活動体制 

(1) ヘリコプターを有効に活用するため、市は、防災関係機関と連携して災害に応じたヘリ

コプターの要請を行い、応援機等が到着後、迅速に応援活動に入れるよう体制整備に努め

る。 

防災関係機関の所有するヘリコプターは、次のとおりである。 

ア 県防災ヘリコプター 

イ 仙台市消防ヘリコプター 

ウ 県警察ヘリコプター 

エ 国土交通省ヘリコプター 

オ 海上保安庁ヘリコプター 

カ 自衛隊ヘリコプター 

キ 他都道府県等からの応援ヘリコプター 

(2) 救援活動等を円滑に行うため、県内の飛行場外離着陸場適地、病院、防災関係機関等が

図上に明記された「宮城県航空防災マップ」を活用する。 

２ 活動内容 

ヘリコプターを有する防災関係機関は、「ヘリコプター災害対策活動計画」に基づき、災害

時においてそれぞれのヘリコプターの機動性等を生かし、災害直後の初動時、緊急対応時、応

急対応時等において、主に次のような活動を行う。 

(1) 被災直後の被害概況を速やかに把握し、市及び防災関係機関が設置する災害対策本部等

に伝達 

(2) ヘリコプターによる救出及び救助活動が必要な場合の救出及び救助活動 

(3) ヘリコプターによる救急患者等の搬送が必要な場合の救急患者等の搬送 

(4) 救援隊、医師等の人員搬送 

(5) 消防部隊の搬送及び投入 

(6) 被災地への救援物資の搬送 

(7) 応急復旧用資機材等の搬送 

(8) 市民に対する避難の指示等の広報活動 

(9) その他ヘリコプターにより対応すべき活動 

 

災対総務部 
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３ 活動拠点の確保 

(1) 災害発生時におけるヘリコプターの活動を円滑に行うため、関係機関と提携して活動拠

点を早急に確保する。 

ア 災害発生時においてヘリコプターの活動拠点として活用できるヘリポート及び飛行場

外離着陸場適地を早急に確保する。 

イ 飛行場外離着陸場適地においては、あらかじめ指定してある指定避難所と重複しない

よう調整しながら確保する。 

(2) ヘリポート等が被災した場合は、ヘリコプターの活動体制を確保するため、早急に応急

復旧を行うよう努める。
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市は、災害時において、市民等の安全を確保するため、必要と認める地域の必要と認める居住

者に対し、適切に避難の指示等を行うとともに、速やかに指定緊急避難所の開放及び指定避難所

を開設し、市民等の安全が確保されるまでの間あるいは住家の復旧がなされるまでの間、管理運

営にあたる。 

また、避難のための立退きを行うことによりかえって生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、

かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、

屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避など緊急安全確保を指示する。その際、要配

慮者について十分考慮する。 

(1) 避難の原則 

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命又は身体を

保護するための行動」であり、各人が自らの判断で行動をとることが原則である。 

(2) 住民がとるべき避難行動（洪水・土砂災害・高潮等） 

ア 避難リードタイムを確保できる場合にとる避難行動 

高齢者等避難、避難指示の発令時等、避難リードタイム（指定緊急避難場所への立退き

避難に要する時間）が確保できる場合には、立退き避難を基本とし、次のいずれかの避難

行動をとる。 

（ア）立退き避難 

災害リスクのある区域等の住民等が、指定緊急避難場所又は安全な自主避難先（親

戚・知人宅、ホテル・旅館）への移動等対象とする災害から安全な場所に移動する。 

 （イ）屋内安全確保 

災害のリスクのある区域等においても、住民等がハザードマップ等で浸水想定区域、

浸水等を確認し、自宅・施設等への浸水しない上階への移動又は上層階に留まる等自

らの判断で計画的に身の安全を確保する。 

イ 緊急安全確保（避難リードタイムを確保できない場合にとらざるを得ない避難行動） 

緊急安全確保の発令時等、立退き避難を行う必要のある居住者等が、適切なタイミング

で避難をしなかった又は急激に災害が切迫するなどして避難することができなかった等、

立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合には、

立退き避難から行動を変容し、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所に直ち

に移動する。 

１ 高齢者等避難 

(1) 市は、避難指示のほか、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対し

て、早めの段階で避難行動を開始することを求めるとともに、高齢者等以外の者に対し

て、必要に応じて普段の行動を見合わせることや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避

難を伝達する必要がある。 

第 15 節 避難活動 
全部 
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(2) 土砂災害 

平成26年の広島市における土砂災害等の教訓から、他の水災害と比較して突発性が高く

予測が困難な土砂災害については、高齢者等避難を積極的に活用することとし、高齢者等

避難が発令された段階から自発的に避難を開始することを、土砂災害警戒区域・危険箇所

等の住民に推奨することが望ましい。 

(3) 高潮災害 

高潮注意報が発表され、なおかつ警報に切り替わる可能性がある等、避難情報を発令す

る可能性がある場合に、高齢者等避難を発令することを基本とする。台風情報で発表され

る、台風の強さ、位置、暴風域の範囲等の予報を判断材料とする。 

(4) 夜間に備えた対応 

前線や、台風等により立ち退き避難が困難となる夜間・未明において避難情報を発令す

る可能性がある場合には、夕方等の暗くなる前の時間帯に高齢者等避難を発令することを

検討する。 

２ 避難の指示等 

災害において、人命の保護又は被害の拡大の防止のため必要と認められる場合は、その地域

の住民に対して速やかに避難情報を発令する。その際、必要に応じて気象防災アドバイザー等

の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行う。 

また、市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のため

の立ち退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事

態に照らし緊急を要すると認めるときは、緊急に安全を確保するための措置を指示することが

できる。 

 (1) 実施責任者 

避難情報発令の指示は、原則として市長が行う。市長は、市の区域内において災害が発

生し、又は発生するおそれがあり、市民の安全確保の措置を講じる必要があると判断した

ときは、避難のための立退きを指示し、必要に応じて石巻警察署長及び東松島消防署長に

市民の避難誘導への協力を要請する。 

また、避難指示を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよう、連絡調

整窓口及び連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必

要な準備を整えておく。 

なお、市長は、大雨時の避難そのものにも危険が伴うことなどを考慮し、台風等による

豪雨や暴風の襲来が予測される場合には、空振りを恐れず早期に避難指示を発令する。 

特に土砂災害や水位周知河川・下水道による水害については、突発性が高く精確な事前

予測が困難であることが多いため、市長は指定緊急避難場所の開放を終えていない状況で

あっても躊躇なく避難指示を発令することとし、市民はそのような場合があり得ることに

留意する。 
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前線や、台風等により立ち退き避難が困難となる夜間・未明において避難情報を発令す

る可能性がある場合には、夕方等の暗くなる前の時間帯に高齢者等避難を発令することを

検討する。 

市民に危険が切迫するなど、急を要する場合で、市長が避難の指示等又は屋内安全確保

等の安全確保措置の指示を行うことができないとき又は市長から要求があったときは、次

表のとおり警察官等が避難又は屋内安全確保等の安全確保措置の指示を行うことができる。

この場合、速やかに市長に通知する。 

３ 緊急安全確保 

  災害が発生又は切迫している状況で、立退き避難するべき居住者等が適切なタイミングで避

難できなかった又は避難し遅れた場合に、身体の安全を確保するために指定緊急避難場所等へ

立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況下にある場合に緊急安全確保を発

令する。 

緊急安全確保は、未だ危険な場所にいる居住者等に対し、立退き避難を中心とした避難行動

から、洪水浸水区域内においては、自宅等で少しでも浸水しにくい高い場所への移動や近隣の

相対的に近い堅牢な建物等に緊急的に移動を促し、土砂災害のリスクがある区域等において

は、自宅、施設等の崖から少しでも離れた部屋で待避するなど、必要と認める地域の必要と認

める居住者等に対して発令される情報である。 

ただし、災害が発生・切迫している状況において、その状況を市が必ず把握することがで 

きると限らないこと等から、必ず市から発令されるとは限らず、住居の構造・立地、周囲の状

況等が個々に異なるため、最終的には住民自らの判断に委ねざるを得ない。 

(1) 実施責任者 

緊急安全確保の指示は、原則として市長が行う。市長は、緊急安全確保の発令に際し、

家屋の倒壊や道路の崩壊など人的被害につながる恐れのある規模の災害発生情報の入手

に努めるとともに、石巻警察署長及び東松島消防署長との情報共有を図るものとする。 

区分 実施者 根拠法令 

避難指示 

市長 災害対策基本法第 60条 

警察官又は海上保安

官 

災害対策基本法第 61 条、警察官職務執行法第４条 

災害派遣を命じられ

た部隊等の自衛官

（その場に警察官が

い な い 場 合 に 限

る。） 

自衛隊法第 94 条 

知事 災害対策基本法第 60条（市長がその事務を行うことが

できないと認めたときの事務の代行）→直ちにその旨

を公示しなければならない。 

知事又はその命を受

けた職員又は水防管

理者 

水防法第 29 条及び地すべり等防止法第 25 条→水防管

理者が行う場合においては、直ちに当該区域を管轄す

る警察署長にその旨を通知しなければならない。 
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(2) 避難情報の基準 

高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保の指示の基準は、災害の種類、地域等により

異なるが、概ね次のとおりとする。 

区分 発令時の状況 市民に求める行動 

高齢者等避難

（避難行動要

支援者等に対

す る 避 難 情

報） 

○避難に時間のかかる要配慮者と

その支援者が避難行動を開始し

なければならない段階であり、

災害の発生する可能性が高まっ

た状況 

●災害リスクのある区域等の高齢者等

で、避難に時間のかかる要配慮者とそ

の支援者は、計画された指定避難所へ

の避難行動開始（避難支援者は支援行

動を開始） 

●上記以外の者は、避難準備開始 

避難指示 ○通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始しなければならな

い段階であり、災害の発生する

可能性が明らかに高まった状況 

●災害リスクのある区域等の高齢者等

で、通常の避難行動ができる者は、計

画された指定避難所への避難行動開始 

 

緊急安全確保 ○災害が発生し、又は切迫してお

り、避難のための立退きを行う

ことによりかえって人の生命又

は身体に危険が及ぶおそれがあ

ると判断された状況 

●自宅・施設等の少しでも浸水しにく

い高い場所へ緊急的に移動したり、

近隣で高く堅牢な建物等に緊急的に

移動する。 

(3) 土砂災害に係る避難情報の目安 

市長は、概ね次の場合、土砂災害危険区域内の住民に対し、避難情報を発令する。 

(4) 関係機関相互の通知及び連絡 

ア 避難情報の発令を行ったときは、次の系統により関係機関に通知又は報告する。 

 

 

 

(ア) 市長が避難情報の発令を行ったとき、又は他の実施責任者が避難情報を発令した

旨通知を受けたときは、速やかにその旨を知事に報告する。 

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

 

 

 

 

判

断

基

準 

・土砂災害警戒情報が発表

され、かつ、「宮城県土砂

災害警戒情報システム」に

よる当該メッシュの危険度

指数（２時間先予測値）が

「土砂災害発生危険基準線

（ＣＬ）」に到達したとき 

・大雨警報（土砂災害）が

発表され、かつ、「宮城県

土砂災害警戒情報システ

ム」による当該メッシュの

危険度指数（３時間先予測

値）が「土砂災害発生危険

基準線（ＣＬ）」に到達し

たとき 

・土砂災害警戒情報が発表

され、かつ、「宮城県土砂

災害警戒情報システム」に

よる当該メッシュの危険度

指数（１時間先予測値）が

「土砂災害発生危険基準線

（ＣＬ）」に到達したとき 

・大雨警報（土砂災害）が

発表され、かつ、記録的短

時間大雨情報が発表された

とき 

・土砂災害の前兆現象（湧

き水、地下水の濁り、渓流

の水量の変化等）が発見さ

れたとき 

・土砂災害の発生が確

認された場合 

知事 市長 

警  察  官 

海 上 保 安 官 

災害派遣時の自衛官 

報告 報告 通知 
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(イ) 警察官又は海上保安官が避難又は屋内安全確保等の安全確保措置の指示をしたと

きは、直ちにその旨を市長に通知する。 

(ウ) 水防管理者が避難又は屋内安全確保等の安全確保措置の指示をしたときは、その

旨を石巻警察署長に通知しなければならない。 

(エ) 知事又はその命を受けた県の職員が避難又は屋内安全確保等の安全確保措置の指

示をしたときは、直ちにその旨を石巻警察署長に通知しなければならない。 

イ 避難情報の発令を行ったときは、ア以外の関係機関も含めて相互に連絡し、協力する。 

ウ 危険区域の設定等を実施した警察官又は海上保安官は、直ちにその旨を市長に通知し

なければならない。 

(5) 市民等への周知 

避難の措置を実施したときは、市防災行政無線（同報系）等を活用するほか、報道機関

及び自主防災組織の協力を得て、市民に対してその内容の周知徹底を図る。 

また、市民のみならず、観光客、工事関係者等にもれなく伝達されるよう、あらゆる伝

達手段の活用を図る。 

なお、避難の指示等の周知に当たっては、聴覚障害者に対しては緊急速報メールや一斉

ＦＡＸにより周知を行うなど、要配慮者に配慮した方法を併せて実施するよう努める。 

ア 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 伝達方法 

(ア) 危険区域内の住民に対する避難指示は、概ね次の方法により周知徹底を図る。 

ａ 関係者による直接口頭又は拡声機による伝達 

ｂ 市広報車の呼びかけによる伝達 

ｃ 市防災行政無線による伝達 

ｄ サイレン、鐘による伝達 

ｅ 東松島市メール配信サービス及びエリアメールによる伝達 

ｆ 洪水、高潮等による避難指示及び屋内安全確保等の安全確保措置の指示の信号

による伝達（以下の表を参照） 

 

警 察 署 長       

市 長 

 

 

異常（現象）発見者 

（災害現場） 

地 区 避 難 場 所         

広報車等 

避 

難 

地 

区 

住 

民 

消 防 団 長 
個別伝達 

消 防 署 長       

防 災 課 長 
警  備  員 
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警鐘信号 サイレン信号 

乱打 
約１分        約５秒        約１分 

○――        休 止        ○―― 

 

(イ) 市長等避難指示を発令する者は、次の内容を明示して実施する。 

ａ 避難指示の発令時 

(ａ) 避難対象地域 

(ｂ) 避難先又は避難場所 

(ｃ) 避難経路その他の誘導措置 

(ｄ) 避難指示の理由及び内容 

(ｅ) 出火・盗難等の予防措置 

(ｆ) その他必要な事項 

４ 警戒区域内への立入の制限及び禁止並びに区域外への退去命令 

(1) 警戒区域設定の権限 

警戒区域の設定は、次の区分により市長等が行う。 

区分 実 施 者 備考 

災 

害 

対 

策 

基 
本 
法 

第 63 条第１項 市 長 
災害時の一般的な警戒区域設定

権 

住民等の生命及

び身体の保護を

目的とする。 

第 63 条第２項 

警察官又は海上保安官（市長若しくはその委任を

受けてその職権を行う吏員が現場にいないとき又

はこれらの者から要求があったとき） 

第 63 条第３項 

災害派遣を命じられた自衛隊部隊等の自衛官（市

長又はその委任を受けてその職権を行う吏員がい

ない場合に限る） 

水 

防 

法 

第 21 条第１項 

水防団長、水防

団員又は消防機

関に属する者 

水防上緊急の必要がある場所で

の警戒区域の設定権 
水防及び消防活

動関係者以外の

者を現場から排

除して､その危

険を防止すると

ともに、水防及

び消防活動の便

宜を図ることを

目的とする。 

第 21 条第２項 

警察官（水防団長、水防団員若しくは消防機関に

属する者がいないとき又はこれらの者から要求が

あったとき） 

消 

防 

法 

第28条第１項、

第 36 条 

消防吏員又は消

防団員 

火災の現場及び水災を除く他の

災害の現場における警戒区域の

設定権 

第28条第２項、

第 36 条 

警察官（消防吏員若しくは消防団員が火災の現場

にいないとき又はこれらの者から要求があったと

き） 

 

(2) 警戒区域設定の実施方法 

警戒区域の設定は、権限を有する者が現場において、バリケード、規制ロープの展張等

の事実行為として行う。 
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また、警戒区域内への立入の制限及び禁止並びに区域内からの退去について、拡声器等

による呼びかけ及び看板等の設置により周知を図り、これに従わない者には法令の定める

ところにより罰則を適用できる。 

警察官又は自衛官が、市長に代わって警戒区域の設定を行った場合は、直ちにその旨を

市長に通知しなければならない。 

(3) 指定避難所への受入れ 

警戒区域の設定により一時的に居所を失った住民等がある場合は、市長は必要に応じて

指定避難所を開設してこれらを受入れ、必要なサービスを提供する。 

５ 避難の誘導及び移送 

(1) 避難の方法 

災害発生時における避難に当たっては、在宅の避難行動要支援者等への情報の伝達、避

難誘導等において、近隣住民（例：行政区の班等で 10～20 世帯単位）の果たす役割が大き

いことから、市は、自主防災組織、民生委員等と連携し、避難行動要支援者等と近隣住民

の共助意識の向上に努めることはもとより、避難の際は消防団員の誘導のもと、これらの

単位集団で行動できるよう平時から心掛けておく。 

(2) 避難の誘導 

避難指示を発令したときの誘導は、次のとおりとする。 

ア 地区ごとの避難誘導は、当該地区の消防団員が行い、誘導責任者は、当該地区の消防

団幹部とする。 

イ 危険区域及び指定緊急避難場所に市職員及び市交通安全指導隊員を配置し、適切な避

難誘導を行う。 

なお、必要に応じ石巻警察署長及び東松島消防署長に指定緊急避難場所等を連絡し、

危険区域の警戒及び避難誘導の応援を求める。 

ウ 避難の誘導を行う者は、各地区又は集落の単位ごとの集団避難を心掛け、市民が安全

かつ迅速に避難できるよう指定緊急避難場所及び指定避難所への円滑な誘導に努める。 

エ 誘導に当たっては、安全を確認しつつ、避難行動要支援者の安全の確保を図り、必要

な援助を行うとともに、指定緊急避難場所及び指定避難所や避難路、災害危険箇所等

（浸水区域、土砂災害警戒区域等の存在等）の所在、災害の概要その他の避難に資する

情報の提供に努める。 

なお、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所への移動がかえって危険を伴

う場合や屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないと市民等自身が判断する場

合は、立ち退き避難から行動を変容し緊急安全確保の措置を講ずべきことにも留意する。 

オ 市は、消防団員（水防団員）、市職員等の避難誘導及び防災対応にあたる者の安全が

確保されることを前提としたうえで、水門及び陸閘の閉鎖、避難行動要支援者等の避難

支援等の緊急対策を行う。 

カ 災害発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞、交通事故等が発生するおそれがあ

ることから、避難は徒歩を原則とする。 
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ただし、徒歩による円滑な避難が困難な避難行動要支援者等及びその避難支援を行う

者については、市町村職員、警察官、消防職員等は、自動車でも安全かつ確実な避難を

行えるよう、地域及び道路の事情に応じた対応に努める。 

キ 避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないと

きは、屋内での待避等の安全確保措置を講じるべきことにも留意する。 

(3) 避難の順位等 

ア 市民間の避難の順位は、避難行動要支援者の避難を優先する。 

また、避難に時間と支援を要する妊産婦、乳幼児連れの保護者等についても、避難行

動要支援者と同様の対応を取る。 

イ 地区ごとの避難の順位は、災害発生の時期を客観的に判断し、先に災害が発生すると

認められる地区内居住者の避難を優先する。 

(4) 誘導時の留意事項 

ア 誘導経路は、できる限り、危険な橋、堤防及びこれら以外の災害発生のおそれのある

場所を避け、安全な経路を選定する。 

イ 危険地点には、標示及び縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置する。 

ウ 浸水地にあっては、舟艇、ロープ等を利用し、安全を期する。 

エ 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 

(5) 移送の方法 

ア 小規模の移送 

避難者が自力で立ち退くことが不可能な場合は、市が車両等により移送する。 

イ 大規模の移送 

災害地が広範囲で、大規模な移送を必要とし、市において対応できないときは、周辺

市町村の応援を求めて実施する。 

また、近隣の応援だけでは対応できない場合は、県東部地方振興事務所を経由して県

に要請する。 

(6) 避難時の留意事項 

避難誘導員は、避難にあたり次の事項を市民に周知徹底する。 

ア 戸締まり、火気の始末を完全にする。 

イ 携帯品は、必要最小限のものにする。 

（食料、水筒、タオル、チリ紙、着替え、懐中電灯、携帯ラジオ、毛布等） 

ウ 服装は、なるべく軽装とし、帽子、雨具、防寒衣等を携行する。 

６ 指定避難所の開設（資料２－１参照） 

指定緊急避難場所に避難した被災者のうち、住居などを喪失するなど引き続き保護を要する

者に対して、市は洪水、高潮、土砂災害等の危険性を十分配慮し指定避難所を開設するととも

に、住民等に対し周知を図る。 

市は、災害の規模に鑑み必要な避難所を、可能な限り当初から開設するように努めるものと

する。 
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 (1) 開設 

ア 開設の目的 

市は、災害のため現に被害を受け、又は受けるおそれがある者で、避難しなければな

らない者を保護するために指定避難所を開設する必要があるときは、公共建物等を指定

避難所として開設し、住民等に対し周知徹底を図る。その際、あらかじめ施設の安全性

を確認する。 

イ 開設の方法 

（ア）特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人員を越えることを防ぐため、ホームペ

ージやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知するな

ど、避難の円滑化に努める。 

（イ）指定避難所は、学校、集会施設等を応急的に整備して使用する。指定避難所だけで

は施設が量的に不足する場合には、ホテル・旅館等の活用も含め、あらかじめ指定さ

れた施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を

得て指定避難所として開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活

用して周知するよう努める。 

(ウ) 市は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合は、当

該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討するものとする。  

(エ) 市長は、指定避難所を開設したときは、その旨を公示するとともに、受入れすべ

き者を誘導し保護する。 

(オ）市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避

難所の開設状況等を適切に県に報告する。 

ウ 費用 

災害救助法による指定避難所の設置及び受入れのため支出する費用に準じ、その額を

超えない範囲とする。 

エ 開設期間 

災害発生の日から最大限７日以内とする。 

ただし、気象情報等により二次災害発生の危険、住宅の応急修理の状況、応急仮設住

宅の建設状況等を勘案し、開設期間を決める。 

オ 入所する避難者の優先順位等 

大規模災害時は、指定避難所が不足する可能性が想定されることから、指定避難所へ

の入所について、要配慮者を優先的に入居させたり、住宅の被災が軽微でライフライン

が途絶されていない被災者は自宅に留まるように誘導することを検討する。 

 (2) 運営 

ア 指定避難所運営の基本方針 

市は、次の基本方針のもとで、各指定避難所の適切な運営管理を行う。 

(ア) 指定避難所運営支援班の組織 
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本部のもとに、各指定避難所における被災者のニーズ把握、他の市町村等からの

応援ボランティア等の派遣の調整等を行う「指定避難所運営支援班」を組織し、指

定避難所の運営を的確に実施する。 

(イ) 優先順位を考慮した避難者対応 

避難者全員又は要配慮者全員に対する機会の平等性及び公平性だけを重視するの

ではなく、様々な事情を考慮して優先順位を付け、「一番困っている人」から柔軟

に、機敏に、そして臨機応変に対応する。 

(ウ) 地域の被災者に開かれた指定避難所の運営 

指定避難所は、地域の緊急物資の集積場所、情報発信の場所等ともなるため、入

所する避難者のためだけの施設とならないように留意して運営を行う。 

イ 指定避難所の責任者及び連絡員の指定 

市内の小中高等学校を指定避難所として開設したときは、あらかじめ定める施設ごと

に指定避難所の責任者、副責任者及び担当職員が、指定避難所の管理と避難者の保護に

あたる。 

また、その他の施設を指定避難所として開設したときは、施設管理者又は自主防災組

織と連携して、指定避難所の管理と避難者の保護にあたる。 

ウ 指定避難所の運営 

(ア) 適切な運営管理の実施 

市は、指定避難所ごとにそこに受入れしている避難者の状況を早期に把握し、指

定避難所における生活環境に注意を払うとともに、避難が長期化するときは必要に

応じてプライバシーの確保等に配慮する。 

この際、指定避難所における正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等

については、避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有したＮ

ＰＯ及びボランティア等の外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必

要に応じ、他の市町村に対して協力を求める。  

(イ) 防火及び防犯対策 

火災を防止するため、防火担当責任者の指定、喫煙場所の指定、石油ストーブ等

からの出火防止、放火に備えた定期的な巡回警備等の対策を行うとともに、防火の

ための遵守事項、火災発生時の避難方法等を記載し、出入り口等の目立つ場所に掲

示する。 

また、指定避難所の安全確保と社会秩序維持のため、避難者から意見を聞いて照

明の増設等の環境改善を行うとともに、必要により警察官の配置を要請する。 

(ウ) 相談窓口の設置 

市は、指定避難所等に生活、健康問題等に関する相談窓口を設置し、避難者が必

要とする情報を適宜提供する。 

なお、女性及び子供への暴力並びに女性特有の生活及び健康に関する相談に対応

するため、女性相談員による女性専用窓口の設置に配慮する。 
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(エ) 自主防災組織及びボランティアとの協力 

自主防災組織及びボランティア団体等は、指定避難所の運営に関して市に協力す

るとともに、役割分担を明確にし、避難者が自主的に秩序ある避難生活が送られる

よう努める。 

また、避難者は、それに協力する。 

(オ) 自治的な組織運営への移行 

市は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がか

からないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体となって運

営する体制に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。この際、避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域

全体で避難者を支えることができるよう留意する 。 

 (カ) 避難者等の情報把握及び在宅避難者、車中生活を送る避難者等への支援 

市は、それぞれの指定避難所に収容されている避難者、在宅避難者等に係る情報

の早期把握及び避難所で生活せず食料や水等を受取に来ている在宅避難者、やむを

得ず車中生活を送る避難者等に係る情報の把握に努め、国等への報告を行うととも

に必要な支援行う。 

また、民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、避

難行動要支援者等の要配慮者の居場所及び安否の確認に努め、把握した情報につい

て市に提供する。 

エ 給食、給水及び生活必需品の調達及び供給 

避難者に対する給食、給水及び生活必需品の支給は、本章第 20 節「食料、飲料水及び

生活必需品の調達及び供給活動」により実施するが、支給物資の調達を円滑に実施する

ため、避難人員等を速やかに把握する。 

また、畳等がない施設については、マット、シート等を調達し配置する。 

オ 要配慮者に関する運営上の留意及び配慮事項 

指定避難所の運営において、要配慮者に関して次の事項に留意及び対応する。 

(ア) 要配慮者への適切な対応のため、必要に応じて福祉避難室（個室）を設置する。 

(イ) 障害者用トイレが混雑し、本来使用を必要とする障害者の利用の妨げとならない

ように留意する。 

(ウ) バリアフリー化されていない施設を指定避難所とした場合は、速やかに障害者用

トイレ、スロープ等を仮設するよう努める。  

(3) 指定避難所の環境維持 

ア 良好な生活環境の維持 

市は、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努める。 

このため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。 



 □2 〈２.応急〉第15節 避難活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-79 

また、市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイ

アウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

イ 健康及び衛生の確保に関する事項 

(ア) 健康状態及び衛生状態の把握 

市は、必要に応じ、プライバシーの確保状況、段ボールベッド、簡易ベッド、パ

ーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医

師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ又は寒さ対策の必要性、

入浴及び洗濯の機会確保、食料の過不足、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況

等、避難者の健康状態及び指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じ

るよう努める 

 (イ) 指定避難所の衛生管理 

妊産婦、乳幼児等をはじめとする避難者の感染症等の疾病予防、健康悪化防止の

ため、指定避難所内の清潔保持等の衛生管理に努める。 

(ウ) 健康状態が悪化した入居者への対応 

常時の介護及び治療が必要となった避難者については、速やかに社会福祉施設へ

の入所、病院への入院等の手続きを行う。 

また、このような状況を想定し、あらかじめ関係機関と連絡調整を行っておく。 

(エ) 感染症への対応 

市及び県は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡

大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策と

して必要な措置を講じるよう努める。 

また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局

は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 

ウ 家庭動物への対応 

市は、県と連携し、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペース

の確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよ

う、連携に努める。 

エ ホームレスの受入れ 

市は、指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に

関わらず適切に受け入れるよう努める。  

(4) 男女共同参画 

ア 指定避難所運営への女性の参画促進 

市は、指定避難所の運営において、女性が運営役員として参加するよう配慮し、女性

だけの打合せ会を持つなど、女性の参画を推進し、男性に偏った運営体制とならないよ

う配慮する。 

イ 男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）のニーズの違いへの配慮 
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市は、指定避難所の運営において、男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）のニー

ズの違い等に配慮する。 

特に、生理用品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミルク、哺乳ビン、離乳食等の

物資提供、多様な生活者に配慮した物干し場、仕切り、更衣室、授乳室、入浴設備の設

置、男女別及び多目的トイレの確保、生理用品及び女性用下着の女性による配布、避難

所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定又は専用の避難所若しくは救護所の確保、

乳幼児が安全に遊べる空間の確保、男女ペア（女性２名以上）による巡回警備や防犯ブ

ザー配布等による安全性の確保など，女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運

営に努める。 

ウ 女性・子供等への配慮 

市は、避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女

性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する。トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問

わず安心して使用できる場所に設置し、照明を増設する。性暴力・ＤＶについての注意

喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるもの

とする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提

供を行うよう努めるものとする。 

エ 運営参加者への配慮 

市は、避難者が指定避難所運営に参加する場合は、固定的な性別役割分担意識による

ことなく、避難者の自主性を尊重するとともに、役割の固定化により、一部の避難者に

負担が偏らないよう配慮する。 

(5) 外国人への配慮 

市は、外国人に対して、言語、生活習慣、文化等の違いに配慮した運営に努める。 

(6) 情報提供等 

ア 被災者への情報提供 

被災者（入居する避難者以外の被災者を含む）への情報提供を行うため、指定避難所

にラジオ、テレビ、電話、ファクシミリ、パソコン等の通信手段を確保する。 

なお、被災者が必要とする情報は、災害発生からの時間の経過に伴い刻々と変化して

いくことから、被災者のニーズを踏まえた情報を的確に提供するよう努める。 

イ 要配慮者への情報提供 

指定避難所に入居している要配慮者に対して、その生活等に役立つ状況を提供する。

その際、避難行動要支援者等の態様に配慮した方法により、確実に情報が伝達されるよ

う工夫する。 

また、要配慮者が支援して欲しいこと、周囲の避難者に対して知っておいてほしいこ

と等のニーズについて、カード等を活用して把握する。 

ウ 避難行動要支援者の情報提供 

民生委員及び児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、避難行動要

支援者の居場所及び安否の確認に努め、把握した情報について市に提供する。 
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(7) 市職員等の役割 

ア 市職員 

指定避難所に配置された市職員は、自主防災組織等の協力を得て、次の事項を実施す

る。 

 

(ア) 被災者の受入れ 

(イ) 被災者に対する食料及び飲料水の配給 

(ウ) 被災者に対する生活必需品の供給 

(エ) 負傷者に対する医療救護 

(オ) 避難人員の実態把握等に関すること。（氏名、生年月日、性別、住所、支援の必

要性の有無等を記載した避難者名簿の作成、これらの情報の活用等）。 

(カ) 市との連絡調整に関すること。 

(キ) 指定避難所開設の記録に関すること（開設している指定避難所のリスト化等）。 

イ 指定避難所の所有者又は管理者 

市が設定した指定避難所を所有し、又は管理する者は、消防団員等と協力して指定避

難所の開設及び避難した住民に対する応急の救護に協力する。 

７ 学校、幼稚園、保育所、病院等における避難対策 

(1) 避難の計画 

学校、幼稚園、保育所、病院等の管理者は、災害発生時に円滑な避難対策が実施できる

よう、次に掲げる事項等について計画をしておく。 

ア 避難実施責任者 

イ 避難順位及び編成等 

ウ 避難責任者及び補助者 

エ 避難誘導の要領、措置、注意事項等 

オ 避難者の確認方法 

カ 家族等への引渡し方法 

(2) 指定避難所に指定されている教育施設の対応 

学校等教育施設が指定避難所となった場合、当該施設の管理者は、指定避難所が円滑に

運営されるよう市に協力する。 

この場合、管理者は、学校業務に支障のない範囲で、必要に応じた協力及び応援を行う

よう、教職員に指示する。 

教職員は、本来果たすべき児童、生徒及び幼児の安全確保、安否確認、教育活動の早期

正常化等に支障がない範囲で、指定避難所運営への支援に取り組む。 

８ 避難情報の発令等による広域避難 

(1) 市は、災害の予測規模、避難者数等に鑑み、市外への広域的な避難が必要な状況である

と判断した場合において、県内他市町村への広域避難については避難先市町村と直接協議

し、他都道府県の市町村への広域避難については、県に対し、当該他都道府県との協議を



 □2 〈２.応急〉第15節 避難活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-82 

求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、知事に報告した上で、自ら他都

道府県内の市町村に協議することができる。 

(2) 県は、市から協議要求があった場合、他都道府県と協議を行うものとする。 

(3) 市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難の用にも供する

ことについても定めるなど、他市町村からの避難者を受け入れることがで きる施設等をあ

らかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

９ 避難長期化への対処 

(1) 市は、市民の避難が長期化した場合には高齢者、障害者、傷病人等の処遇について十分

配慮する。 

また、避難者の自治組織の結成を促し、指定避難所が自主的に運営されるよう配慮する。 

(2) 市は、災害の規模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、必要に応じ

て、旅館、ホテル等への移動を避難者に促す。 

また、災害の規模等に鑑みて、避難者の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、

応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅、空き家等の利用可能な既存住宅の

あっせん及び活用等により、指定避難所の早期解消に努める。 

(3) 市長は、災害の規模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等に鑑み、市外への

広域的な避難及び指定避難所、応急仮設住宅等での受入れが必要であると判断した場合に

おいて、県内の他の市町村への受入れについて受入れ先市町村に直接協議し、他の都道府

県の市町村への受入れについては知事に対し、当該他の都道府県知事との協議を求める。 

10 帰宅困難者対策 

市及び県は、公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者

に対し、以下の帰宅困難者対策を行う。 

(1) 一斉帰宅抑制に関する対応 

ア 一斉帰宅抑制の広報 

市は、市民、事業所、学校等に対し、国及び県と連携して、テレビ及びラジオ放送等

を通じ、むやみに移動を開始せず、職場、学校等の施設内に留まるよう広報を行う。 

また、必要に応じ、携帯電話、緊急速報メール、ＳＮＳ等の媒体を活用した一斉帰宅

抑制の広報についても検討及び実施する。 

イ 事業所、学校等の対応 

事業所、学校等は、従業員、顧客、児童、生徒及び幼児等及び施設の被害状況を確認

するとともに、行政機関等から提供される災害関連情報等により、施設及び周辺の安全

を確認したうえで、従業員、顧客、児童、生徒及び幼児等を施設内等の安全な場所へ待

機させるよう努める。 

ウ 大規模集客施設等の対応 

大規模集客施設、駅等の管理者は、管理する施設の被害状況を確認するとともに、市、

関係機関等から提供される災害関連情報等により、周辺の安全を確認したうえで、利用
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者を施設内の安全な場所へ保護するとともに、市、警察等と連携し、保護した利用者を

一時的な滞在が可能な施設へ誘導するよう努める。 

なお、男女別のスペースの確保等にも留意するとともに、要配慮者に対しては、特に

十分な配慮を行い、対応するよう努める。 

 

 

(2) 帰宅困難者への情報提供 

市及び県は、災害関する情報、交通機関の状況等について、テレビ及びラジオ放送、携

帯電話、ホームページ等を活用し、情報提供を行う。 

また、鉄道等の広域公共交通機関が被災した場合、バス等の代替公共交通機関の確保と

避難ルートの周知に努める。 

(3) 避難行動要支援者への対応 

市及び県は、自力での移動が困難な避難行動要支援者について、臨時バス、タクシー等

による搬送が必要となることから、関係機関等と連携し搬送手段の確保に努める。 

11 孤立集落の安否確認対策 

(1) 通信手段の確保 

市は、居住地又は指定避難所等が、道路の寸断、土地の水没等により孤立化した場合、

固定電話、携帯電話、防災行政無線、衛星携帯電話等の通信手段により住民自らが安否情

報を発信するよう周知を図る。 

(2) 通信手段途絶時の対応 

孤立した集落の住民は、断線、バッテリー切れ、機械の故障等により通信手段が使用不

可能な場合であっても、旗をたてる、シートを広げる、焚き火により煙をたてるなどの手

段により、生存の証を伝えるよう努める。 

12 広域避難者への支援 

(1) 滞在施設の提供 

市は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に、併せて広域一時滞在の用にも

供することについても定めるなど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施

設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 

また、被災市町村からの広域避難者に対し、公営住宅、民間賃貸住宅の借上げ等による

滞在施設の提供に努める。 

(2) 広域避難者への支援体制の整備 

市は、自らの市からの広域避難者の発生時には、広域避難者に対しても物資等の供給の

ほか必要な情報、支援及びサービスを受取ることのできる体制の整備に努める。 

13 在宅避難者への支援 

(1) 生活支援の実施 

市は、避難者と同様に支援の必要な在宅避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住

宅への避難者等に対し、食料及び物資の供給等の生活支援を行う。 
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それらの支援は、自主防災組織、社会福祉協議会等の共助に基づくネットワークを主体

として進める。 

また、県及び市は、在宅避難者等に対し、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医

療福祉サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努め

る。 

 

(2) 指定避難所等での物資の供給 

市は、在宅避難者及び応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等の人数、必

要とする支援内容等の早期把握に努め、指定避難所等で物資の供給を行う。 

(3) 支援体制の整備 

市は、在宅避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者等が、食料及び

物資の配布の広報並びに必要な情報、支援及びサービスを容易かつ確実に受取ることので

きるよう、支援体制の整備に努める。 

14 避難状況の報告 

市は、指定避難所を開設した場合、速やかに市民に周知するとともに、次の事項について県

東部地方振興事務所をはじめ石巻警察署、自衛隊等の関係機関に連絡を行う。 

(1) 指定避難所開設の日時及び場所 

(2) 箇所数及び受入れ人員（指定避難所ごと） 

(3) 開設期間の見込み 

また、災害の規模等により必要があるときは、緊急援護備蓄物資の供給等を県に依頼す

る。 

15 避難地区の警戒警備 

避難指示指令者は、石巻警察署と連携して、避難地域の安全確保と犯罪の防止に努める。
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第 16 節 応急仮設住宅等の確保 

 

大規模災害により、住宅を失う被災者が多数生じる事態が考えられる。これら被災者は、被災

直後は避難施設等で生活することになるが、その生活が長期間にわたることは避けなければなら

ない。 

このため、応急仮設住宅の整備をはじめ、空き家になっている公営住宅の活用、民間賃貸住宅

の活用、さらには被災住宅の応急修理等を積極的に実施する。 

 

１ 応急仮設住宅の整備及び維持管理 

市は、応急仮設住宅の整備にあたり、安全な用地を確保するとともに、県が直接整備するこ

とが困難な場合において、県からの委任を受けて自ら整備する。 

なお、整備に当たっては、二次災害に十分配慮し、市内の公有地等の安全な用地の確保に努

めるとともに、被災者に係る世帯人数や要配慮者等に十分配慮した仕様及び設計に努める。 

(1) 対 象 

住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者で、自己の資力では住宅を得るこ

とができないと認められる者 

(2) 規模及び構造 

ア １戸あたりの規模は、29.7 ㎡（９坪）を基準とし、費用は、災害救助法が適用された

場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 

イ 建物の構造は、被災者に係る世帯人数、要配慮者の居住等に十分配慮した仕様及び設

計に努める。 

(3) 建設着工及び供与期間 

ア 災害発生の日から原則２０日以内に着工する。 

イ 原則として完成の日から２年以内とする。ただし、災害が大規模に及ぶ等の理由によ

り、やむを得ず２年以上の供与を必要とする場合は、供与期間の延長を行う。 

(4) 設置予定場所 

市の応急仮設住宅の建設地は、原則として資料２－６のとおりとするが、被災者の生業

等の関係でやむを得ない場合は、被災住宅地等のがれきを撤去して、そこに建設する。 

 (5) 維持管理及び運営 

ア 管理体制 

市は、状況に応じ、県からの委託を受け、応急仮設住宅の適切な管理運営を行う。 

市長が委託を受けた場合は、市長と知事との間で、管理委託協定を締結する。 

 

 

 

イ 維持管理上の配慮事項 

災対建設部 災対復興政策部 
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市が委託を受けた場合は、応急仮設住宅の維持管理に当たっては、安心及び安全を確

保するため、消防及び警察との連携を図り、孤独死、引きこもり等を防止するための心

のケア、家庭動物の受入れのルールづくり等を行う。 

また、必要に応じてＮＰＯ及びボランティアとの連携及び協力を得ながら、応急仮設

住宅入居者によるコミュニティの形成並びに自治会の設立及び運営に努める。 

さらに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮

する。 

ウ 運営上の配慮事項 

運営に当たっては、以下の対応に努める。 

(ア) 安心及び安全の確保に配慮した対応 

ａ 防犯ブザー又はホイッスルの携帯の呼びかけ 

ｂ 街灯、夜間照明等の工夫 

ｃ 夜間の見回り（巡回） 

(イ) ストレス軽減、心のケア等のための対応 

ａ 交流の場づくり 

ｂ 生きがいの創出 

ｃ 悩みの電話相談、巡回相談又は相談員の配置 

ｄ 保健師等による巡回相談 

ｅ 女性専用相談窓口の設置及び男性に対する相談体制の整備 

(ウ) 仮設住宅の利用、コミュニティ運営体制等 

ａ 集会所の設置 

ｂ 仮設スーパー等の開業支援 

ｃ 相互情報交換の支援 

ｄ 相談窓口の一元化 

(エ) 女性の参画の推進と生活者の意見反映 

ａ 運営における女性の参画推進 

ｂ 生活者の意見集約と反映 

２ 住宅の応急修理 

(1) 対 象 

住家が半壊、一部損壊（準半壊）、又は半焼し、当面の日常生活が営み得ない状態にあ

り、自己の資力で住宅の修理を実施することができないと認められる者 

(2) 規 模 

修理対象は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分とし、費用は、災害

救助法が適用された場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 

(3) 応急修理期間 

災害発生の日から３か月以内とする。 
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なお、国の災害対策本部が設置された災害においては、災害発生の日から６か月以内に

完了する。 

 (4) 修理住宅の選定 

応急修理対象を選定するため、市は、調査班を編成し、被害程度を調査のうえ選定する。 

３ 応急仮設住宅の入居者及び応急修理対象者の選定 

応急仮設住宅の入居者及び応急修理対象者の選定は、市長が行い、その基準は、概ね次のと

おりとする。 

 (1) 生活保護法の被保護者及び要保護者 

(2) 特定の資産がない失業者 

(3) 特定の資産がない寡婦、母子世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯、病弱者等 

(4) 特定の資産がない勤労者及び中小企業者 

(5) 前各号に準じる経済的弱者 

４ 公営住宅の活用等 

必要に応じ、被災者の住宅確保住宅復興支援策として、公営住宅法に基づく災害公営住宅の

建設等及び既設公営住宅の空き家の活用を図る。 

また、災害規模に応じて市内外の公的住宅の管理者に対し、被災者の一時入居住宅として受

入れを要請する。 

５ 民間賃貸住宅の活用等 

災害救助法に基づく応急仮設住宅の整備には一定期間が必要となるため、また、被災者の避

難所生活の長期化を回避するため、県は、既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まい

を確保することを基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推進、

公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住

まいを早期に確保するものとする。 

また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、応急仮設住宅を速やかに設置

し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。 

市は、被災者の罹災程度の把握及び総合的な相談窓口としての対応を図る。 

６ 応急仮設住宅等の入居者への支援体制の整備 

市は、県等の支援により、被害の規模と地域の実情に応じて、被災者の健康維持と生活を支

えるための活動拠点（サポートセンター等）を設置し、孤立防止のための見守り、所要の保健

福祉活動、生活再建に関する総合的な相談、地域コミュニティの再構築等の支援体制を整備す

る。支援に当たっては、適切な対応が図られるよう、福祉等の関係機関及び団体と連携して情

報の共有化等に取り組む。 

７ 建築資材及び建築技術者の確保等 

(1) 応急仮設住宅の整備等について、市が受任する場合は、建築住宅課が担当し、原則とし

て競争入札による請負とする。 

(2) 応急仮設住宅の整備等に必要な建築資材は、市内の関係業者とあらかじめ協議し、必要

があると認めるときは、供給を要請する。 
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(3) 整備に当たっては、二次災害への十分な配慮を行う。
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第 17 節 相談活動 

 

大規模災害時において、被災者、被災者の関係者等からの家族の消息の問い合わせ、各種相談、

要望等に対応するため、相談活動体制を整備し、防災関係機関とも連携して対応する。 

 

１ 総合相談窓口の役割 

総合相談窓口においては、被災した住民等からの相談に的確に対応する。 

なお、専門性を要する相談等にあっては、各担当窓口に取り次ぐなど、住民の要請に対応す

る。 

２ 総合相談窓口の設置 

(1) 市は、災害発生後、速やかに市役所本庁舎及び鳴瀬庁舎に総合相談窓口を設置する。 

(2) 関係各部は、必要に応じ相談窓口を設置する。 

(3) 相談業務は、県及び関係機関と連携し、即時対応に努める。 

(4) 住民からの相談には、効果的な相談業務等を行う。 

３ 相談窓口設置の周知 

(1) 各部で相談窓口を設置したときは、総務部に報告する。 

(2) 総務部は、総合相談窓口及び各部相談窓口の設置について、市ホームページをはじめ、

市防災行政無線、マスコミ報道等を活用し、広く市民に周知する。 

４ 報告 

(1) 窓口担当職員は、相談内容等を記録し、総務部に報告することとし、総務部で取りまと

める。 

(2) 各部における相談内容等は、それぞれの部で記録する。総務部は、必要に応じ各部から

報告を求めることができる。 

５ 関係機関との連携 

住民からの相談等で十分な情報がないものについては、関係各部、県及び関係機関と連絡を

取り、速やかに情報を収集し、即時対応に努める。 

６ 広聴活動（相談窓口の設置） 

災害発生後速やかに、被災者等からの相談に対応するため、市及び関係機関による総合的な

窓口を設置する。 

相談内容別の担当は、次のとおりとする。 

  

全部 
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相談内容 担当部 

災害全般、被災証明関係 災対総務部 

応急仮設住宅管理関係 災対復興政策部 

罹災証明関係、住家等被害調査及び災害廃棄

物関係 
災対市民生活部 

社会福祉、児童福祉及び保健医療関係 災対保健福祉部 

農林水産及び商工観光関係 災対産業部 

土木及び建築関係 災対建設部 

教育関係 災対教育部 

７ 安否情報の提供等 

市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等の人命に関わるような災害発生直後の緊急

性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、防災関係機

関等と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるおそれ

がある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個

人情報の管理を徹底するよう努める。
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第 18 節 要配慮者・避難行動要支援者への支援

活動 

 

大規模災害時には、特に要配慮者に対するさまざまな応急対策が必要となる。 

このため、市は、関係機関と連携し、必要な諸施策について速やかに実施する。 

 

１ 高齢者、障害者等への支援 

災害時には、高齢者、障害者等の要配慮者に対し、救助、避難誘導、福祉サービスの提供等

を状況変化に応じて的確に行うことが必要である。 

市は、災害時には，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿

及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等

が行われるように努める。  

(1) 避難行動要支援者名簿を活用した避難支援等 

ア 高齢者等避難等の発令及び伝達 

市は、避難支援等関係者による、避難行動要支援者名簿を活用した着実な情報伝達及

び早い段階での避難行動を促進できるよう、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保

の発令等及び伝達に当たって、以下の事項に配慮及び留意する。 

(ア) 高齢者、障害者等にも分かりやすい言葉や表現、説明等を用いることにより、一

人ひとりに対して的確に伝わるように配慮する。 

(イ) 同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等が異なることに留意する。 

(ウ) 高齢者、障害者等のニーズに合う情報を選んで流すなど、情報伝達の内容につい

て配慮する。 

(エ) 緊急かつ着実に避難情報が伝達されるよう、各種情報伝達の特徴を踏まえ、市防

災行政無線及び広報車による情報伝達に加え、緊急速報メールを活用するなど、複

数の手段を有機的に組み合わせるよう配慮する。 

イ 避難支援等関係者等の対応原則 

避難支援等関係者は、平常時から名簿情報を避難支援等関係者に提供することに同意

した避難行動要支援者に対して、名簿情報に基づいて避難支援を行う。 

また、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが大前

提であるため、市は、避難支援等関係者等が、地域の実情、災害の状況等に応じて、可

能な範囲で避難支援等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮する。 

ウ 避難行動要支援者の安否確認の実施 

市は、安否確認を行う際には、避難行動要支援者名簿を有効に活用する。 

安否未確認の避難行動要支援者がいる場合には、避難行動要支援者名簿を活用し、在

宅避難者等の安否確認を進める。 

災対市民生活部 
災対保健福祉部 
災対産業部 
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また、安否確認を行ったが応答がない場合には、現地に最寄りの指定避難所から人を

派遣するなどにより状況を把握するなどして、指定避難所への移動等の必要な支援を行

い、救える命が失われないように必要な対応をする。 

なお、避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった者への対応につい

ては、別途詳細な事項を定めた基本計画に基づき適切に対応する。 

エ 災害派遣福祉チームの活動 

高齢者・障害者等の災害時の福祉支援が適切に行われるよう、知事からの要請に応じ

て派遣された災害派遣福祉チームは、市の指示のもと、ＮＰＯ・ボランティア関係団体

等と連携し、活動を行う。 

(2) 安全確保及び引き継ぎ 

ア 安全確保 

(ア) 社会福祉施設等在所者 

市は、安否確認を行った施設在所の避難行動要支援者等（入所者、従事者等）に

対して、施設の構造及び利用者の身体的特徴を考慮した避難誘導等を行うとともに、

施設の危険箇所等の応急修理を行う。 

(イ) 社会福祉施設等以外の要配慮者 

市は、安否確認を行った要配慮者に対して、状況に応じ避難誘導等を行う。 

なお、上記と併せて、指定避難所等を中心に被災による新たな要配慮者を把握す

る。 

また、避難行動要支援者名簿の記載対象とされていない要配慮者に対しても、自

治会、町内会等との連携により把握及び対応に努める。 

イ 引き継ぎ 

避難支援等関係者は、要配慮者の支援を行う社会福祉施設、指定避難所、福祉避難所

等の責任者に対して、避難行動要支援者及び名簿情報を引き継ぐ。 

(3) 支援体制の確立と実施 

ア 施設従事者及び必要な物資の確保 

市は、施設従事者並びに日常生活及び福祉サービスに必要な物資の不足状況を把握し、

関係機関と連携し確保する。 

次の緊急支援を実施する場合にも、必要となるマンパワー並びに日常生活及び福祉サ

ービスに必要な物資を同様に確保する。 

イ 緊急支援 

(ア) 受入れ可能施設の把握 

市は、関係機関と連携し、被災による要配慮者の受入れ可能な各社会福祉施設等

を把握する。 

(イ) 福祉ニーズの把握と支援の実施 

ａ 市は、要配慮者の福祉ニーズを把握し、本人の同意を得た場合には、関係機関

と施設への入所等に係る調整を行う。 
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ｂ 本人が在宅で福祉サービスを望む場合は、関係機関と調整しホームヘルパー等

（ボランティア含む）の派遣、車椅子等の手配等を社会福祉団体、ＮＰＯ・ボラ

ンティア団体等の協力を得て計画的に実施する。 

(ウ) 福祉避難所の開設 

市は、福祉避難所の対象となる避難者がおり、福祉避難所の開設が必要と判断す

る場合は、福祉避難所を開設し、関係機関及び各指定避難所に対し、福祉避難所の

開設について周知するよう努める。 

(エ) 相互協力体制 

市は、社会福祉協議会、民生委員及び児童委員、ケアマネジャー、介護職員等の

福祉サービス提供者、障害者団体等の福祉関係者、要配慮者の近隣住民（自主防災

組織等）、ボランティア組織等との連携により、要配慮者の安全確保に関する相互

協力体制により援護を行う。 

(オ) 市は、要配慮者に配慮して、被災地域以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住

宅、旅館、ホテル等を指定避難所として借り上げるなど、多様な指定避難所の確保

に努める。 

ウ 指定避難所での支援 

(ア) 支援体制の確立 

市は、要配慮者が指定避難所に避難した場合には、福祉団体関係者及び福祉ボラ

ンティアに加え、必要に応じガイドヘルパー、手話通訳者等による支援体制を確立

する。 

特に、障害者用の装具及び医薬品、育児用品、介護用品等の福祉用品は、代替が

難しく、被災直後は確保が難しい面もあることから、近隣福祉施設へ支援を要請す

るなど速やかに対処する。 

(イ) 健康状態への配慮 

アレルギー症状、糖尿病、高血圧等の食事療法が必要な要配慮者に対しては、事

前の聞き取り調査等から得られる情報を基に個別に対処する。 

また、要配慮者に向けた情報の提供についても、十分配慮する。 

(ウ) 専門職による相談対応 

市は、県と連携して、被災地及び指定避難所における要配慮者に対し、災害によ

るショック及び避難生活の長期化に対応するため、社会福祉士、介護福祉士、児童

相談員等の専門職による相談等の対応を行う。 

(エ) 福祉避難所への移送 

市等は、指定避難所に避難した要配慮者について、福祉避難所への移送が必要と

判断する場合は、開設した福祉避難所に移送を行う。 
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エ 応急仮設住宅の設置 

応急仮設住宅への入居に当たっては、要配慮者に十分配慮し、特に高齢者及び障害

者は指定避難所等での健康状態に応じて、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者及び

障害者に配慮した応急仮設住宅の設置等に努める。 

また、入居者が従来のコミュニティを維持できるよう配慮する。 

２ 外国人への支援活動 

市は、県と連携し、次のとおり迅速に外国人の被災状況、避難状況に関する情報収集を行う

とともに、外国人が孤立しないよう、各種情報の収集及び提供ができる体制の整備等を行う。 

なお、支援活動においては外国人旅行客等についても念頭に置いた対応を行い、被災地に生

活基盤を持ち、避難生活や生活再建に関する情報を必要とする外国人と、早期帰国等に向けた

交通情報を必要とする外国人旅行客等は行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ、それぞ

れに応じた迅速かつ的確な情報伝達を行う。 

(1) 市防災行政無線、広報車等により、外国語による広報を行い、外国人の安全かつ迅速な

避難誘導を行う。 

(2) 地域住民、自主防災組織、関係団体等と連携し、外国人の被災状況、避難状況に関する

情報収集を迅速に行う。 

(3) 災害情報等を掲示する場合、災害時多言語表示シート等による外国語での掲示も行い、

外国人の不安の解消を図る。 

(4) 「相談窓口」等を開設し、災害発生時支援に関する外国人のニーズの把握を行う。 

(5) 通訳者が必要な場合は、通訳ボランティア制度を活用し、県に対して通訳者の派遣を要

請する。 

３ 観光客等への支援 

市は、ホテル、旅館等の観光施設管理者と連携し、災害発生時の旅行者への安全な避難誘導

を行うとともに、家族等からの安否確認の問い合わせについて対応する。 
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要配慮者の態様及びニーズに配慮した応急対策一覧 

配慮すべき項目 実 施 機 関 対象者 

【避難受入れ等】 

○避難行動要支援者等の状況把握 

・安否確認及び保健福祉サービスの要否等 

市 避難行動要支援者等 

○災害情報、避難情報の周知 

・避難行動要支援者等の態様に配慮した方

法による確実な伝達 

市及び関係機関 避難行動要支援者等 

○避難誘導 

・傷病者、高齢者、障害者、児童等の優先

的避難誘導 

・必要に応じて傷病者、高齢者、障害者、

児童等を車両により移送 

市及び関係機関 避難行動要支援者等 

○指定避難所での生活環境の整備 

・避難施設の整備（福祉避難所を含む） 

段差解消、スロープの設置、洋式仮設

トイレの設置等 

・医薬品、介護機器等の手配及び確保 

車椅子、障害者用携帯便器等 

・要配慮者に対する相談体制の整備 

市、県及び関係機関 要配慮者 

○情報提供体制の確保 

・文字放送テレビ、ファクシミリ等の設置 

・手話通訳者及び外国語通訳者の派遣 

・外国語による広報及び掲示 

・インフォメーションセンターの設置等 

市、県及び関係機関 傷病者、高齢者及び

外国人 

○医療機関、社会福祉施設等への緊急受入

れ、里親への委託等 

・受入れ先の確保 

・安全な移送体制の整備 

・支援の必要性の高い者から優先的に受入

れ 

市、県及び関係機関 傷病者、高齢者、障

害者及び児童 

○応急仮設住宅等の確保 

・高齢者及び障害者向けの応急仮設住宅の

設置 

・高齢者、障害者、児童等の応急仮設住宅

への優先的入居 

市及び県 傷病者、高齢者、障

害者及び児童 

【生活必需品等】 

○要配慮者のニーズに応じた物資（介護用

品、育児用品等）の調達及び確保並びに要

配慮者に対する優先的供給及び分配 

 

 

市、県及び関係機関 

 

傷病者、高齢者、障

害者及び児童 

【保健衛生、防疫等】 

○心身両面の健康管理 

・メンタルケア、巡回健康相談等の実施 

 

市、県及び関係機関 

 

傷病者、高齢者、障

害者及び児童 

○保健福祉サービスの提供 

・ホームヘルパー及びガイドヘルパーの派

遣 

・入浴サービス等の実施 

市、県及び関係機関 傷病者、高齢者、障

害者及び児童 
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【ライフライン等】 

○医療機関、社会福祉施設等の施設機能の早

期回復 

・ライフラインの優先的復旧 

・医薬品、介護用品、日常生活用品等の補

給 

・マンパワーの確保等 

 

市、県、関係機関、

医療機関、社会福祉

施設等 

 

入院患者、入所者等 

【広域相互応援等】 

○応援体制の整備 

・応援内容の選定、参集方法、交替方法等

の調整 

職 員…医師、看護師、保健師、介護職

員、社会福祉主事、生活指導

員、手話通訳者等 

車 両…移動入浴車、小型リフト付車

両、ストレッチャー車等 

資機材…医療機器、ストレッチャー、車

椅子、医薬品、介護用品等 

・備蓄物資等の集積方法等の調整 

 

市、県、関係機関、

医療機関、社会福祉

施設等 

 

要配慮者 

○受援体制の整備 

・応援要請先、応援場所、応援内容、応援

期間、指揮者等の調整 

・応援職員等の待機（宿泊）場所の確保等 

市、県、関係機関、

医療機関、社会福祉

施設等 

要配慮者 
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第 19 節 愛玩動物の収容対策 

 

大規模災害発生に伴い、所有者不明の動物及び負傷動物が多数生じるとともに、指定避難所に

おける動物同伴者等の問題も生じることが予想される。 

市は、動物愛護の観点から、これら動物の保護及び適正な飼育に関し、関係機関及び関係団体

との協力体制を確立しながら必要な施策を実施する。 

 

１ 被災地域における動物の保護 

(1) 所有者の確認 

市は、飼い主のわからない被災した動物について、県、獣医師会等関係団体をはじめ、

動物愛護ボランティア等と協力し、動物の保護を行うとともに、所有者の発見に努める。 

(2) 負傷動物への対応 

負傷動物を発見したときは、保護収容し、獣医師会と連携し、治療等の必要な措置を講

じる。 

なお、危険動物が飼養施設等から逸走した場合は、飼養者、警察官等と連携し、人への

危害を防止するために必要な措置を講じる。 

２ 指定避難所及び仮設住宅における動物の適正な飼育 

市は、県と協力して、飼い主とともに避難した動物の飼育について適正な飼育の指導等を行

うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。

災対市民生活部 
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第 20節 食料、飲料水及び生活必需品の

調達及び供給活動 

 

市は、大規模災害時における市民の基本的な生活を確保するため、物資調達・輸送調整等支援

システムを活用し備蓄状況の確認を行うとともに、被災者の食料、飲料水、マスク、消毒液、燃

料、毛布等の生活必需品に対する要望、指定避難所で不足している物資等を的確に把握し、関係

団体等と連携を図りながら迅速かつ円滑な調達及び供給活動を行う。 

なお、被災状況の程度、避難の長期化に伴うニーズの変化等を踏まえ、時宜を得た物資の調達

に配慮するとともに、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症拡大防止に必要な

物資をはじめ、暑さ・寒さ対策としての空調など、被災地の実情を考慮して調達及び確保を行う。 

また、調達物資の選定に当たっては、要配慮者並びに女性及び子育て家庭の避難生活、アレル

ギー対策、避難生活の長期化における栄養バランス等について配慮する。 

 

１ 食料の供給活動 

(1) 食料の調達 

ア 市による調達 

(ア) 市は、備蓄食料を放出するとともに、農業協同組合、商工会等の協力を得て、市

内小売業者等から食料を調達し、必要数量及び品目を確保する。 

(イ) 市長は、あらかじめ締結している協定等に基づき、他の市町村、関係団体等の長

に対し、物資の供給要請を行う。 

(ウ) 日持ちしないなど備蓄に適さない食料、全ての必要数を備蓄することが困難な物

資、発災から一定時間経過後に必要となる物資等については、関係事業者等との協

定により調達を図るなどして、確保する。 

（エ） 市は、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメント

の実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

イ 米穀の調達要請 

(ア) 調達 

市長は、災害が発生した場合又はそのおそれがある場合において、自らの調達で

は食料が不足するときは、知事を通じて農林水産大臣に対し、給食に必要な米穀

（以下「応急用米穀」という。）の調達を申請する。 

ただし、災害救助法が適用された場合においては、知事及び市長は、「米穀の買

入れ、販売等に関する基本要領」（平成 21 年５月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食

料局長通知）に基づき、政府所有の米穀（以下「災害救助用米穀」という。）を調

達する。 

ａ 応急用米穀 

知事は、市長の申請に基づき、必要な応急用米穀の数量等について、農林水産

大臣に対し要請するとともに、農林水産大臣は、知事からの要請を踏まえて、米

災対教育部 災対水道部 
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穀販売事業者に対して手持ち精米を、知事又は知事の指定する者（知事又は市長

が取扱者として指定した米穀小売業者等。以下「取扱者」という。）に売却する

よう要請する。 

また、農林水産大臣は、必要に応じ、政府所有米穀を供給する。 

ｂ 災害救助用米穀 

知事は、市長からの要請等を踏まえ、必要な災害救助用米穀の引渡しに関する

情報（希望数量、引渡し場所、引渡し方法等）について、農林水産大臣に要請す

る。 

市長は、直接農林水産大臣に要請した場合は、速やかに知事に連絡することと

し、知事は必要な災害救助用米穀の引渡しに関する情報（希望数量、引渡し場所、

引渡し方法等）について、農林水産大臣に要請する。 

(イ) 供給 

ａ 応急用米穀 

知事は、農林水産大臣から直接購入した応急用米穀を市長に供給する。 

市長は、知事から供給を受けた応急用米穀又は届出事業者から直接売却された

応急用米穀を被災者及び災害救助活動従事者に供給する。 

市長は、供給を受けた応急用米穀の全体の数量等について、県に報告する。 

ｂ 災害救助用米穀 

知事は、農林水産大臣と売買契約書により契約を締結したうえで、農林水産大

臣が受託事業者に対して、県又は取扱者へと引き渡すよう指示した災害救助用米

穀を、市長に供給する。 

市長は、知事から供給を受けた災害救助用米穀を被災者及び災害救助活動従事

者に供給する。 

市長は、災害救助用米穀の引渡しを受けたときは、速やかに知事に対して当該

引渡しを受けた災害救助用米穀の日別及び倉庫別の種類、等級、数量等を報告す

る。 

 

緊急時における食料（精米）の供給体制略図 

 

 

 

 

 

 

 

※実線：県を通じて要請する場合 点線：県を通じて要請することが困難な場合 

 

届出事業体 
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指導 
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（災害救助用米穀） 
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ｃ 供給数量 

(ａ) 応急用の米穀及び災害救助用米穀についての供給数量は、１人あたりの供

給数量に、市の要請に基づき県が必要と認める受給者の数と期間の日数を乗

じて得た数量とする。 

(ｂ) １人あたりの供給数量は、次のとおりとする。 

罹災者に対し、炊き出しによる給食を

行う必要がある場合 

１食あたり 200 精米グラムの範囲内で

知事が定める数量 

災害地における救助作業、急迫した災

害の防止及び緊急復旧作業に従事する

者に対して、給食を行う必要がある場

合 

１食あたり 300 精米グラムの範囲内で

知事が定める数量 

ウ 副食、調味料等の調達 

市は、備蓄食料を放出するとともに、農業協同組合、商工会等の協力を得て、市内小

売業者等から食料を調達し、必要数量及び品目を確保する。それでも不足する場合には、

県及び周辺市町村に対し、調達を要請する。 

(2) 炊き出しの実施 

ア 炊き出し担当等 

(ア) 炊き出し担当は災対教育部とし、災害を受けていない自主防災組織等に対し炊き

出しについての協力を要請し、指定避難所内又はあらかじめ指定した場所において

炊き出しを実施する。 

(イ) 炊き出し現場に現場責任者を配置し、現場責任者は現場の指導及び関係事項の記

録を行う。 

(ウ) 市において直接炊き出しすることが困難な場合又は米飯業者等に注文することが

実情に即すると認められる場合は、炊き出しの基準等を明示し、業者から購入し供

給する。 

イ 受給対象者 

災害により、一時的に食生活を保護しなければならない場合の受給対象者は、次のと

おりとする。 

(ア) 指定避難所に受入れされた者 

(イ) 住家の被害が全半壊（焼）、流失、床上浸水等のため炊事のできない者 

(ウ) 旅館の宿泊人及び一般家庭の来訪者 

(エ) 被害を受け、一時縁故先等に避難する者 

(オ) 床下浸水ではあるが自宅において自炊不可能な者 

ウ 供給品目及び数量 

(ア) 主食 

応急的な米穀の炊き出しによる。 

(イ) 副食物（野菜、果実、乳製品等） 

費用の範囲内でその都度定める。 
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(ウ) 数量 

主食は、１人１食あたり 200ｇ以内とする。 

(エ) その他 

供給する食料の選定に当たっては、アレルギー対策、避難生活の長期化における

栄養バランス等について配慮する。 

エ 費用及び期間 

(ア) 費用 

炊き出しに要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準じ、そ

の額を超えない範囲とする。 

(イ) 期間 

炊き出し等による食品の給与を実施する期間は、原則として災害発生の日から７

日以内とする。 

オ 炊き出しの実施場所 

炊き出しの実施場所は、本章第 15節「避難活動」に定めた指定避難所とする。 

(3) 調達及び救援食料の集積場所 

調達食料及び救援食料の集積場所は、あらかじめ定めておく。（資料８－２参照） 

(4) 調達及び救援食料の配分方法 

ア 配分担当等 

(ア) 食料品の配分担当は、災対教育部とする。 

(イ) 食料品の配分を適切に行うため、集積場所ごとに班を編成して自主防災組織等の

協力を得て行う。 

イ 配分要領 

(ア) 炊き出し食料の配分（(2)のアの(ア)の配分） 

炊き出し担当の責任者は、数量等を把握し、配分担当者から一括配分を受ける。

炊き出し担当の責任者が被災者に配分する際は、受給者名を記録し、適切な配分を

期する。 

(イ) 個人に対する配分（(2)のアの(イ)の配分） 

配分担当者は、受給者名を記録するとともに、自主防災組織等を通じ配分する。 

(ウ) 応急対策従事者に対する配分（(2)のアの(ウ)の配分） 

配分担当者は、各応急対策従事者の責任者に対し、所要数量を配分する。 

２ 給水活動 

(1) 飲料水の供給方法等 

ア 給水対象者 

被害を受け、現に飲料水を得ることができない被災者とするほか、医療機関等に対す

る供給を確保し医療業務に支障のないよう配慮する。 
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イ 給水量 

災害発生からの日数 目標数量 主 な 給 水 方 法 

災害発生～３日まで ３ℓ／人・日 給水車等による運搬給水 

４日～10 日まで 20ℓ／人・日 配水幹線付近の仮設給水栓 

11 日～21 日まで 100ℓ／人・日 配水支線上の仮設給水栓 

22 日～28 日まで 被災前給水量 
仮配管からの各個給水及び

共用栓 

ウ 給水期間 

災害発生の日から原則として７日以内の期間とする。 

ただし、長期にわたる場合は、その都度実状に応じ対処する。 

エ 費用 

給水に要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準じ、その額を超

えない範囲とする。 

オ 給水方法 

(ア) 飲料水が汚染したと認められるときは、給水を停止するとともに、石巻地方広域

水道企業団は、水質検査を実施し、ろ過消毒により浄水した飲料水が、水質基準を

満たすことを確認してから供給する。 

(イ) 給水が不能になった場合は、次のとおり飲料水を供給する。 

ａ 汚染の少ないと思われる井戸、湧水、浄水場等の原水をろ過消毒し供給する。

給水に当たっては、水質基準を満たすことを確認してから行う。 

ｂ 被災地において水源を確保することが困難なときは、被災地に近い水源地又は

他市町から搬送給水する。 

ｃ 石巻地方広域水道企業団は、給水タンク、給水用ポリ容器、給水用ポリ袋、臨

時給水栓、給水車等により供給する。 

(ウ) 給水を必要とする地域が広範にわたるとき、又は災害により混乱し、車両通行が

困難であるときは、被災者の指定避難所又は一定の集落等を単位に給水場所を指定

して供給する。 

(エ) 給水に当たっては、医療機関等の重要施設への給水確保について考慮する。 

(2) 給水資機材の調達等 

被災者に対する飲料水、浄水薬品等は、次により確保する。 

ア 給水資機材の調達 

(ア) 地域内の業者等とあらかじめ協議し、所要数量を確保する。 

ただし、関係業者が被害を受け地域内で給水資機材を調達できない場合は、知事

又は隣接市町長に対し調達のあっせんを依頼する。 

(イ) 石巻地方広域水道企業団で有する給水資器材の備蓄品は、次表のとおりである

（令和３年９月１日現在）。 

 



 □2 〈２.応急〉第20節 食料、飲料水及び生活必需品の調達及び供給活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-103 

給水タンク 積載用車両 加圧式給水車 応急給水資器材 
所有者及び

保管場所 

電話 

番号 

可搬式 

2.0 ㎥ ４基 

1.5 ㎥ ３基 

1.0 ㎥ ７基 

組立式 

1.0 ㎥ ３基 

1.5ｔトラック 

１台 

２ｔトラック 

１台 

3.8 ㎥ １台 

2.0 ㎥ ２台 

給水用ポリ容器 

20ℓ 2,400 個 

給水用ポリ袋 

10ℓ 300 枚 

６ℓ 20,200 枚 

石巻地方広

域水道企業

団 

95- 

2847 

(3) 水道施設の応急措置 

ア 給水業務への応援要請 

災害により飲料水が得られない地域が広範にわたり、市内での飲料水の確保が困難又

は石巻地方広域水道企業団が行う給水体制で十分に市民に対し飲料水を供給することが

困難であると認められ、かつ石巻地方広域水道企業団より自衛隊への応援要請があった

場合、本市は、本章第 10 節「自衛隊の災害派遣」の規定に基づき、自衛隊に対する出動

要請をする。 

なお、所轄は、石巻地方広域水道企業団とする。 

イ 応急措置の重点事項は、次のとおりとする。 

(ア) 市は、有害物等の混入防止及び井戸等補給用水源の広報 

(イ) 石巻地方広域水道企業団は、取水、導水、浄水施設等の保守点検及び漏水調査 

(ウ) 市は、井戸水の滅菌使用等による飲料水最低量確保 

(4) 他機関への応援要請 

災害により、水道施設が被害を受けた場合は、被害状況を調査し、応急的な復旧工事を

実施し、飲料水供給の早期回復を図る。 

ア 資材等の調達 

応急復旧用資材等は、石巻地方広域水道企業団の備蓄品のほか市内指定工事店から調

達するが、必要と認めるときは、知事に対し資材及び技術者のあっせんを要請する。 

イ 給水資材及び災害復旧資材の応援要請 

市内で確保できる給水資材及び施設災害復旧資材が不足するときは、関係業者への資

材による応援を要請し円滑なる給水計画の遂行に努める。 

３ 衣料、生活必需品等の供給活動 

(1) 衣料、生活必需品等の給与又は貸与の要領 

ア 対象者 

住家の全半壊（焼）、流失又は床上浸水により、生活上必要な被服、寝具等の生活必

需品等をそう失し、又はき損し、日常生活に困難をきたしている者とする。 

イ 品目 

(ア) 被服、寝具及び身廻り品 

(イ) 日用品 

(ウ) 炊事道具及び食器 

(エ) 光熱材料 
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(オ) 緊急用燃料 

(カ) その他 

ウ 費用 

衣料、生活必需品等の給与又は貸与に要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用

された場合に準じ、その額を超えない範囲とする。 

エ 期間 

災害発生の日から、原則として 10日以内とする。 

(2) 衣料、生活必需品等の調達 

ア 調達担当 

調達担当は、災対教育部とする。 

イ 調達方法 

(ア) 市は、備蓄物資を放出し、また、商工会等の協力を得て、市内小売業者等から物

資を調達し、必要数量及び品目を確保する。 

(イ) 市は、甚大な被害を受けたことにより、自ら生活必需品の調達及び供給が困難な

場合は、広域応援協定を締結している周辺市町村、県、厚生労働省等に協力を要請

する。 

(ウ) (ア)及び(イ)により要請を行い、確保できない場合、県に対し物資の供給要請を

行う。 

(エ) 市は、被災者に対する迅速かつ的確な供給を行う。 

(オ) 供給する物資の選定に当たっては、要配慮者並びに女性及び子育て家庭の避難生

活等について配慮する。 

ウ 調達物資の集積場所 

調達物資及び義援による物資の集積場所は、資料８－２のとおりとする。 

(3) 救助物資の配分 

ア 配分担当等 

配分担当は、災対教育部とし、救助物資の配分を適切に行うため、各地区に協力員を

配置する。 

イ 配分方法 

(ア) 災対教育部長は、衣料、生活必需品等を給与又は貸与する必要があると認める被

災者を調査し、救助物資配分計画を策定する。 

(イ) 物資管理者は、救助物資配分計画により、各地区協力員の協力を得て、被災者に

配分し、受領書を徴する。 

(ウ) 救助物資配分計画は、次の事項を明確にする。 

ａ 救助物資を必要とする被災者数（世帯人員ごととする。） 

ｂ 救助物資の品名及び数量 

ｃ 救助物資の受払い数量 
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４ 物資の輸送体制 

市は、あらかじめ締結した協定等に基づき、運送事業者に対して、緊急物資輸送への協力を

要請する。 

５ 義援物資の受入れ及び配分 

(1) 義援物資の受入れ 

ア 市は、義援物資の募集が必要と認められる災害の発生時には、日本赤十字社宮城県支

部等の関係機関と相互に連携を図りながら、義援物資受入れ窓口を設置し、義援物資の

募集及び受入れを開始する。 

イ 義援物資の募集に当たっては、報道機関等と連携し、義援物資の受入れ方法等につい

て広報及び周知を図る。 

なお、災害応急対策を迅速かつ的確に推進するため、義援物資の受入れ方法について

は、品目及び数量を事前に限定し、併せて供給活動をスムーズに行うため流通ネットワ

ークを保持している団体、企業等に優先的に働きかけを行う。 

ウ 事前に義援物資の保管先等を確保し、配分作業が円滑にできるよう努める。 

(2) 義援物資の配分 

ア 義援物資の配分に当たっては、日本赤十字社宮城県支部等の関係機関と調整を行い、

迅速かつ適切に配分する。 

なお、義援物資の仕分け、配布に当たっては、必要に応じてボランティア団体等の協

力も得ながら行う。 

イ 必要配分数量を把握するため、避難者等の情報を的確に収集するとともに、必要に応

じて仕分け及び配布作業にあたるボランティア団体等に情報提供を行う。 

ウ 義援物資の配送に当たっては、宮城県トラック協会等の組織的な流通ネットワークを

保持している団体及び企業を中心として協力を要請する。 

６ 燃料の調達及び供給 

市は、災害発生時における災害応急対策車両への優先給油を行い、災害対応力の強化に努め

る。 

また、事前に指定のできない県外からの応援車両、応急復旧等に必要な工事車両及び調査等

を実施する車両に対しても、優先給油が行えるよう関係機関等との調整に努める。
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第 21 節 防疫及び保健衛生活動 

 

被災地、特に指定避難所においては、生活環境の悪化に伴い、被災者が感染症の病原体に対す

る抵抗力の低下等の悪条件にさらされるため、迅速かつ強力な防疫措置を実施し、感染症まん延

の未然防止に万全を期するとともに、被災者の健康状況等に十分配慮した保健衛生活動を実施す

る。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受入

れ、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア関係団体の協力を得つつ、

計画的に実施する。 

 

１ 防疫 

(1) 防疫活動班の編成 

市は、防疫業務を実施するため、環境衛生推進員等をもって編成する。 

(2) 連絡通知等 

市長は、感染症の発生又は発生するおそれがある事実を知った場合及び防疫を実施する

場合は、知事に連絡し、必要な対策、指示等を受ける。 

市は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114

号）（以下「感染症予防医療法」という。）に定めるところにより、知事の指示に基づき、

速やかに防疫活動を実施する。 

(3) 防疫消毒 

市は、浸水区域等について速やかに消毒活動を行う。 

なお、消毒に要する１戸あたりの使用薬剤の基準は、概ね次のとおりとする。 

災害の程度 

薬     品     名 

クレゾール 普通石灰 
クロールカルキ

（井戸） 

床上浸水 

（全壊及び半壊並びに流失

を含む） 

200cc ６㎏ 200cc 

床下浸水 50cc ６㎏ 200cc 

(4) ねずみ族、昆虫等の駆除 

感染症がまん延し、又はまん延のおそれがあるときは、ねずみ族、昆虫等の駆除を実施

し、実施要領は、感染症予防医療法施行規則（平成 10 年厚生省令第 99 号）第 15 条に定め

るとおりとする。 

(5) 健康診断 

健康診断は、指定避難所、浸水地域及び衛生環境の良好でない地域を優先して、県に協

力して行う。 

災対保健福祉部 
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(6) 臨時予防接種 

被災地の感染症発生を予防するため、種類、対象、期間等を定めて、県の指示により臨

時予防接種を実施する。 

(7) 入院等の措置 

被災地における感染症患者又は病原体保有者の発生時は、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律及び同施行規則に基づいた対応をとり、必要に応じ保健所に

報告する。 

(8) 避難施設の防疫措置 

避難施設を開設したときは、県の指導を得て防疫活動を実施し、避難者の健康管理を図

る。 

ア 防疫に関する協力組織 

避難施設の管理者は、衛生に関する自治組織の編成を指導して、その協力を得て防疫

の万全を図る。 

イ 防疫活動は、次の事項に重点をおいて行う。 

(ア) 健康診断 

(イ) 防疫消毒の実施 

(ウ) 集団給食の衛生管理 

(エ) 飲料水の管理 

(オ) その他施設内の衛生管理 

(9) 防疫薬剤の調達 

防疫薬剤は、市内の関係業者から調達するが、調達不可能の場合は、知事に調達あっせ

んの要請を行う。 

２ 保健衛生 

(1) 健康調査及び健康相談 

ア 保健指導及び健康相談の実施 

県保健所の協力を得て、看護師、保健師等が、個別訪問を行うとともに、定期的に指

定避難所、応急仮設住宅等を巡回することにより、被災者の健康状態を調査する。 

また、要配慮者に配慮しながら必要に応じ保健指導及び健康相談を実施する。 

これらを実施する際には、女性の相談員も配置するよう配慮するとともに、住まい及

び仕事の確保並びに地域の人間関係づくりのための茶話会、季節行事等と併せて相談等

を実施することにより、総合的な対応を図るよう努める。 

イ 指定避難所及び仮設住宅での配慮 

十分な空調設備の無い指定避難所及び仮設住宅においては、室温の上昇に伴う熱中症

の発生が危惧されることから、市は、室温調節、こまめな水分補給体制等の対策に努め

るよう指導する。 
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特に、高齢者は、エコノミークラス症候群（深部静脈血栓塞栓症）及び生活不活発病

になりやすいため、他者とのコミュニケーションが図れるよう配慮するとともに、適度

に体を動かせる機会を提供するなど、心身機能の低下を予防するよう、指導を行う。 

ウ 指定避難所サーベイランスシステムの導入 

市は、「指定避難所サーベイランスシステム」の導入により、感染症の拡大を未然に

防止するとともに、避難者の健康状態の把握に努める。 

エ 医療体制の確保 

市は、高血圧、糖尿病等の慢性疾患患者、ガン、心筋梗塞等の患者の医療体制及び治

療の継続を支援するとともに、必要に応じて食事等の栄養指導を実施する。 

(2) 心のケア 

大規模災害の直接体験や生活環境の激変に伴い、心身の不調をきたしやすく、ストレス

反応や精神症状の悪化等が考えられるため、県（保健所・精神保健福祉センター・児童相

談所及び子ども総合センターが中心となる）及び市は、被災後の時期や被災状況に応じた

災害後の心のケアを実施する。 

また、復興が長期化することにより、被災者は生活再建への不安等からストレス状態が

続くことが想定されるので、心のケアを長期的に実施する。 

(3) 栄養調査及び栄養相談 

県と協力し、定期的に指定避難所、炊き出し現場、集団給食施設等を巡回し、被災者の

栄養状態を調査するとともに、必要に応じ栄養指導及び栄養相談を実施する。 

また、避難生活の長期化が見込まれる場合、指定避難所で提供する食事の内容及び量の

調節、衛生管理の支援、栄養補助食品の提供等、栄養バランス改善のための対応を行う。 

３ 子供たちへの健康支援活動 

市教育委員会、学校長等は、被災児童、生徒及び幼児等の体と心の健康管理を図るため、災

害の規模等に応じ、保健所、子ども総合センター等の専門機関との連携を図りながら、臨時健

康診断、教職員及びスクールカウンセラーによるカウンセリング、電話相談等の実施に努める。 

４ 食品衛生 

被災地における食品の衛生確保及び食中毒の未然防止を図るため、保健所及び関係機関の協

力を得て指導を実施する。 

(1) 被災者に対する食品の衛生確保 

炊き出し現場、指定避難所等において、食品の衛生的取扱い、加熱調理、食用不適な食

品の廃棄、器具、容器等の消毒等について、必要に応じ指導する。 

(2) 食品関係営業施設への指導 

食品関係営業施設の実態調査を実施し、施設の構造、食品取扱設備及び給水について、

次の改善指導を行う。 

ア 浸水期間中営業の自粛 

イ 浸水を受けた施設の清掃及び消毒 

ウ 使用水の衛生管理 
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エ 汚水により汚染された食品の廃棄 

オ 停電により腐敗又は変質した冷凍食品等の廃棄 

(3) 市民の食品衛生に対する啓発指導 

被災地域の一般家庭に対し、次の啓発活動を行う。 

ア 手洗いの励行 

イ 食器類の消毒使用 

ウ 食品の衛生保持 

エ 台所及び冷蔵庫の清潔保持
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第 22 節 遺体等の捜索、処理及び埋葬 

 

市は、関係機関の協力を得て遺体の捜索、処理及び埋葬を的確かつ迅速に実施し、民心の安定

を図る。 

 

１ 実施の対象及び期間 

市は、遺体の捜索及び収容並びに応急埋葬に関し、石巻警察署、宮城海上保安部等の協力を

得て次の要領により実施する。 

(1) 対象 

ア 遺体等の捜索 

行方不明の状態にある者で、周囲の事情により、既に死亡していると推定される者 

イ 遺体の処理及び収容 

災害により死亡した者で、その遺族等が、混乱期のため洗浄等の処理、一時保存等を

行うことができないと認められるもの 

ウ 埋葬 

災害により死亡した者で、災害のため遺族等による埋葬が困難であると認められるも

の 

(2) 実施期間 

災害発生の日から原則として 10 日以内の期間で実施する。 

ただし、災害発生の日から 11 日を経過してもなお遺体を捜索する必要がある場合は、捜

索の期間内（10 日以内）に下記の事項を明らかにして、知事に申請する。 

ア 延長の期間 

イ 期間の延長を要求する地域 

ウ 期間の延長を要する理由（具体的に記載すること。） 

エ その他（延長することによって捜索されるべき遺体数等） 

２ 遺体の捜索 

(1) 役割分担 

ア 市は、災害救助法が適用され、災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状態か

ら既に死亡していると推定される者の捜索を行う。 

イ 警察官及び防災関係機関は、検視（死体調査）、 

身元確認（歯牙の調査）死亡者の措置、行方不明者の捜索等に関し相互に協力する。 

ウ 宮城海上保安部は、海上において、行方不明者等の情報を入手したときは、巡視船艇

及び航空機により捜索を行う。 

(2) 捜索班の編成 

遺体の捜索については、市職員、警察官、消防吏員、消防団員等により捜索班を編成し、

状況に応じ遺体の処理、収容及び埋葬をあわせて実施する。 

災対市民生活部 災対消防団 
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なお、遺体の捜索に際しては、遺体の検案等が円滑に行われるよう事前に関係の医療機

関と緊密な連絡をとる。 

(3) 事務処理 

災害発生時において、遺体の捜索を実施した場合、次の事項を明らかにしておく。 

ア 実施責任者 

イ 遺体発見者 

ウ 捜索年月日 

エ 捜索地域 

オ 捜索用資機材の使用状況（借上関係内容を含む。） 

カ 費用 

３ 遺体の検視（死体調査）、収容及び処理 

(1) 市は、災害救助法が適用された災害により死亡した者について、その遺族等が混乱期の

ため遺体処理ができない場合に警察等の検視及び医師による死亡確認を経たうえ、遺体の

一時保存、洗浄、消毒等の処理を行う。 

(2) 市は、被害が大きい地域の周辺の適切な場所（寺院、公共建物等の屋内施設）に遺体の

収容所（安置所）及び検案場所を設置する。（資料９-２参照）被害が集中し、遺体の収容

や収容所等の設営が困難となった場合、市は、周辺市町村へ協力要請を行い、要請された

市町村は、設置及び運営に協力する。 

(3) 警察及び宮城海上保安部は、警察官又は海上保安官が発見した遺体、警察官等に届出が

あった遺体又は変死体等について検視（死体調査）を行う。 

(4) 市は、警察及び宮城海上保安部が検視（死体調査）を行った検視遺体数並びに病院、消

防等の関係機関の把握にかかる検視（死体調査）を経ないで医師が災害に起因する死亡と

判断した遺体数を確認する。 

(5) 市は、遺体の適正な保存のため、必要な棺、ドライアイス等の確保の支援に努める。 

(6) 事務処理 

災害発生時において、遺体の処理及び収容を実施した場合は、次の事項を明らかにして

おき遺体処理台帳を作成して記録整理する。 

ア 実施責任者 

イ 死亡年月日 

ウ 死亡原因 

エ 遺体発見場所及び日時 

オ 死亡者及び遺族の住所氏名 

カ 洗浄等の処理状況 

キ 一時収容場所及び収容時間 

ク 費用 
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４ 遺体の埋葬 

(1) 実施方法 

ア 埋葬は、概ね次の場合に実施する。 

(ア) 緊急に避難を要するため、時間的にも労力的にも埋葬を行うことが困難であると

認められるとき。 

(イ) 墓地又は火葬場が倒壊し、個人の力では埋葬を行うことが困難であると認められ

るとき。 

(ウ) 埋葬を行うべき遺族がいない又はいても高齢者、幼年者等で埋葬を行うことが困

難であると認められるとき。 

(エ) 経済的機構の一時的混乱のため、遺族又は扶養義務者の資力の有無にかかわらず、

棺、骨つぼ等の入手ができないと認められるとき。 

イ 埋葬は、応急的に実施するものであり、埋葬に必要な物資の支給及び納骨等の役務の

提供によって実施する。 

なお、この一環として、必要に応じて応急的な納骨場所を確保する。 

ウ 火葬場は、原則として、東松島市火葬場（資料９-１参照）を使用するが、大規模災害

による死者多数の場合は、（3)に基づき対応する。 

エ なお、遺体については、その衛生状態に配慮するとともに、取扱いについては、遺族

の心情を十分配慮する。 

オ 市は、身元の判明しない遺骨及び所持品等については、公営墓地又は寺院等に依頼す

るなどして保管し、身元が判明次第遺族に引き渡す。 

(2) 事務処理 

災害発生時において、遺体の埋葬を実施する場合は、次の事項を明らかにしておく。 

ア 実施責任者 

イ 埋葬年月日 

ウ 死亡者の住所及び氏名 

エ 埋葬を行った者の住所、氏名及び死亡者との関係 

オ 埋葬品等の支給状況 

カ 費用 

(3) 市は、宮城県広域火葬計画に基づき、次の事項に留意し対応する。 

ア 被災状況の報告 

市は、災害の発生後速やかに区域内の死者数について把握し、県に報告する。 

イ 火葬場被災状況の報告 

市は、火葬場の被災状況、火葬要員の安否、火葬能力の状況及び応援の必要性等を確

認し、県に報告する。 

ウ 広域火葬の要請 

市は、広域火葬が必要と判断したときは、速やかに、県に広域火葬の要請を行う。 
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エ 火葬場への火葬要員の派遣要請等 

市は、火葬要員の被災等により火葬場が稼働できない場合は、県に火葬要員の派遣に

ついて要請を行う。    

オ 火葬場への燃料等の手配要請 

市は、火葬に必要な燃料又は資機材が不足する場合は、県にそれらの手配について要

請を行う。 

カ 遺族への説明 

市は、遺族に広域火葬の実施について、その心情に配慮しつつ、十分な説明を行い、

割振られた火葬場に遺体を直接搬送することについて同意が得られるよう努める。 

キ 応援火葬場との調整 

市は、県の広域火葬の割振りに基づき、遺体安置所に安置されている遺体及び遺族が

保管している遺体について火葬場の割振りを行い、応援の承諾のあった火葬場設置者と

火葬の実施方法等について詳細を調整する。 

ク 遺体保存対策  

市は、遺体保存に必要な資機材が不足する場合は、その手配を県に要請する。 

ケ 遺体の搬送手段の確保 

市は、遺体の搬送手段を確保できない場合は、その手配を県に要請する。 

コ 広域火葬の終了 

（ア）市は広域火葬を行う必要が無くなった場合には、県に連絡を行う。 

（イ）市は、広域火葬終了までの火葬依頼の実績を取りまとめ県に報告する。 

サ 一時的な埋葬について 

市は広域火葬をもってしてもなお処理能力が追いつかず、火葬が行われない状態が現

に続き、または長期的に続くことが予想される場合は、一時的な埋葬を行うことができ

る。一時的な埋葬を行おうとするときは、その旨を県に報告するとともに、「墓地、埋

葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）」第 10 条の規定により、事務を行うこ

と。 

５ 相談窓口の設置 

(1) 相談窓口の設置 

市は、遺体の埋葬に関する被災者からの照会、相談等に対応するため、必要に応じ、遺

体安置所等に相談窓口を設置する。 

(2) 行方不明者の設置 

市は、行方不明者の届出等を行う窓口を明確にするとともに、届出及び受付時の事務手

続きの要領及び様式について定めておく。 

６ 費用 

遺体の捜索、収容及び埋葬に要する費用の範囲、額等は、災害救助法が適用された場合に準

じ、その額を超えない範囲とする。
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第 23 節 災害廃棄物処理活動 

 

大規模災害時には、建築物の倒壊、流失等によって多量の災害廃棄物が発生し、また、指定避

難所等におけるし尿の処理需要が発生するほか、廃棄物処理施設の損壊による処理機能の低下が

予想される。 

このため、廃棄物等の収集処理を適切に実施し、地域環境の保全を図っていく。 

 

１ 災害廃棄物の処理の基本的考え方 

(1) 市は、被災した場合、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物が発生することから、広

域的な処理等の迅速かつ環境負荷のできるだけ少ない処理方法の検討に努める。 

(2) 市及び事業者は、災害廃棄物処理について、適切な分別を行うことにより、可能な限り

リサイクルに努め、復旧及び復興計画を考慮しつつ計画的に行う。 

また、環境汚染の未然防止並びに市民及び作業者の健康管理のため、適切な措置等を講

じる。 

(3) 市及び事業者は、災害廃棄物の処理を行う施設において、害虫、悪臭の発生、有害物質

等の飛散及び漏えいを防止するため必要な措置を講じる。 

２ 処理体制 

(1) 県は、発災直後から、市を通じて、一般廃棄物処理施設の被害状況、仮設トイレの必要

性、発生した災害廃棄物の種類、性質（土砂、ヘドロ、汚染物等）等について情報収集を

行う。 

(2) 市は、災害廃棄物処理計画等に基づき、仮置場、最終処分場の確保を検討する等、災害

廃棄物の円滑かつ迅速な処理を図る。 

(3) 市は、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には、社

会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、

効率的に災害廃棄物等の搬出を行う。 

 (4) 市は、廃棄物の収集及び処理に必要な人員、車両等の資材が不足する場合には、県に対

して支援を要請する。 

(5) 県は、市町村からの要請があった場合又は被害状況から判断して必要と認める場合には、

県内の他の市町村及び関係団体等に対して、広域的な支援を要請するとともに、支援活動

の調整を行う。 

また、県域を越える対応が必要と認める場合は、活動の調整を行う。また、県域を越え

る対応が必要と認める場合は、「宮城県災害時広域受援計画」に基づき、他都道府県等に

対して応援を求めるほか、東北地方環境事務所に対して支援を要請する。 

(6) 県及び市は、損壊家屋の解体を実施する場合には、解体業者、廃棄物処理業者、建設業

者等と連携した解体体制を整備するとともに、必要に応じて速やかに他の自治体へ協力要請

を行う。 

災対市民生活部 災対建設部 
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３ し尿処理 

(1) し尿の収集は、石巻地区広域行政事務組合清掃施設管理事務所へ要請及び協議し、汲取

り車及び運搬車により行う。 

なお、指定避難所より排出されたし尿の収集は、防疫上、優先的に行う。 

(2) 必要に応じて仮設トイレを設置する。 

なお、仮設トイレの設置に当たっては、要配慮者への配慮を行うとともに、男女別や多

目的トイレの設置、女性や子供等が安全に行ける場所への設置に配慮する。 

(3) 速やかに下水道施設等の応急復旧に努めるとともに、し尿については、計画収集が可能

になるまでの間、市民に対して、仮設トイレ等で処理するよう指導する。 

(4) 上水道及び下水道の復旧に伴い、水洗トイレが使用可能になった場合には、仮設トイレ

等の撤去を速やかに進め、指定避難所の衛生向上を図る。 

(5) 市は、従来から実施しているマンホールトイレの整備、仮設トイレの保有及び調達に努

める。 

４ ごみ処理 

(1) ごみの収集は、ごみ収集運搬車によるほか、必要に応じて、運搬車を調達し実施する。 

(2) 仮置場及び収集日時を定めて市民に広報する。 

(3) 仮集積場所のごみを管理し、あらかじめ選定した処理場に運び処理する。 

また、交通障害等、収集車両の通行が困難な場合は、夜間収集も検討する。 

なお、可能な限りリサイクルに努める。 

(4) ごみの処分は、焼却施設のほか、必要に応じて埋立て等の環境衛生上支障のない方法で

行う。 

(5) ごみ処理施設に被害が生じた場合は、県の支援を受けながら速やかに応急復旧を行うと

ともに、二次災害の防止に努める。 

５ がれき処理 

がれきの撤去、運搬、処分等については、「災害時における応急措置の協力に関する協定書」

（資料６－15～６－16参照）に基づき、東松島市建設業協会の協力を得るものとし、次の方針

により、実施する。 

(1) 危険なもの、通行上の支障のあるもの等を優先的に収集及び運搬する。 

また、大量のがれきを集積・保管のできる仮置場の十分な確保を図るとともに、処理ル

ートの確保を図る。 

(2) 損壊した建築物の残骸等の持ち運びの困難なものを、仮置場及び処理場に運搬する。 

(3) がれきの破砕及び分別を徹底し、木材、コンクリート等のリサイクルを図る。 

(4) 石綿等の有害な廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）

等の規定に従い、適正な処理を進める。 

６ ごみ及びし尿処理場 

ごみ及びし尿の処理場は、資料 10－１参照のこと。 
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７ 建築物等の解体等による石綿の飛散防止 

市は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に対し、大

気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導及び助言する。
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第 24 節 社会秩序維持活動 

 

被災地域においては、社会的な混乱及び心理的動揺も多分に存在すると考えられることから、

社会秩序の維持が重要な課題となる。大規模災害発生に伴う市場流通の停滞等により、食料及び

生活必需品の物不足が生じ、売り惜しみ、買占め等が起こるおそれもある。 

このため、市及び関係機関は、被災者の生活再建へ向け、物価監視等を実施し、さらには流言

飛語及び犯罪による社会不安、混乱等を防止するため所定の対策を講じる。 

 

１ 物価の安定及び物資の安定供給 

市は、県と協力して、生活必需品の価格及び出回り状況を監視するとともに、必要に応じ地

域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド等及び関係業界に対し物

資の安定供給を要請する。 

２ 警備活動 

市は、石巻警察署に協力し、自主防犯組織と連携しながら、災害警備対策上の情報収集を行

うとともに、被災地、指定避難所等の警戒活動を強化し、犯罪の予防、不法行為の取締等を行

うなど、社会秩序維持のための諸活動を実施する。

災対総務部 災対産業部 
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第 25 節 教育活動 

 

市及び教育委員会並びに私立学校等設置者は、大規模災害時における教育施設等の被災又は児

童、生徒及び幼児の被災により、通常の教育を行うことができない場合、教育の確保を図るため、

関係機関の協力を得ながら教育施設等の応急復旧、被災児童、生徒及び幼児に対する学用品の支

給等を行い、応急教育を実施する。 

 

１ 事前体制 

教職員は、常に気象状況等に注意し、災害発生のおそれがある場合は、校長等と協力し応急

教育体制に備えて次の事項を守らなければならない。 

(1) 学校等の行事、会議、出張等を中止するとともに、状況に応じて教育委員会と連絡のう

え臨時休業等の適切な措置をとる。 

(2) 児童、生徒及び幼児の避難訓練、災害発生に備えた事前指導、災害発生後の事後処理及

び保護者との連絡方法を検討する。 

(3) 教育委員会、石巻警察署、東松島消防署及び保護者への連絡網を確認する。 

(4) 勤務時間以外においては、校長等は所属教職員の所在を確認し、非常招集の方法を定め

教職員に周知させておく。 

２ 避難措置 

学校等の校長等は、災害が発生した場合又は市長等が避難の指示等を行った場合等において

は、児童、生徒及び幼児の安全の確保を図るため、次の措置を講じる。 

(1) 在校時及び在園時 

ア 災害の発生が予想される気象条件となった場合の対応 

災害の発生が予想される気象条件となった場合、各校長等は必要に応じ休校の措置を

とる。 

また、休校の措置については、速やかに保護者と連絡を取り、引渡し等の適切な措置

を講じる。 

イ 災害が発生した場合の対応 

災害の状況を的確に判断し、速やかに児童、生徒及び幼児の避難又は屋内待避等の指

示及び誘導を行うとともに、負傷者の有無及び被害状況の把握に努める。 

最終的に安全を確認した後、速やかに保護者と連絡をとり、引渡し等の適切な措置を

講じる。 

ウ 校外及び園外活動時の対応 

遠足等校外及び園外活動時に災害が発生した場合は、引率の担当教職員が適切な指示

及び誘導を行う。 

 

 

災対教育部 
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(2) 登下校時及び登降園時並びに休日等の措置 

ア 登下校時及び登降園時、夜間、休日等に災害が発生した場合は、保護者等と連絡をと

り、児童、生徒及び幼児の安否確認及び状況把握に努める。 

イ 児童、生徒及び幼児の登校前及び登園前に休校等の措置をした場合は、防災行政無線、

広報車等により、保護者並びに児童、生徒及び幼児に連絡する。 

(3) 保護者への引渡し 

ア 校内及び園内の児童、生徒及び幼児への対応 

気象警報、注意報等発表中等、屋外での危険が想定される場合、児童、生徒及び幼児

を校内又は園内に保護する。 

その際、迎えに来た保護者も同様に校内又は園内に保護する。 

イ 帰宅路の安全確認 

被災状況が不明で帰宅路の安全が確認できない場合についても、校内又は園内に保護

し、安全が確実なものと判断でき、かつ保護者と連絡がついた場合のみ、引渡し等の措

置を行う。 

ウ 保護者と連絡がつかない場合の対応 

保護者と連絡がつかない場合及び保護者がおらず引渡しが不可能な場合についても同

様に校内又は園内に保護する。 

(4) 報告の義務 

校長等は、災害の規模、児童、生徒、幼児及び教職員の状況並びに施設設備の被害状況

を速やかに把握するとともに、教育委員会に報告しなければならない。 

３ 学校等施設等の応急措置 

教育委員会及び私立学校等設置者は、相互に協力し教育施設等を確保して、教育活動を早期

に再開するため、次の措置を講じる。 

(1) 公立学校等 

ア 校長等は、所管する施設が被災したときは、速やかに被害状況を調査し、被害の拡大

防止のための応急措置を講じるとともに、施設を所管する教育委員会に被害の状況を報

告する。 

イ 当該施設を所有する教育委員会は、速やかに被害の状況を調査し、関係機関への報告

等、所要の措置を講じた上で必要な場合には、応急復旧を行う。 

(2) 私立学校等 

ア 私立学校等の校長等は、施設が被災したときは、災害の拡大防止のための応急措置に

努めるとともに、速やかに被害状況を調査し県に報告する。 

イ 私立学校等の設置者は、当該施設の応急復旧の実施計画等を策定した場合も同様に県

に報告する。 

(3) 社会教育施設及び社会体育施設 
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ア 施設管理者は、所管する施設が被災したときは、速やかに被害状況を調査し、被害の

拡大防止のための応急措置を講じるとともに、施設を所管する教育委員会及び市に被害

の状況を報告する。 

イ 当該施設を所管する教育委員会及び市は、速やかに被害の状況を調査し、応急復旧を

行う。 

４ 教育の実施 

(1) 公立学校等 

校長等は、被災の状況により授業ができないと判断したときは、速やかに臨時休業の措

置をとる。 

また、正規の授業が困難な場合は、授業等が開始できるよう速やかに次の応急措置を講

じる。 

ア 教育の実施場所の確保 

(ア) 教育委員会は、校内及び園内での授業が困難な場合、場所、受入れ人員等を考慮

して、公共施設、隣接学校の校舎等を利用できる措置を講じる。 

(イ) 教育委員会は、教育の実施場所の確保が困難な場合又は状況に応じて仮設校舎等

を新築する。 

イ 教職員の確保 

校長等及び教育委員会は、教育の応急的な実施に必要な教職員の確保に努める。 

ウ 教育の方法 

災害の状況に応じて、振替授業、短縮授業、二部授業、分散授業等を行い、授業時間

数の確保に努める。 

(2) 私立学校等 

私立学校等においても、教育の応急的な実施に努め、その実施にあたり、県は必要に応

じ指導助言する。 

５ 心身の健康管理 

校長等及び教育委員会は、必要に応じて、臨時の健康診断を実施するなどして、被災した児

童、生徒及び幼児の健康管理に努める。 

また、県教育委員会は、スクールカウンセラーの派遣、心のケアに関する研修会の実施等に

より、被災した児童、生徒、幼児及び教職員の心のケアに努める。 

６ 学用品等の給与と調達 

(1) 給 与 

市長は、児童、生徒及び幼児が学用品をそう失又はき損し、就学上支障があると認める

ときは、次により学用品を給与する。 

ア 給与対象者 

災害により住家が全壊（焼）、半壊（焼）、流失又は床上浸水の被害を受け、学用品

をそう失又はき損し、就学に支障を来した学校等の児童、生徒及び幼児とする。 

イ 学用品の種類等 



 □2 〈２.応急〉第25節 教育活動  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-121 

(ア) 教科書及び教科書以外の教材で必要と認めるもの 

(イ) 文房具及び通学用品で、災害救助法が適用された場合に準じ、その額を超えない

範囲で必要と認めるもの 

ウ 給与の方法 

(ア) 教育委員会は、速やかに給与対象者数を調査把握し、校長等を通じ対象者に配付

する。 

(イ) 教科書及び教科書以外の教材については１か月以内に、また文房具及び通学用品

については 15日以内に配付を完了する。 

(ウ) 校長等は、配付計画を策定し、保護者の受領書を徴し、配付する。 

(2) 調 達 

教育委員会は、給与対象者の調査に基づき、必要な学用品の品目等を決定し、次により

調達する。 

ア 教科書の調達 

教科書は、教科書取次店又は教科書供給所から調達する。 

イ 教科書以外の教材、文房具及び通学用品の調達 

教科書以外の教材、文房具及び通学用品は、市内の業者等から調達するが、それが不

可能な場合は、県教育委員会に対しあっせんを依頼し、確保する。 

７ 学校給食対策 

(1) 校長等及び教育委員会は、学校給食の正常な運営を図るため、応急復旧を要する施設、

設備等について、市長と協議し、速やかに復旧措置を講じる。 

(2) 学校給食用物資は、財団法人宮城県学校給食会及び関係業者の協力を得て確保するが、

それが不可能な場合は、県教育委員会に対しあっせんを依頼するとともに、その他必要な

措置を依頼する。 

(3) 教育委員会は、通常の学校給食が提供できない期間においても、食中毒、伝染病等の発

生予防のため衛生管理の徹底を図りながら、必要な措置を講じる。 

また、伝染病等の発生予防等、衛生管理の徹底を図る。 

８ 通学手段の確保 

教育委員会は、災害により通学が困難な児童、生徒及び幼児の通学手段の確保に努める。 

９ 学校等教育施設が地域の指定避難所等になった場合の措置 

指定避難所の管理者、施設を所管する教育委員会及び市は、指定避難所の運営が円滑に行わ

れるよう努めるとともに、教育活動が速やかに正常化できるよう次の措置を講じる。 

(1) 指定避難所に管理責任者を置き、当該施設の管理者、施設を所管する教育委員会、自主

防災組織等と十分協議しながらその運営にあたる。 

(2) 当該施設の管理者及び施設を所管する教育委員会は、指定避難所の運営について積極的

に協力するとともに、教育活動等の早期正常化を図るため、指定避難所として利用してい

る施設の範囲等について、県教育委員会等との間で適宜、必要な協議を行う。 

10 災害応急対策への生徒の協力 
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校長等は、学校等施設等の応急復旧作業、地域と連携しながらの救援活動及び応急復旧作業

等に参加を希望する生徒に対して、教職員の指導のもとに参加できるよう検討する。 

 

11 文化財の応急措置 

被災文化財は、文化財としての価値を損なわないよう、所管の教育委員会と連絡を密にし、

所有者又は管理責任者若しくは管理団体に対する指導等の必要な措置を講じる。（市内の文化

財については、資料 11－１～11－３を参照）
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第 26 節 防災資機材及び労働力の確保 

 

大規模災害時において、速やかな応急対策を実施するため、防災資機材及び応急対策のために

必要な労働者、技術者等の調達及び確保、緊急使用等が必要になることが考えられる。 

このため、市及び防災関係機関は、発災時に円滑な緊急調達等の措置が図られるよう万全を期

す。 

 

１ 緊急使用のための資機材の調達 

(1) 市は、必要に応じて、あらかじめ締結している協定に基づく応援要請等により、応急対

策活動のための防災資機材を確保し、効率的な応急復旧を行う。 

(2) 市は、防災関係機関と防災活動及び救助活動に必要な防災資機材等の調達について相互

に連携を図るとともに、必要に応じて民間等への協力を要請する。 

(3) 市は、自主防災組織等が行う自主防災活動等に必要な防災資機材の調達について、支援

する。 

２ 労働力の確保 

(1) 一般社団法人東松島市建設業協会への協力要請 

市は、「災害時における応急措置の協力に関する協定書」（資料６－15～６－参照）に

基づき、東松島市建設業協会に協力を要請し、必要な人員、資機材等を確保する。 

東松島市建設業協会が編成する作業隊の活動内容は、概ね次のとおりである。 

ア 災害発生直後において、被害の拡大防止、安全確保、二次災害の防止等を目的として、

直ちに施工する必要のあるものについての活動 

イ 災害の発生後、各種施設の機能回復等を目的として、早急に施工する必要のあるもの

についての活動 

ウ 緊急内水排水に係る仮設ポンプの設置 

エ その他緊急を要する活動 

(2) 奉仕団の編成及び活動 

ア 奉仕団の編成 

奉仕団は、自主防災組織等の隣保互助活動に関する民間団体の協力を得て編成する。 

イ 奉仕団の活動内容 

奉仕団の活動内容は、次のとおりとし、労働の種別により適宜協力を求める。 

(ア) 避難誘導の補助並びに指定緊急避難場所及び指定避難所の奉仕に関すること。 

(イ) 炊き出し及び給水の奉仕に関すること。 

(ウ) 救援物資支給の奉仕に関すること。 

(エ) 清掃及び防疫の奉仕に関すること。 

(オ) その他災害応急措置の応援に関すること。 

 

財災対総務部 
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(3) 労働者の雇用 

労働者の雇用は、原則として石巻公共職業安定所を通じて行う。 

ア 労働者の雇用の範囲 

(ア) 被災者の避難 

(イ) 医療救護における移送 

(ウ) 被災者の救出 

(エ) 飲料水の供給 

(オ) 救済用物資の整理、輸送及び配分 

(カ) 遺体の捜索及び処理 

イ 労働者の賃金 

雇用による労働者の賃金は、市内の通常の実費とする。 

３ 応援要請による技術者等の動員 

市は、自ら技術者等の確保が困難な場合、次により他機関に必要技術者等の応援派遣を要請

し、技術者等の確保を図る。 

(1) 指定地方行政機関又は指定公共機関の長に対する職員派遣要請手続 

市長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところによ

り、指定地方行政機関又は指定公共機関の長に対し、当該指定地方行政機関又は指定公共

機関の職員の派遣を要請することができる。その場合は、次の事項を記載した文書をもっ

て要求する。 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与等の勤務条件 

オ その他職員の派遣について必要な事項 

(2) 知事に対する職員のあっせん要求手続 

市長が指定行政機関、指定地方行政機関、県又は他の市町村の職員派遣のあっせんを要

求する場合は、知事に対し、次の事項を記載した文書をもって要求する。 

ア 派遣のあっせんを求める理由 

イ 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

ウ 職員を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与等の勤務条件 

オ その他職員の派遣あっせんについて必要な事項 

４ 従事命令等による応急措置の業務 

災害応急対策を緊急に行う必要がある場合、各関係機関は、各法律に基づく従事命令等によ

る応急業務を行う。 

また、知事は、法第 71 条第２項の規定によりその権限に属する事務の一部を市長が行う必

要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行う期間を市長に通知する。 
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この場合においては、市長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。 

(1) 知事の従事命令等 

ア 従事命令 

応急措置を実施するため従事命令を出すことができる関係者の範囲は、次のとおりで

ある。 

(ア) 医師、歯科医師又は薬剤師 

(イ) 保健師、助産師又は看護師 

(ウ) 土木技術者又は建築技術者 

(エ) 大工、左官又はとび職 

(オ) 土木事業者又は建設技術者及びこれらの者の従事者 

(カ) 鉄道事業者及びその従事者 

(キ) 自動車運送事業者及びその従事者 

(ク) 船舶運送事業者及びその従事者 

(ケ) 港湾運送事業者及びその従事者 

イ 協力命令 

応急措置を実施すべき場所の近隣の者をその業務に協力させることができる。 

ウ 保管命令等 

救助のため管理、使用若しくは収用できるもの及び保管させることができるものは、

次のとおりである。 

(ア) 応急措置を実施するため特に必要と認める施設、土地、家屋又は物資で、知事が

管理し、使用し、又は収用することが適当と認めるもの。 

(イ) 応急措置を実施するため特に必要と認める物資で、知事がその所有者に保管させ

ることが適当と認められるもの。 

エ 保管命令対象者 

病院、診療所、旅館又はこれら以外に政令で定める施設を管理し、土地、家屋又は物

資を使用し、物資の生産、集荷、販売、保管又は輸送を業とする者。 

５ 労働力の配分計画 

(1) 各応急対策計画の実施担当責任者は、労働者等の必要がある場合は、労働の目的、所要

人員、期間、集合場所等の必要な事項を明らかにし、災対総務部長に労働供給の要請を行

う。 

(2) 災対総務部長は、労働供給の円滑な運営を図るため、所要人員を把握し、直ちに確保措

置を図るとともに、配分計画を策定し、迅速かつ的確な配分に努める。
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第 27 節 公共土木施設等の応急復旧 

 

道路等の交通基盤、漁港、河川等の公共土木施設は、市民の日常生活並びに社会及び経済活動

はもとより、大規模災害の発生時の応急対策活動において重要な役割を果たすものである。 

このため、これらの施設管理者は、それぞれ応急体制を整備し、相互に連携を図りつつ迅速な

対応を図る。 

 

１ 道路施設 

(1) 緊急点検 

市は、他の道路管理者と連携を図り、災害発生直後にパトロール等により緊急点検を実

施し、被災状況等を把握する。 

また、維持管理委託業者等を指揮して情報の収集に努める。 

さらに、指定避難所へのアクセス道路等について、道路啓開、除雪等の必要な措置を講

じる。 

(2) 交通の確保及び緊急輸送体制の確保 

市は、道路が災害を受けた場合、他の道路管理者と連携を図り障害物の除去及び応急復

旧工事に着手し、交通の確保に努める。 

また、緊急輸送車両及び緊急自動車の通行が必要なときは、県の緊急輸送道路ネットワ

ーク計画に基づく緊急輸送道路を優先して交通の確保に努める。 

(3) 二次災害の防止対策 

市は、災害発生後、他の道路管理者等との現地点検調査により、道路施設等の被害が拡

大することが予想される場合は、所要の応急措置を講じるとともに、交通規制及び施設使

用の制限を行い、二次災害の防止に努める。 

(4) 農道及び林道の確保等 

ア 市は、農道を緊急輸送車両等の通行に使用する場合、他の道路管理者及び関係機関と

協議して交通の確保に努める。 

イ 幹線農道は、避難路及び延焼遮断帯ともなるので早急に被害状況を把握し、応急復旧

等を行う。 

ウ 市は、災害の発生によりその管理する市道が不通になった場合、円滑な救助活動の実

施及び日常生活の確保のため、他の道路管理者との連携により、う回路として重要な役

割を果たす林道整備のほか、防災機能を発揮する附帯施設を整備する。 

(5) 対策情報の共有化 

通行止め、迂回路の設置、地盤沈下による冠水対策等においては、国及び県との情報の

共有化に努める。 

 

 

災対市民生活部 災対建設部 
災対産業部 
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２ 海岸保全施設 

市は、他の海岸事業者と連携を図り、海岸施設の機能及び安全確保に積極的に協力する。 

(1) 緊急点検 

市及び他の海岸事業者（以下「海岸事業者」という。）は、災害発生直後に、パトロー

ル等により施設の機能、安全性等について緊急点検を実施する。 

(2) 重要施設等の応急復旧 

海岸事業者は、海岸保全施設が被災した場合、被災施設の重要度等を勘案し、浸水被害

の発生及び拡大を防止する措置を速やかに図るとともに、早急に応急復旧等の工事を実施

する。 

(3) 二次災害の防止対策 

海岸事業者は、災害発生直後から海岸保全施設の点検、現地調査等を綿密に行い、被災

状況を把握し、必要な場合には関係機関と連絡をとり、二次災害の防止に努める。 

また、海岸保全施設が被災した場合、浸水被害の発生及び拡大を防止する措置を講じる

ほか、速やかに災害復旧工事を実施する。 

３ 河川管理施設 

(1) 水防活動の実施 

被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。 

(2) 河川管理施設の応急復旧 

河川管理施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

(3) 二次災害の防止 

災害によって破壊した場合に背後地に甚大な被害を与える可能性がある箇所について、

仮締切工事を行うとともに、既に破壊しており次期出水による被害が予想される箇所につ

いて、決壊防止工事を行う。 

(4) 復旧計画の策定 

風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復さ

せ、改良復旧を含めた治水安全度の向上を図る。 

(5) 重要施設等の応急復旧 

河川管理者は、河川管理施設が被災した場合、被災施設の重要度等を勘案し、氾濫被害

の発生及び拡大を防止する措置を速やかに図るとともに、早急に応急復旧等の工事を実施

する。 

４ 砂防及び治山関係施設 

市は、県の協力を得て、災害発生後に砂防施設等の点検を実施し、破壊、損傷等の被災箇所

の発見に努め、早急に必要な対策を実施し、被害の拡大防止を図るとともに、二次災害の防止

に努める。 

また、災害発生直後の土砂災害を被るおそれのある箇所のパトロール体制について、あらか

じめ定めておく。 

５ 港湾施設 
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市は、必要に応じ、県及び東北地方整備局の行う応急対策に協力する。 

(1) 県の対応 

港湾管理者は、津波の危険が無くなった後早急に港湾施設の被災状況を把握し、二次災

害による危険の有無及び施設使用の可否を判断し、関係機関の協力を得て必要な措置を講

じる。 

また、港湾管理者は、その所管する港湾区域内の航路等について、軽石により船舶の航

行が危険と認められる場合には、国に報告するとともに、軽石除去による航路啓開に努め

るものとする。国は、報告を受けた事項を政府本部に報告する。 

港湾施設は、被災後の緊急輸送拠点として重要な施設であることから、重要度の高い港

湾から早急に復旧作業を行い、緊急物資輸送をはじめ物流機能の確保に最大限努める。 

また、離島航路は、島民の生活を維持する上で不可欠なものであるため、離島航路の運

行に支障をきたさないよう必要施設の早期復旧に努める。 

港内には多くのがれき等が流され、船の航行に支障をきたすことから、支障物の有無及

び水深の調査に係る深浅測量を実施後、港ごとに優先順位を付け、国の関係機関と協力し、

啓開作業を実施する。 

(2) 東北地方整備局の対応 

港湾施設等の被災状況、被災施設の重要度等を勘案して、災害復旧事業の促進、再度災

害の防止等の措置を講じることにより、迅速かつ適切な災害復旧に努める。 

(3) 宮城海上保安部の対応 

ア 緊急輸送路の確保 

国土交通省と連携し港湾内の啓開作業を行い、次いで水路測量により航路を確保する。 

イ 航路障害物の除去 

港外の浮遊漂流物の除去及び回収並びに漂流船舶の対応を行う。 

ウ 安全情報の提供等 

無線放送による航行警報やホームページによる水路通報による安全情報の提供及び航

路標識の復旧に努める。 

６ 漁港施設 

市及び漁港管理者は、災害発生直後に漁港施設の被災状況を把握し、大きな二次災害につな

がる可能性のある箇所を発見するため緊急点検を実施する。 

また、漁港管理者は、その所管する漁港区域内の航路等について、軽石により船舶の航行が

危険と認められる場合には、国に報告するとともに、軽石除去による航路啓開に努めるものと

する。国は、報告を受けた事項を政府本部に報告する。 

緊急点検で、二次災害のおそれのある被災箇所については、危険な区域への立入禁止のため

のバリケード及び警告板の設置等を行う。 

また、被災施設の重要度等を勘案して必要に応じて応急対策工事を速やかに実施し、漁港機

能の早期回復を図る。 

 



 □2 〈２.応急〉第27節 公共土木施設等の応急復旧  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-129 

 

７ 農地及び農業用施設 

農地及び農業用施設に係る二次災害を未然に防止するため、安全性の点検、応急復旧等を実

施するとともに、必要に応じ管理施設、機器等の緊急整備を行う。 

(1) 二次災害による被害の拡大を防ぐため、災害発生直後における十分な施設の点検及び現

地調査を行い、被災状況を把握する。 

(2) 災害により農地及び農業用施設が被災した場合、被害の拡大を防止するための措置と緊

急災害復旧工事を実施する。特に、災害応急対策上の拠点施設等重要な施設については、

速やかな応急復旧を行う。 

(3) 二次災害の防止のための施設等の使用規制については、関係機関と密接な連絡をとり実

施する。 

(4) 地盤沈下等により湛水状態となった農地については、排水ポンプ車の配備等により速や

かに排水を行う。 

８ 都市公園施設 

都市公園施設管理者は、災害発生直後にパトロール等により緊急点検を実施し、指定緊急避

難場所、指定避難所、避難路及び広域防災拠点となる都市公園においては、救援及び避難活動

が円滑に実施できるよう応急復旧を速やかに行う。 

９ 廃棄物処理施設 

(1) 一般廃棄物処理施設に被害が生じた場合は、県の支援を受けながら速やかに応急復旧を

行うとともに、二次災害の防止に努める。 

(2) 県及び市は、災害廃棄物の広域処理を含めた処理方法を確立するとともに、仮置場及び

最終処分場を確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑

かつ適正な処理を行う。 

(3) 災害廃棄物処理に当たっては、適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに

努める。 

(4) 災害廃棄物処理に当たっては、復旧及び復興計画を考慮しつつ計画的に行う。 

また、環境汚染の未然防止並びに市民及び作業者の健康管理のため、適切な措置等を講

じる。 

10 被災宅地に関する危険度判定等の実施 

市は、被災宅地の危険度判定の円滑な実施のため、県、被災宅地危険度判定士及び関係団体

との連絡体制整備に努める。 

(1) 被災宅地の危険度判定業務は、本部が実施し、県から必要な各種の支援を受ける。 

(2) 市は、県に対して、被災宅地危険度判定士の派遣を要請することができる。 

また、県は、市から派遣要請を受けた場合、関係団体とそれらの派遣について協議を行

う。
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第 28節 ライフライン施設等の応急復旧 

 

大規模災害により上下水道、電気、ガス、通信サービス等のライフライン施設が被害を受け

た場合、日常生活及び経済活動の場である都市機能が著しく低下し、市民の生命、身体及び財産

が危険にさらされることとなることから、ライフライン被害の影響は最小限に食い止めることが

重要である。 

このため、県、市及びライフライン事業者等は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用

して、それぞれの所管する施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、被害状況を迅速かつ的

確に把握し、二次災害の防止及び被災者の生活確保を最優先に、必要な要員及び資機材を確保す

るとともに、防災関係機関及び各ライフライン事業者は相互に緊密な連携を図りながら機動力を

発揮して迅速な応急復旧活動に努め、必要に応じ、広域的な応援体制をとるよう努める。 

その際、施設・整備等の応急復旧のため被災地に派遣された関係機関のリエゾンは、相互に連

携し活動する。 

なお、県及び市は、情報収集で得た航空写真・画像・地図情報等については、ライフライン施

設等の被害状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用等によ

る情報提供に努める。 

 

１ 水道施設 

(1) 石巻地方広域水道企業団は、災害発生後施設の被害状況を調査し、被害の拡大防止を図

るとともに、応急復旧計画に基づき復旧活動を迅速に行う。 

(2) 石巻地方広域水道企業団は、応急復旧計画に基づき、取水、導水及び浄水施設等の基幹

施設並びに医療機関等の重要施設に配水する管路について優先的に復旧を行う。 

(3) 石巻地方水道企業団は、市内の関係業者の協力を得て、応急復旧活動に必要な資器材及

び技術者等を確保するが、不足する場合には、公益社団法人日本水道協会宮城県支部に対

し、応援を要請する。 

(4) 石巻地方広域水道企業団は、被災により水道施設から給水を受けられない市民に対して、

給水車等による応急給水を行う。 

また、給水所の周辺住民は水道事業者等の給水活動の支援に努める。 

(5) 石巻地方広域水道企業団は、応急給水場所、時間、復旧の見通し等について広報し、放

送媒体等を通じて市民に周知する。 

(6) 石巻地方広域水道企業団は、日本水道協会宮城県支部「災害時相互応援計画」に基づい

て応援活動を行う。 

なお、応急給水及び応急復旧対策は、次の応急給水フローチャートにより行う。 

 

 

 

 

災対総務部 災対建設部 
災対水道部 
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応急給水フローチャート 

 

 

 

 

 

 

２ 下水道施設 

市は、災害の発生時において、公共下水道等の構造を勘案して、速やかに、公共下水道等の

巡視を行い、損傷その他の異常があることを把握した時には、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒

池の設置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講じる。 

(1) 情報の収集及び被害規模の把握 

被害状況を早期にしかも的確に把握する必要から、下水道施設台帳等を活用し、被害状

況の的確な把握に努める。 

また、被害状況について必要に応じ県（東部下水道事務所）へ報告する。 

(2) 応急対策 

ア 管きょ 

(ア) 管きょ及びマンホール内部の土砂の浚渫、止水バンドによる止水、可搬ポンプ等

による緊急送水並びに仮水路、仮管きょ等の設置を行い、配水機能の回復を図る。 

(イ) 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な

措置をとる。 

イ 処理場 

(ア) 停電により、ポンプ場及び処理場の機能が停止又は低下した場合、発電機等によ

り機能回復に努める。 

(イ) 処理場への流入量の異常な増加により、二次災害の防止のためやむを得ず緊急的

な措置として、バイパス放流を行う場合は、速やかに関係機関へ連絡する。 

(ウ) 処理場での下水処理機能がまひした場合は、応急的に簡易処理を行うなどの措置

を講じる。 

ウ 仮設トイレの設置 

上水道施設及び下水道施設の復旧までの間は、トイレが使用できないため、応急措置

として仮設トイレを設置する。 

(3) 被害箇所の応急復旧 

市内建設業者及び排水設備等工事指定店と連絡を取りあい、応急的な復旧を早急に進め

る。 

(4) 資材等の調達 

応急資材等は、排水設備等工事指定店から調達するが、必要と認めるときは、知事に対

し資材及び技術者のあっせんを要請する。 

公益社団法人日本水道協会宮城県支部 

石巻地方広域水道企業団 

支援要請 支援 
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(5) 広報活動 

浄化センターが被災により機能不全に陥った場合、未処理又は不十分のままに処理水が

放流されることになる。 

このため、下水道管理者は、利用者に節水による下水使用の低減を呼びかける広報を行

い、浄化センター周辺の環境汚染を防止する。 

３ 電力施設 

市は、応急措置が必要と認めた場合、東北電力ネットワーク株式会社石巻電力センター長に

応急措置を要請するとともに、その実施に協力する。 

地域内における電力施設の災害応急対策は、東北電力株式会社が行う。 

４ ガス施設 

市は、二次災害の防止と被災状態の復旧について、社団法人宮城県エルピーガス協会の計画

に協力する。 

５ 電信施設及び電話施設 

電気通信設備が被災した場合には、公共機関などの通信確保はもとより、被災地域における

通信の孤立化防止を図るとともに、応急復旧作業を迅速かつ確実に実施し、通信の疎通を図る

必要がある。電気通信設備に係る災害応急対策は、東日本電信電話株式会社宮城支店が実施す

る。市は、必要に応じ東日本電信電話株式会社宮城支店が実施する計画に協力する。
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第 29 節 農林水産業の応急対策 

 

風水害等により、農業生産基盤、養殖施設等への施設被害のほか、家畜用飼料の供給遮断によ

る家畜被害、燃料及び電気の途絶による施設園芸等のハウス及び作物の被害等の間接的な被害が

予想される。 

このため、市は、県及び各関係機関は、相互に連携を保ちながら、被害を最小限に食い止める

ため、的確な対応を行う。 

 

１ 活動体制の確立 

農林水産業に関する災害対策の総合かつ一元的体制を確立し農林水産物生産の安定を期する

ため、関係機関と緊密な連絡のもとに災害対策を講じる。 

(1) 市長は、農林水産業の応急対策を樹立し実施する。 

(2) 市及び関係団体は、その属する農業、林業又は水産業の応急対策を実施する。 

２ 農業用施設 

農地及び農業用施設に係る二次災害を未然に防止するため、安全性の点検及び応急復旧を実

施するとともに、必要に応じ管理施設、機器等の緊急整備を行う。 

(1) 二次災害による被害の拡大を防ぐため、災害発生直後における十分な施設の点検及び現

地調査を行い、被災状況を把握する。 

(2) 風水害等により農地及び農業用施設が被災した場合、被害の拡大を防止するための措置

と緊急災害復旧工事を実施する。特に、災害応急対策上の拠点施設等重要な施設について

は、速やかな応急復旧を行う。 

(3) 二次災害の防止のための施設等の使用規制については、関係機関と密接な連絡をとり実

施する。 

(4) 地盤沈下等により湛水状態となった農地については、移動ポンプ車の配備等により速や

かに排水に努める。 

３ 林道、治山施設 

市は、災害発生後に、林道、林地、治山施設に係る二次災害を未然に防止するため、安全性

の点検、応急復旧を実施する。 

(1) 二次災害による被害の拡大を防ぐため、災害発生直後における十分な施設等の点検・現

地調査を行い、被害状況を把握する。 

(2) 林道、林地、治山施設が被災した場合、被災施設等の重要度を勘案し、早急に応急復旧

等の工事を実施する。 

４ 漁港施設 

(1) 緊急点検 

漁港管理者は、波浪、高潮等による災害が発生されると思われるとき又は災害発生直後、

パトロール等により施設の機能、安全性等について緊急点検を実施する。 

災対産業部 
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(2) 漁港施設等の応急復旧 

漁港管理者は海岸保全施設が被災した場合、点検及び現地調査を行い、被災状況を把握

し、必要に応じて危険な区域への立入禁止のためのバリケード及び警告板の設置等を行う

とともに、被災施設の重要度を勘案し、早急に応急復旧等の工事を実施する。 

５ 技術指導の実施 

(1) 市長は、知事（県農政部及び水産林政部）並びに関係機関及び団体と連絡協調を図り、

災害時における応急対策技術の指導を行う。 

(2) 市は、応急対策技術の指導について、各関係機関及び団体により指導班を編成し、援助

にあたる。 

また、農業異常災害対策速報等を通じ、その周知徹底を図る。 

６ 種子、農薬品、肥料等の確保 

(1) 水稲種子籾、野菜種子等の確保は、知事（県農政部及び水産林政部）又は農業協同組合

等の関係機関及び団体において、被災者への購入あっせんを行う。 

(2) 農薬、肥料は関係機関及び団体において、被災者への購入あっせんを行う。 

(3) 関係機関及び団体が被災し、種子等を被災者への購入あっせんが困難な場合は、市が調
達可能な機関と調整し購入あっせんを支援する。 

７ 農産物 

(1) 共通対策 

ア 追播の実施 

播種可能な期間中に災害が発生した場合は、直ちに追播を緊急実施するように指導す

る。 

イ 作付転換の実施 

生育時期により作付転換を要する程度の被害を受けた場合は、適時適切な作物に転換

するように指導する。 

(2) 水 稲 

ア 水害 

(ア) 用排水路、けい畔等の損壊による水不足の発生時には、損壊箇所の修復を行い、

用水の確保を図る。 

(イ) 軟弱地盤地帯での苗の埋没、浮き上がり、横倒し、泥水の冠水等の被害及び液状

化に伴う噴砂現象による堆砂被害の発生時には、応急対策として補植又は植え直し

及び土砂の撤去を行う。 

イ 潮害 

(ア) 高潮等の被害があった場合、揚水設備のある水田は、退潮後直ちに真水を注いで

換水を行い、除塩するよう指導する。 

(イ) 土壌塩分濃度 0.1％以下になるよう換水及び塩抜溝の設置を指導する。 

(ウ) 土壌中吸着された塩分を処理するため、石灰による土壌中和を指導する。 
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ウ 干害 

用水不足時は、地域ごとに用水計画をたて、栽培管理に当たっては、生育に応じた節

水栽培を行うよう指導する。 

エ 凍霜害 

育苗期間中は、降霜情報に注意し、水管理及び保温のための対策を行うよう指導する。 

(3) 畑作物 

ア 水害（野菜類） 

(ア) 退水後、病害虫防除のための薬剤散布を行うよう指導する。 

(イ) 圃場の排水を図り、浅い中耕による生育の回復を図るよう指導する。 

(ウ) ばれいしょは、収穫腐敗防止対策を実施するとともに、市場出荷又は飼料として

サイロにつめる。生育初期地表が洗い流されて露出したものは、早急に培土する。 

イ 干害（陸稲雑穀） 

(ア) 根をいためないように浅く表土を削って水分の蒸発を防ぐよう指導する。 

(イ) 畦間に敷わらを行い、灌水するよう指導する。 

ウ 凍霜害 

(ア) 果葉類ビニールハウス内にさらにビニールを張るか、ハウスをコモ等で覆うよう

指導する。 

(イ) 果葉類は定植を急がず、その地帯の晩霜危険期を過ぎたときを目安とするよう指

導する。 

(ウ) いちご及び圃場に定植した花き類はビニール、ポリエチレン、稲ワラ等で被覆す

るよう指導する。 

(エ) 萌芽後のばれいしょは、幼芽の隠れる程度覆土するよう指導する。 

エ 雨害 

麦類は、適期刈取り、乾燥法の改善及び早期収納に努めるよう指導する。 

オ 雪害（麦類及びなたね） 

融雪の促進を図り、融雪水の排水及び速効性肥料の施肥並びに薬剤散布を行うよう指

導する。 

(4) 果樹 

被害を受けた樹園地では樹勢の維持回復に努めるとともに、樹が傾いたり、倒れたりし

た場合は、根が乾かないうちに早めに起こし、土寄せして支柱で支えるよう指導する。 

(5) 施設園芸 

ア 保温期間中の温室、ビニールハウス等の損壊が発生した場合、被覆資材の張り替え及

びトンネル等の設置により保温に努めるよう指導する。 

イ 被害を受けた作物体の草勢の維持回復に努めるよう指導する。 

ウ 暖房機を稼動させるための電源を確保するよう指導する。 

エ 給水源等を確保するよう指導する。 
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(6) その他の災害等 

その他の災害等については、農業災害ハンドブック（県農林水産部）により、関係機関

等と十分協議をしながら指導する。 

８ 畜産 

(1) 応急技術対策 

ア 水害 

(ア) 家畜の退避と飼料確保を指導する。 

(イ) 被害家畜の健康検査を実施するよう指導する。 

(ウ) 飼料作物の早期収穫を指導する。 

イ 干害 

(ア) 飼料作物及び牧草地の灌水実施の指導を行う。 

(イ) 給水施設を整備するとともに、衛生管理指導を徹底する。 

(ウ) 徒長した牧草類の早期高刈りを指導する。 

ウ 凍霜害 

(ア) 被害作物は、直ちに収穫し、トレンチ、スタック、バンカー等のサイロを利用し

サイレージに調製するか、乾燥して貯蔵するよう指導する。 

(イ) 発芽間もない牧草に対しては、鎮圧を励行するよう指導する。 

エ 冷害 

(ア) 牧草類に追肥を行い、生育の促進を図り、飼料作物類の生産不足を補わせる。 

(イ) 家畜の日光浴の励行を指導する。 

オ 雪害 

(ア) 融雪水路の建設及び消雪資材の準備を指揮する。 

(イ) 家畜施設倒壊防止のため除雪作業を促進する。 

カ 火災 

家畜を避難させ、畜舎の類焼を防止するよう指導する。 

キ 病害虫 

飼料作物の病害虫防除活動を推進し、被害地は更新、追播及び追肥を行わせる。 

(2) 家畜伝染病の発生予防 

市は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要があると認め

られるときは、県の指導を得て、家畜の検査、注射又は薬浴を実施する。 

また、家畜の所有者に対し、必要により次の防止措置について指導する。 

ア 患畜又は疑似患畜の隔離、係留若しくは移動の制限等の措置 

イ 殺処分及び死体の焼却若しくは埋却 

ウ 汚染物品の焼却等又は畜舎等の消毒 

(3) 死亡家畜の処理 

市は、県の指導及び協力のもと、次の活動を行う。 
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ア 家畜伝染病の発生及びまん延を防止するために必要と認められたとき、県に対して死

亡家畜の検査を要請する。 

イ 死亡家畜が伝染病でない場合、家畜の所有者に対して、自ら又は産業廃棄物収集運搬

業者に委託して死亡獣畜取扱場及び化製場へ搬送させ、適切に処理させる。 

ウ 死亡獣畜取扱場及び化製場への搬送が不可能な場合、家畜の所有者に対し、死亡獣畜

取扱場以外の埋却の許可等を行い、適切な処理を指導する。 

エ 所有者不明等の死亡家畜について、処理を行う。 

９ 林業 

(1) 森林 

ア 風雪害 

(ア) 倒伏した造林木の引起しを指導する。 

(イ) 被害木等の伐倒及び搬出を指導する。 

(ウ) 被害木等の跡地へ造林を指導する。 

イ 病害虫の防除 

(ア) 森林病害虫が発生したとき又はそのまん延を防止するため必要があると認めたと

きは、県の指導のもとに関係団体、所有者等の協力を得ながら発生予測体制の強化

及び発生防止に努める。 

(イ) 薬剤及び防除機器の確保に努める。 

ウ 林業資材のあっせん 

森林組合と協力し、被災者に対する施設復旧用の林業資材のあっせんを行う。 

(2) 治山 

がけ崩れ等の災害の未然防止又は軽減を図るため、公共の利害に密接な関連を有する地

域に対しては、応急的措置を講じるとともに、県に対して治山対策の必要な措置を要請す

る。 

10 水産物 

(1) 水産施設用資機材の確保 

必要に応じ、補修資機材の購入あっせん等、速やかな供給体制の整備を図る。 

(2) 応急技術対策 

災害に対応する次の技術対策を徹底し、被害の軽減を図る。 

ア 施設の早期修理及び水産物の生産管理並びに種苗の再生産に努める。 

イ 採苗可能な期間中に災害が発生した場合は、採苗に係る情報提供と技術指導に努める。 

ウ 補充種苗保有量の調査及び情報交換並びに種苗の供給体制の整備を行う。
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第 30節 二次災害及び複合災害防止対策 

 

二次災害とは、災害が生じた後、災害調査、人命救助等に伴う災害、土石流の災害地に入った

救援隊が受けるおそれのある災害等の二次的に生じる災害を指す。 

特に、東北地方太平洋沖地震のように広範囲にわたり発生した災害については、それに関連す

るさまざまな事象について対応策を講じる。 

 

１ 二次災害の防止活動 

(1) 市又は事業者の対応 

ア 市及び県又は事業者は、発災後直ちに、専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれ

の所管する施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被害状況等を把握し、

二次災害の防止及び被災者の生活確保を最優先に、ライフライン（電気、上下水道、ガ

ス及び通信施設）及び公共施設の応急復旧（道路、鉄道及び水路の啓開）を速やかに行

う。 

イ 県は、土砂災害の防止及び倒壊物の飛散による被害の防止について、市町村に助言等

を行うとともに、ライフライン復旧時における火災警戒等については市町村等を指導す

る。 

ウ 消防職団員、水防団員、警察官、自衛隊員、市職員等に加え、救難、救助、パトロー

ル、支援活動等にあたる関係機関等の職員についても、作業中の安全確保及び二次災害

被災防止に向けて努める。 

エ 石巻地方広域水道企業団は、水道事業に関して、漏水による道路陥没等の発生防止、

汚水の混入による衛生障害発生防止等に向けて、応急復旧に努めるとともに、復旧の見

込み等について報道機関等の協力を得て周知する。 

オ 市は、下水道事業に関して、漏水による汚染水の拡散防止、浄化センター被災による

未処理水の排出に伴う環境汚染防止等に向けて応急復旧に努めるとともに、下水道施設

の使用の抑制等を広報し、被害状況、復旧の見込み等について報道機関等の協力を得て

周知する。 

カ 道路管理者は、管理する道路に関して、避難者の移動並びに災害時緊急車両及び物資

輸送車の安全確保に向けて、障害箇所の応急復旧により道路交通機能の確保に努める。 

(2) 水害及び土砂災害 

ア 二次災害防止施策の実施 

降雨等による土砂崩れの発生、浸水個所の拡大等の水害等に備え、二次災害防止施策

を講じる。 

特に、地震による地盤沈下及び海岸保全施設等の被害があった地域では、破堤箇所か

らの海水の浸水等の二次災害の防止に十分留意する。 

 

全部 
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イ 点検の実施 

市及び県は、降雨等による二次的な水害、土砂災害等の危険箇所の点検を必要に応じ

て実施する。 

その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関及び周辺住民への周

知を図り、伸縮計等の観測機器の設置、雨水侵入防止対策等の応急工事、適切な警戒体

制の整備等の応急対策を行う。 

なお、市は、災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施する。 

(3) 土砂災害警戒情報 

仙台管区気象台及び県は共同で、必要に応じて土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げ

を実施する。 

(4) 高潮、高浪及び波浪 

市及び県は、高潮、波浪及び潮位の変化による浸水を防止するため、海岸保全施設等の

点検を行うとともに、地盤沈下による浸水等に備え、必要に応じて、応急工事等の対策を

実施する。 

(5) 爆発危険物等 

危険物施設等、火災原因となるおそれのある危険物及び薬品を管理する施設等の管理者

は、爆発等の二次災害防止のため、施設の点検及び応急措置を行う。 

また、爆発等のおそれが生じた場合は、速やかに関係機関に連絡する。 

(6) 有害物質等 

市及び県又は事業者は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設の点検、

応急措置、関係機関への連絡等の対策を行う。 

(7) 空き家等 

市は、平常時より、災害による被害が予測される空き家等の状況の確認に努めるものと

する。 

市は、災害時に、適切な管理のなされていない空き家等に対し、緊急に安全を確保する

ための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応

急措置の支障となる空き家等の全部又は一部の除却等の措置を行うものとする。 

２ 風評被害等の軽減対策 

(1) 市及び県は、災害による被災地に関する不正確な情報及び流言が原因となり、復興の妨

げとならないよう、風評被害等の未然防止又は影響の軽減を図るため、被災地域の被害状

況、復旧及び復興状況等の正確な情報の発信に努める。 

(2) 放射能及び放射線の影響に対する安全性確認結果の広報、各種観光情報の発信等を積極

的に実施し、観光業、農林水産業及び地場産業の商品等の適正な流通の促進を図る。 
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第 31 節 応急公用負担等の実施 

 

災害時において、応急措置を実施するため、特に必要があると認められるときは、区域内の施

設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、収用し、又は区域内の住民等を応急措置の業務

に従事させるなどにより、必要な措置を図る。 

 

１ 応急公用負担等の権限 

(1) 市長 

ア 応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、次の措置をとることがで

きる。 

(ア) 市の区域内の私有の土地、建物若しくは工作物を一時使用し、又は土石、竹木若

しくは物件を使用し、若しくは収用すること。 

(イ) 災害を受けた工作物又は物件で、当該応急措置の実施の支障となるものの除去等

の必要な措置。 

(ウ) 市の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の

業務に従事させること。 

イ 知事が行う従事命令等の権限を委任された場合は、その委任された応急公用負担等の

処分を行うことができる。 

(2) 警察官、海上保安官又は災害派遣を命じられた部隊等の自衛官 

市長若しくはその職権の委任を受けた市の吏員が現場にいないとき又はこれらの者から

要求があったときは、市長の職権を行うことができる。 

この場合においては、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

(3) 知事 

ア 県の区域に係る災害発生時において、次の応急措置を実施するため特に必要があると

認めるときは、従事命令、協力命令又は保管命令を発し、施設、土地、家屋又は物資を

管理、使用又は収用することができる。 

(ア) 被災者の救援、救助等の保護に関する事項 

(イ) 災害を受けた児童及び生徒の教育に関する事項 

(ウ) 施設及び設備の応急復旧に関する事項 

(エ) 清掃、防疫等の保護衛生に関する事項 

(オ) 犯罪の予防、交通規制等の災害地における社会秩序の維持に関する事項 

(カ) 緊急輸送の確保に関する事項 

(キ) その他災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置に関する事項 

イ 災害の発生により、市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき

は、(1)に定める市長の応急公用負担等を代わって実施することができる。 

 

災対総務部 



 □2 〈２.応急〉第31節 応急公用負担等の実施  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-141 

(4) 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長 

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、被災により、市及び県が、その全部又

は大部分の事務を行うことが不可能となったときは、(1)のアに定める市長の応急公用負担

等を代わって実施することができる。 

２ 立入検査等 

(1) 知事は、施設、土地、家屋又は物資を管理し、使用し、又は収用するため必要があると

認めるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は物資を保管

させる場所に立入検査させることができる。 

(2) 県の職員が、(1)により立ち入る場合は、その職員は、あらかじめその旨をその場所の管

理者に通知しなければならない。 

(3) 県の職員が、(1)により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ関係人の請

求があるときは、これを提示しなければならない。 

(4) 知事は、必要と認めるときは、保管命令により物資を保管させた者から必要な報告を取

ることができる。 

(5) 市長は、(1)～(4)について知事より通知を受けたときは、その権限に属する事務の一部

を行う。 

３ 公用令書の交付 

(1) 従事命令、協力命令又は保管命令により、施設、土地、家屋又は物資の必要な処分をす

る場合、市長、県知事又は指定地方行政機関の長は、その所有者、占有者又は管理者に対

し、公用令書を交付して行わなければならない。 

(2) 公用令書には、次の事項を記載しなければならない。 

ア 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事

務所の所在地） 

イ 当該処分の根拠となった法律の規定 

(ア) 従事命令にあっては従事すべき業務、場所及び期間 

(イ) 保管命令にあっては保管すべき物資の種類、数量、保管場所及び期間 

(ウ) 施設等の管理、使用又は収用にあっては、管理、使用又は収用する施設等の所在

する場所及び当該処分に係る期間又は期日 

(3) 市長は、公用令書を交付した後、当該公用令書にかかる処分を変更し、又は取り消した

ときは、速やかに公用変更又は公用取消令書を交付しなければならない。 

(4) 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、災害対策基本法施行規則及び宮城

県災害救助法施行細則に定めるとおりとする。 

４ 損失補償、損害補償等 

(1) 市長は、従事命令により応急措置の業務に従事した者に対し、別に定めるところにより

その実費を弁償しなければならない。 

(2) 市長は、応急公用負担等の処分を行ったときは、その処分により通常生じるはずの損失

を補償しなければならない。 
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(3) 市長は、従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は廃疾となったときは、別に定めるところにより、その者又はその

者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
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第 32 節 ボランティア活動 

 

大規模災害時の災害応急対策並びに復旧及び復興対策においては、多くの人員を必要とするた

め、市は、ボランティア活動の協力を申し入れる団体及び個人の協力を得て、効果的な災害応急

対策並びに復旧及び復興対策を実施する。 

その際、社会福祉協議会等が中心となって、速やかに災害ボランティアセンターを設置し、全

国から駆けつける災害ボランティアの活動を支援及び調整し、被災住民の生活復旧を図るととも

に、専門的なボランティアニーズに対しては、行政が災害ボランティアセンターとの連携を図り

つつ対応する。 

 

１ 災害ボランティアセンターの設置 

ボランティアのコーディネート調整組織としては、社会福祉協議会及びＮＰＯ等関係組織が

中心となって、市レベル及び県レベルの２段階に災害ボランティアセンターを設置するものと

し、相互に連携のうえ、日本赤十字社宮城県支部、ＮＰＯ・ボランティア等とも連携を図り、

活動を展開する。 

この際、県及び市は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ

法人等のボランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ボラン

ティア団体等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況

やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニ

ーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有する。 

また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行う

よう努める。これらの取組みにより、連携の取れた支援活動を展開するよう努めるとともに、

ボランティアの活動環境について配慮する。 

なお、ボランティアのコーディネートに際しては、活動中の安全が確保されるよう配慮する

とともに、ボランティアに対し注意喚起を行う。 

各災害ボランティアセンターの役割は次のとおりとする。 

(1) 市災害ボランティアセンター 

市社会福祉協議会が中心となって設置し、地域ボランティアの協力を得ながら、被災住

民のニーズの把握、ボランティアの募集、受付、現場へのボランティアの派遣等を行う。 

(2) 県災害ボランティアセンター 

宮城県社会福祉協議会とＮＰＯ等関係機関が中心となって設置し、全国社会福祉協議会

等の応援も得ながら、市町村災害ボランティアセンターの体制整備と運営を支援し、被災

市町村間のボランティアの調整等を行う。 

２ 日本赤十字社宮城県支部、ＮＰＯ・ボランティア等との連携 

災害ボランティアセンターは、被災地に現地入りする日本赤十字社宮城県支部、ＮＰＯ・ボ

ランティア等との連携を図るとともに、これらの者の活動をできるだけ支援する。 

全部 
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３ ボランティアセンターへの支援 

市は、ボランティアのコーディネートに際して、ボランティアの技能等が効果的に生かされ

るよう配慮するとともに、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供するなど、ボランティ

アの活動の円滑な実施が図られるよう努める。 

また、市災害ボランティアセンターの設置及び運営について、必要に応じ、次の支援を行う。 

(1) 災害ボランティアセンターの場所及び資機材の提供 

(2) 災害ボランティアセンターの設置及び運営に係る経費の助成 

なお、県又は県から事務の委任を受けた市は、共助のボランティア活動と県及び市の実

施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランティアセンター

に委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とす

ることができる。 

(3) 市職員の派遣（県に対する職員派遣要請） 

(4) 被災状況についての情報提供 

(5) その他必要な事項 

４ 専門ボランティアの受入れ体制 

関係する組織からの申込みについては、市が県の協力を得て対応するものとし、主な種類は

次のとおりである。 

№ 主 な 受 入 項 目 担  当  部 

(1) 救護所等での医療、看護及び保健予防 災対保健福祉部 

(2) 砂防関係施設診断 災対建設部 

(3) 被災宅地危険度判定 災対建設部 

(4) 外国人のための通訳 災対市民生活部 

(5) 被災者への心のケア 災対保健福祉部 

(6) 高齢者、障害者等への介護 災対保健福祉部 

(7) アマチュア無線等を利用した情報通信事務 災対総務部 

(8) その他専門的知識が必要な業務 災対各部 

５ ＮＰＯ又はＮＧＯとの連携 

市は、一般ボランティアのコーディネート体制づくりを、社会福祉協議会及びＮＰＯ等関係

機関と連携しながら行い、その他のＮＰＯ又はＮＧＯとの協働を視野に入れ、必要な調整及び

支援を行う。 

６ 災害ボランティアニーズの把握 

市は、市ボランティアセンターに対し、被災地の情報及び被災者のボランティアに対するニ

ーズ等の情報を提供し、地域の実情にあった活動ができるよう速やかに支援体制を整える。 
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第 33 節 海外からの支援の受入れ 

 

大規模災害時において、海外から救援物資の提供、救援隊派遣等の支援の申し出があった場合、

県が国と十分連絡調整を図りながら対応することとされている。 

市は、以下に示した県の活動に対し、必要に応じて協力する。 

 

１ 海外からの救援活動の受入れ 

海外からの救援に一義的に対応するのは、国の役割となっているが、具体の被害を把握し、

かつ市町村との連絡調整を実施する機関として県が位置づけられることから、県は、以下の事

項について、情報収集、提供等を行う。 

(1) 救援を必要とする場所及びその緊急性 

(2) 現地までの交通手段及び経路の状況 

(3) 現地の宿泊の適否等 

(4) 必要な携帯品等 

(5) その他必要と思われる事項 

２ 救援内容の確認 

海外から救援隊派遣の申し出及び救援物資の提供の申し出があった場合、県は、次の事項に

ついて確認し、国と連絡調整を図りながら対応する。 

(1) 救援隊の派遣内容 

ア 協力内容、人数及び派遣日程 

イ 受入れ方法 

ウ 案内及び通訳の必要性 

(2) 救援物資の内容 

ア 品名及び数量 

イ 輸送手段及びルート 

ウ 到着予定

全部 



 □2 〈２.応急〉第34節 災害種別ごとの応急対策  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-146 

第 34 節 災害種別ごとの応急対策 

 

大規模な火災及び事故災害の発生時において、市は迅速かつ的確に被災者の救済や被害の拡大

の防ぎょ対策等の応急措置を講じる必要がある。 

ここでは、災害種別ごとの市と防災関係機関による災害の応急対策について定める。 

 

１ 火災応急対策 

災害発生時には、市は、消防機関はもとより、県、市民、自主防災組織、事業所等の協力も

得ながら、他の消防機関等との連携を図りつつ、被害を最小限に食い止めるため、全機能を挙

げて、延焼拡大防止措置等を行う。 

(1) 消火活動の基本 

火災による被害を防止又は軽減するため、市民、事業者、自主防災組織等は、火災発生

直後の初期消火及び延焼拡大防止措置を行う。 

また、各防災関係機関は、火災発生直後、あらゆる方法により市民等に初期消火及び延

焼拡大防止の徹底について呼びかける。 

消火活動に当たっては、火災の状況が消防力を下回るときは先制防ぎょ活動により一挙

鎮圧を図る。 

また、上回るときは次の原則に基づき選択防ぎょにより行う。 

ア 重要防ぎょ地区優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ人命危険度の高い地域を優先して

消火活動を行う。 

イ 市街地火災優先の原則 

大量危険物製造、貯蔵、取扱いを行う施設、大工場等から出火し、多数の消防隊を必

要とする場合は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災の消火活動を優先とし、そ

れらを鎮圧した後に部隊を集中して消火活動にあたる。 

ただし、高層建築物で不特定多数の者を収容する対象物等から出火した場合は、特装

車等を活用し、人命の救助を優先とした活動を行う。 

ウ 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防ぎょ上

必要な消火活動を優先する。 

エ 火災現場活動の原則 

(ア) 出場隊の指揮者は、災害の状況を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路

を確保した延焼拡大阻止、救助及び救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決

定する。 

(イ) 火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻撃的現場活動に

より火災を鎮圧する。 

災対総務部 災対産業部 
災対建設部 災対消防団 
災対消防部 
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(ウ) 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先と

し、道路、河川、耐火建物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止す

る。 

(2) 消防機関の活動 

ア 消防本部の活動 

消防長は、消防署を指揮し、各関係機関と相互に連絡をとり、火災に関する情報を迅

速かつ正確に収集し、次により効果的な消防活動を行う。 

(ア) 火災の初期消火と延焼防止 

火災発生時は、消防団を指揮し、初期消火に努め、火災の延焼及び災害の拡大防

止を図る。 

(イ) 道路通行障害時の対応 

災害によって、建築物の倒壊、橋りょうの損壊、交通渋滞等による道路障害が発

生し、消火活動が大きく阻害される場合は、道路障害の発生時における直近の効果

的なう回路を利用し、消火活動を行う。 

(ウ) 消防水利の確保 

災害によって消防水利の確保が困難になった場合は、あらかじめ計画された河川、

井戸等の自然水利を活用するほか、長距離中継送水での消火活動を行う。 

イ 消防団の活動 

市及び消防団は、火災発生が予測される場合又は発生したときには、消防長及び消防

署長の所轄のもと、消防隊として次の消火活動を行う。 

(ア) 出火警戒活動 

火災等の災害発生が予測される場合は、地域住民に対し、出火警戒を呼びかける。 

(イ) 消火活動 

災害により出火した場合は、住民と協力して、幹線避難路確保のための消火活動

等、人命の安全確保を最優先とした初期消火にあたる。 

(ウ) 火災情報の収集伝達活動 

関係機関と相互に連絡をとり、災害の情報を収集するとともに、地域住民へ伝達

する。 

(エ) 避難誘導 

避難の指示等が出された場合は、関係機関と連絡をとりながら、住民を安全な場

所に誘導する。 

 (3) 市民の活動 

ア 火気の遮断 

ガス栓の閉止及び石油ストーブ、電気機器類等火気の遮断を速やかに行う。 

イ 初期消火活動 

火災発生時には、消火器、水道、風呂の汲みおきの水等で初期消火に努めるとともに、

消防本部に通報する。 
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ウ 通電火災の防止 

被災直後における通電ショート等による二次的火災の発生を防止するよう努める。 

(4) 自主防災組織の活動 

自主防災組織は、地域の安全を確保するために、地域住民が自主的に結成した防災組織

であり、災害発生時には安全な範囲内で次の活動を行う。 

ア 火気遮断の呼びかけ、点検等 

各家庭、事業所等のガス栓の閉止等の相互呼びかけを行うとともに、その点検及び確

認を行う。 

イ 初期消火活動 

火災発生時には、消火器等を活用して初期消火に努めるとともに、消防本部に通報す

る。 

(5) 事業所の活動 

ア 火災発生時の措置 

(ア) 自衛消防隊により消火器等を活用して初期消火に努めるとともに、速やかに消防

本部へ通報する。 

(イ) 必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

イ 災害拡大防止措置 

危険物等を取り扱う事業所において、火災が拡大するおそれのあるときは、周辺地域

の住民に対し、避難誘導、立入禁止等の必要な措置を講じる。 

(6) 市の措置 

市は、消防本部及び消防団の活動が円滑かつ適正に実施できるようにするため、万全を

期するように努める。 

(7) その他の応急対策 

上記以外の応急対策については、前節までの各応急対策を準用する。 

２ 林野火災応急対策 

林野火災発生時においては、市は関係機関と連携して、初期消火及び延焼拡大防止に努める

とともに、速やかな情報の収集及び状況分析を行い、必要に応じて広域航空応援等の要請等、

迅速かつ的確な消防活動を行う。 

また、二次災害の防止を図るなど、被害の軽減を図ることを目的に諸対策を講じる。 

(1) 林野火災の警戒 

火災警報の発令等、林野火災発生のおそれがあるときは、巡視及び監視を強化し、地区

住民及び入林者に対して警戒心を喚起し、火気取扱いの指導取締りを行って、火災の発生

を防止するとともに応急体制を準備する。 

ア 火災警報の発令等 

気象官署から通報を受けたとき又は気象の状況が火災予防上危険であると認めるとき

は、火災に関する警報の発令、地区住民及び入林者への通知、火の使用制限、消防本部

の警戒体制の強化等、必要な措置を講じる。 
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イ 火災警報の周知徹底 

火災警報の地区住民及び入林者への周知は、打鐘、サイレン、掲示標、吹流し、旗等

消防信号による信号方法及び広報車による巡回広報によるほか、テレビ、ラジオ等を通

じて周知徹底する。 

(2) 林野火災の防ぎょ 

火災発生時の通報通信連絡体制、消防隊の編成、指揮系統及び消防戦術を整え、関係機

関が、一致協力して林野火災の鎮圧にあたる。 

ア 火災通報及び通信体制 

消防本部は、火災を発見した者から通報を受けた場合は、直ちに最寄りの消防署等の

出動を指令するとともに、関係消防団の出動を要請する。 

これと並行して、県、森林管理署、警察署、地方振興事務所等の関係機関に通報する。 

地区住民及び入山者に対する伝達は、防災行政無線、サイレン、広報車等により行う。 

 

通報通信系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 消防隊の編成及び出動区分 

(ア) 消防隊は、消防職員及び消防団員をもって編成し、消防長又は消防署長（以下

「消防長等」という。）の所轄下のもとに林野火災の防ぎょを担当する。 

消 防 庁 

陸上自衛隊第22即応機動連隊 

陸 上 自 衛 隊 第 ２ 施 設 団 

県 警 察 本 部 

地 域 課 

警 備 課 

石巻警察署（交番・駐在所） 県東部 地方振 興事務 所 

県 消 防 課 
県林業振興課 

県森林整備課 

林 野 庁 

東北森林管理局 

森林管理署 

東 松 島 市 

石 巻 地 区 広 域 行 政 

事 務 組 合 消 防 本 部 
消 防 団 

（消 防 隊） 

火 災 発 見 者 

森 林 組 合 等 

110番 
通報 

119番 
通報 

専
用
線 

   通常の通報通信系統 
   必要に応じての通報通信系統 
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(イ) 隊の編成は、地域の実情に応じて中隊、小隊及び分隊とし、それぞれに隊長を置

く。 

(ウ) 消防隊の出動区分は、通常出動及び総員出動とする。 

(エ) 通常出動とは、消防職員又は消防団員が、出火地点又は延焼区域を含む防ぎょ区

の隣接区域等に限って出動するものをいう。 

(オ) 総員出動とは、消防職員及び消防団員の全部を出動させるものをいう。 

ウ 相互応援協定による応援要請 

他の消防機関の応援が必要なときは、「宮城県広域消防相互応援協定」（資料６－２

参照）に基づき、応援要請を行う。 

エ 自衛隊の災害派遣要請 

林野火災の延焼拡大が甚だしく消防隊及び関係機関並びに付近住民の協力を得ても防

ぎょが困難な場合は、市長から知事に自衛隊の派遣を要請する。要請手続等については、

本章第 10節「自衛隊の災害派遣」による。 

オ 現場指揮本部の設置 

火災の拡大状況に応じて、消防本部、他市町村の消防機関の応援隊、自衛隊派遣隊等

が統一的指揮のもとに円滑な消防活動が実施できるように現場指揮本部を設置し、関係

機関の指揮者による連絡会議等を必要に応じ設け、消防長を最高指揮者として、状況に

応じた防ぎょ方針を決定し、有機的な組織活動を確保する。 

火災の区域が二つ以上の市町村にまたがる場合の最高指揮者は、当該消防長が協議し

て定める。 

現地指揮本部は、火災の状況及び防ぎょ作業の状況が把握できる場所に設置するよう

努める。 

現地指揮本部には、総合通信体制を整えるとともに、必要に応じ予備隊、補給隊及び

救護隊を置く。 

カ 消火方法 

初期消火は、叩消し、踏消し、覆土、散土、散水等により消火する。 

緩慢火災は、樹冠火への伐開防火線及び地表火への掻起防火線、剥取防火線、焼切防

火線等の防火線の設定を併せて実施するほか、状況に応じ、迎火消火を実施し、及び化

学消火薬剤を使用する。 

激烈火災の場合は、火勢の状況、地況、林況、気象、防ぎょ力等を考慮し、適切な消

火方法により火災を鎮圧する。 

なお、飛火及び残火処理に留意する。 

キ 空中消火の要請 

ヘリコプターによる空中消火の実施は、次の場合に要請することができる。 

(ア) 地形等の状況により、地上の防ぎょ活動が困難な場合 

(イ) 火災規模に対して地上の防ぎょ能力（応援協定に基づく応援隊及び自衛隊地上災

害派遣部隊を含む）が不足又は不足すると判断される場合 
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(ウ) 人命の危険、人家等への延焼の危険等の重大な事態の発生が予測される場合 

なお、空中消火資機材の使用については、「宮城県空中消火用資機材運営要綱」

（平成 16年４月１日施行）の定めるところによる。 

(3) 市の措置 

市は、消防本部の活動が円滑かつ適正に実施できるようにするため、万全を期するよう

に努める。 

(4) 二次災害の防災活動 

林野火災により、荒廃した箇所においては、その後の降雨等により、倒木の流下、山腹

及び斜面の土砂崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生等の危険性が高いため、関

係機関は、機能を失った森林に原因する二次災害の発生予想及び影響を検討し、必要な措

置を講じる。 

３ 危険物等災害応急対策 

災害により危険物施設等が被害を受け、危険物等の流出等の事故が発生した場合、県及び消

防機関は、施設等の被害程度を速やかに把握し、二次災害を防止するための迅速かつ適切な応

急措置を講じるとともに、事業所の関係者、周辺住民等に対する危害防止を図るために、防災

関係機関は相互に協力し、総合的な被害軽減対策を実施する。 

(1) 市民への広報 

市及び危険物施設等の管理者等は、災害による事故の情報の速やかな公表と、環境汚染

に対処するため、流出危険物の組成を明らかにしその対応策を的確に伝える。 

また、処理に対する作業の進捗情報を整理し広報するとともに、市民等から数多く寄せ

られる問い合わせ、要望、意見等に適切な対応を行える体制を整備する。 

(2) 危険物施設 

ア 陸上における消防機関の応急対策 

市内には、石油等の危険物貯蔵所等があり、災害時においては破損、火災等により、

危険物の漏えい、爆発等の事態の発生が考えられる。 

これらの施設については、関係法令に基づく災害予防規程等の策定を義務付けられて

いるところであるが、市及び消防本部は、発災した場合に被害を最小限に食い止めるた

めの応急対策体制について、関係事業所の管理者等、危険物保安監督者及び危険物取扱

者に対して次の事項を指導する。 

また、石油類等危険物保管施設の応急措置については、関係事業所の管理者等、危険

物保安監督者及び危険物取扱者に対して、次に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応

じて講じるよう指導する。 

(ア) 危険物の流出、爆発等のおそれのある作業及び移送の停止並びに施設の応急点検

及び出火等の防止措置 

(イ) 混触発火等による火災の防止措置及び初期消火活動並びにタンク破損等に係る流

出等の広域拡散の防止措置及び応急対策 
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(ウ) 災害状況の把握、状況に応じた従業員及び周辺地域住民に対する人命安全措置並

びに防災関係機関との連携活動 

イ 海上における宮城海上保安部の応急対策 

危険物の保安については、次に掲げる措置を講じる。 

(ア) 危険物積載船舶について、必要に応じて移動を命じ、又は航行を制限若しくは禁

止する。 

(イ) 危険物荷役中の船舶について、荷役の中止等の事故防止のために必要な指導を行

う。 

(ウ) 危険物施設について、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行う。 

ウ 災害発生事業所等における応急対策 

(ア) 災害発生事業所等は、大規模な危険物等災害が発生した場合又は発生するおそれ

のある場合、速やかに宮城海上保安部、所轄消防署、市等に通報するとともに、現

場付近の者又は船舶に対し注意喚起を行う。 

また、市は、状況に応じて、付近住民に避難するよう警告する。 

(イ) 自衛消防隊等の要員により次の消火活動及び流出油防除活動を実施するとともに、

必要に応じ、他の関係企業等の応援協力を求める。 

ａ 大量油の排出があった場合 

(ａ) オイルフェンスの展張等の排出された油の拡がりを防止するための措置を

とる。 

(ｂ) 損傷箇所の修理等の引き続き油が排出されないよう防止するための措置を

とる。 

(ｃ) 損壊タンク内の残油を他の損壊していないタンクヘ移送する。 

(ｄ) 排出された油の回収を行う。 

(ｅ) 油処理剤の散布により、排出油の処理を行う。 

なお、油処理剤の使用については十分留意すること。 

ｂ 危険物の排出があった場合 

(ａ) 損傷箇所の修理を行う。 

(ｂ) 損傷タンク内の危険物を他の損壊していないタンクヘ移送する。 

(ｃ) 薬剤等により、排出された危険物の処理を行う。 

(ｄ) 火気の使用制限を行い、ガス検知を実施する。 

(ｅ) 船舶にあっては、曳航索の垂下を行う。 

(ｆ) 船舶にあっては、安全な海域へ移動し、投錨する。 

(ｇ) 消火準備を行う。 

ｃ 宮城海上保安部、消防本部に対し、爆発性及び引火性物品の所在施設、船舶の

配置及び災害の様態を報告し、その指揮に従い、積極的に消火活動及び排出油防

除活動を実施する。 
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(3) 高圧ガス施設 

ア 高圧ガス製造、販売、貯蔵等の事業者は、災害発生後速やかに緊急点検等を行い、被

害が生じている場合は応急措置を行い、被害拡大の防止に努める。 

イ 県は、災害の規模、態様及び発生箇所付近の地形、ガスの種類、気象条件等を考慮し、

消防本部及び宮城県地域防災協議会防災指定事業所、宮城県高圧ガス保安協会等の関係

団体と密接な連絡をとりながら、迅速かつ適切な措置がとられるよう調整、指導及び助

言する。 

ウ 県は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、高

圧ガスの製造業者、販売業者及びその他の取扱者に対し、必要な命令、禁止等の措置を

とる。 

エ 関東東北産業保安監督部東北支部は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため

の必要があると認めるときは、高圧ガスの製造業者、販売業者及びその他の取扱者に対

し、必要な命令、禁止等の措置をとる。 

(4) 毒物・劇物貯蔵施設 

ア 県は、毒劇物協会に対し安全対策を指示伝達する。 

イ 県は、毒物及び劇物貯蔵施設から毒劇物が漏えいした場合又は火災を処理している消

防本部から必要な中和剤、保護具等の要請があった場合、毒劇物協会に対し必要な資機

材の供給を要請する。 

ウ 県は、毒物等による事件及び爆発等の二次災害防止のため、所掌する販売業者、製造

業者等に対して、関係機関及び団体の協力のもと、必要な指導助言を行う。 

エ 毒劇物協会は、被災地の会員に連絡の上必要物を手配し、被災地に運搬する。 

オ 災害による毒物劇物の散乱・流出について、その状況を早期に把握し、二次災害につ

いての注意喚起を行う。 

４ 海上災害応急対策 

海上災害の発生時において、航行船舶及び沿岸住民の安全を確保するため、人命救助、消火

活動、排出油等の拡散防止及び防除等の応急対策を実施する。 

(1) 事故発生時における応急対策 

ア 宮城海上保安部の措置 
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(ア) 情報の収集及び伝達 

夜間、休日の場合等においても対応できる情報収集及び連絡体制の整備を図る。 

   情報の収集及び連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 海上及び沿岸部における被害状況等 

(ａ) 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

(ｂ) 被災地周辺海域における漂流物等の状況 

(ｃ) 船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況 

(ｄ) 水路及び航路標識の異状の有無 

(ｅ) 港湾等における被害状況 

ｂ 陸上における被害状況 

ｃ 関係機関等の対応状況 

ｄ その他発災後の応急対策の実施上必要な事項 

(イ) 海難救助等 

ａ 船舶の海難、海上における人身事故等の発生時は、速やかに巡視船艇及び航空

機を発動させるとともに、必要に応じて特殊救難隊を出動させるほか、関係機関

及び水難救済会等の民間救助機関を活用してその捜索救助を行う。 

ｂ 船舶火災又は海上火災の発生時には、速やかに巡視船艇により消火活動を行う

とともに、航空機により状況調査を実施し、必要に応じて特殊救難隊及び機動防

除隊を対応させるほか、関係機関等救助機関に協力を要請する。 

ｃ 危険物が排出されたときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火

災の発生を防止し、船舶の航行を制限し、又は禁止するなどの措置を行う。 

 (ウ) 緊急輸送 

医師、傷病者、避難者等の人員搬送又は救援物資等の緊急輸送については、必要

に応じ、又は要請に基づき、迅速かつ積極的に実施する。 

この場合、特に機動力のある航空機及び大量輸送が可能な船舶を必要に応じ使い

分け、有効に活用する。 

県防災推進課 

及び消防課 
消防庁 

県警察本部 

市及び消防本部 

港湾災害対策協議会等 

海上保安機関 

船舶等 

発見者 
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(エ) 流出油等の防除 

船舶、海洋施設等から、海上に大量の油等が流出したときは、次に掲げる措置を

講じる。 

ａ 防除措置を講じるべき者が行う防除措置を効果的なものにするため、巡視船艇

及び航空機により、又は機動防除隊を現地に出動させ、流出油等の状況、防除作

業の実施状況等を総合的に把握し、作業の分担、作業方法等の防除作業の実施に

必要な事項について指導を行う。 

ｂ 防除措置を講じるべき者が、流出油等の拡散防止、防除等の措置を講じていな

いと認められるときは、これらの者に対し、防除措置を講じるべきことを命じる。 

ｃ 緊急に防除措置を講じる必要があると認められたときは、海上災害防止センタ

ーに防除措置を講じるべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急

の防除措置を講じさせるとともに、関係機関等に必要な資機材の確保及び運搬並

びに防除措置の実施について協力を要請する。 

ｄ 防除措置を講ずべき者、政府本部及び 関係機関等とは、必要に応じて緊密な情

報の交換を行い、もって迅速かつ効果的な防除措置の実施に資するよう努める。 

ｅ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災

の発生防止し、船舶の航行を制限し、又は禁止するなどの措置を行う。 

ｆ 危険物の防除作業に当たっては、ガス検知器具による危険範囲の確認、火気使

用制限等の危険防止措置を講じ、火災、爆発、ガス中毒等の二次災害の防止を図

る。 

(オ) 海上交通安全の確保 

海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講じる。 

ａ 船舶交通のふく輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理

及び指導を行う。 

この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

ｂ 海難の発生等の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある

ときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

ｃ 海難船舶又は漂流物、沈没物等の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生じ

るおそれがあるときは、速やかに必要な応急措置を講じるとともに、船舶所有者

等に対し、これらの除去等の船舶交通の危険を防止するための措置を講じるべき

ことを命じ、又は勧告する。 

ｄ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾及び岸壁の状況、関係機関と

の連絡手段等の船舶の安全な運航に必要と思われる情報について、無線等を通じ

船舶への情報提供を行う。 

ｅ 水路の水深に異状が生じ、又は生じるおそれのあるときは、必要に応じて水路

測量を行うとともに、応急標識の設置等により水路の安全を確保する。 
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ｆ 航路標識が損壊し、又は流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に

応じて応急標識の設置に努める。 

(カ) 危険物の保安措置 

危険物の保安については、次に掲げる措置を講じる。 

ａ 危険物積載船舶については、必要に応じて移動を命じ、又は航行を制限若しく

は禁止する。 

ｂ 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を

行う。 

ｃ 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行

う。 

(キ) 警戒区域の設定 

生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認められるときは、

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 63 条第１項及び第２項の定めるとこ

ろにより、市長若しくはその命を受けた吏員がその場にいない場合又はその者から

要求があった場合に、海上保安官は、警戒区域を設定し、巡視船舶及び航空機等に

より船舶等に対し、区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

また、警戒区域を設定したときは、直ちに最寄りの市町長にその旨を通知しなけ

ればならない。 

(ク) 治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇及

び航空機等により次に掲げる措置を講じる。 

ａ 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防及び取締りを行う。 

ｂ 警戒区域は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

イ 市の措置 

(ア) 被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対し、災害状況の周知を図るとともに、必要

があると認める時は、警戒区域を設定し、火気使用の禁止等の措置を講じ、場合に

よっては、一般住民の立入制限、退去等を命じる。 

(イ) 流出油等の被害が沿岸に及ぶおそれがある場合は、必要に応じ巡視警戒を行うと

ともに、防除作業については、関係機関に協力する。 

ウ 消防機関の措置 

(ア) 消防機関が所有する資機材を活用し、宮城海上保安部が行う人命救助等に協力す

るとともに、負傷者の搬送を行う。 

(イ) 海上火災発生時には、「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関す

る覚書」に基づき、相互に緊密な連絡のもとに円滑な消防活動を実施する。 

エ 県の措置 

(ア) 災害状況の把握に努めるとともに、災害情報を入手したときは、関係機関に伝達

する。 
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(イ) 応急対策上必要な事項について、関係機関、関係団体等に指示又は要請する。 

(ウ) 被害の拡大を防止するため、沿岸市町から要請があり、必要と認める場合は、自

衛隊に対し災害派遣を要請する。 

(エ) 県防災ヘリコプターの活用を図り、情報収集及び広報活動を行う。 

(オ) 港湾管理者は、港湾機能に支障を来すおそれがある場合又は宮城海上保安部若し

くは関係市町から協力を求められた場合は、積極的に防災活動に協力するとともに、

港湾施設に及ぶ被害を防止するため所要の措置を講じる。 

オ 警察の措置 

(ア) 海上災害の発生の通報を受けた場合は、市長に速やかに通報する。 

(イ) 死傷者等が発生した場合は、関係機関等と連携して救出及び救助活動並びに行方

不明者の捜索を実施する。 

(ウ) 発生地及びその周辺地域において、避難広報及び誘導を実施するほか、警戒区域

への立入制限、付近の交通規制等を実施する。 

カ 関係団体の措置 

(ア) オイルフェンス等の流出油防除資機材及び化学消火薬剤等の消火機材を所有する

関係団体等は、関係行政機関から協力を要請された場合には、必要に応じ協力する。 

５ 航空災害応急対策 

航空機事故等による災害から乗客及び住民等を守るため、県は、防災関係機関との緊密な協

力のもとで応急対策を実施し、被害の拡大を防ぎょし、又は被害の軽減を図る。 

なお、具体的な応急対応については、航空法に基づく仙台空港緊急計画に定めるところによ

り実施する。 

(1) 航空機事故の発生を知ったとき又は発見者等から通報を受けたときは、県及び関係機関

に通報する。 

(2) 負傷者が発生した場合、地元医療機関等で医療班を組織し、現地に派遣し、応急措置を

施した後、適切な医療機関に搬送する。 

また、必要に応じ、救護所、被災者の収容所、遺体収容所等の設置又は手配を行う。 

(3) 応急対策に必要な臨時電話、電源等の資機材を確保する。 

(4) 災害の規模が大きく、市で対処できない場合は、市長は、相互応援協定等に基づき、他

の市町村等の長に応援を要請する。 

(5) 被災者の救助、消防活動等を必要とする場合は、市長は、知事に対して自衛隊の災害派

遣要請を依頼する。 

６ 鉄道災害応急対策 

市内における鉄道災害の発生時には、被害を最小限にとどめ輸送の確保を図るため、市は、

必要な措置をとるとともに、東日本旅客鉄道株式会社仙台支社の対策（早期初動体制の確立、

被害状況の把握及び的確な応急対策の実施）に協力する。 

(1) 速やかに災害に関する情報収集に努めるとともに、被害状況を把握でき次第、その結果

について、県へ報告する。 



 □2 〈２.応急〉第34節 災害種別ごとの応急対策  

 

〔東松島防〕 

 
2-2-158 

(2) 災害応急対策の実施状況について、必要に応じ県へ報告するとともに、防災関係機関及

び他の市町村への広域応援要請の必要性等を県へ連絡する。 

７ 隣接地等の使用 

鉄道事業者は、所要の手続きを行った上で、隣接地等を復旧作業に必要な資材置場や土石の

捨場等として一時的に使用することなどにより、鉄道の迅速な復旧に努めるものとする。 

８ 道路災害応急対策 

道路災害による負傷者等の発生及び道路機能の支障発生に対して、市は、他の道路管理者及

び防災関係機関と密接な連携を図り、速やかな応急対策を講じる。 

(1) 被災状況等の把握 

災害発生直後にパトロール等の緊急点検を実施し、被災状況等を把握するとともに、負

傷者等の発生があった場合には、速やかに関係機関に通報するなど、所要の措置を講じる。 

また、被害情報の収集に努める。 

(2) 負傷者の救助 

道路災害による負傷者が発生した場合には、関係機関と連携を図りながら、速やかに救

助活動を行う。 

(3) 交通の確保及び緊急輸送体制の確保 

道路が災害を受けた場合、障害物の除去及び応急復旧工事に着手し、交通の確保に努め

る。 

また、緊急輸送車両、緊急自動車の通行が必要なときは、県の緊急輸送道路ネットワー

ク計画に基づく緊急輸送道路を優先して交通の確保に努める。 

(4) 二次災害の防止対策 

災害発生後、現地点検調査により、道路施設等の被害が拡大することが予想される場合

は、所要の応急措置を講じるとともに、交通規制や施設使用の制限を行い、二次災害の防

止に努める。 


